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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

我が国の人口は、平成31年４月１日現在1億2,625万４千人で、前年と比べ24万８千人減少し

ています。また、高齢者人口は3,575万２千人で、総人口に占める割合（高齢化率）は28.3％と

なり、４人に１人が65歳以上の高齢者という超高齢社会となっています。 

また、いわゆる団塊の世代が75歳以上となる2025年（平成７年）には、高齢化率が30％にな

ると見込まれるほか、団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年にはさらなる高齢化が進展す

ると見込まれています。 

この間、地域社会においては、一人暮らし高齢者、認知症や障がいのある人など支援を必要

としている人は増加しているうえ、災害への対応強化や悪質な犯罪への体制整備も急ぐべき課

題となっています。 

加えて、全国的に広がる人口減少問題への対応、少子高齢化、核家族化など構造的な問題が

進展しつつある中、各種法制度の改正等も進められています。 

今後も厳しさを増すことが予想される社会情勢の中、これまで取り組んできた様々な施策に

よる成果等を礎とし、将来に向けて活力のある豊かなまちづくりを実現していくためには、地

域福祉、高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉、健康増進といった従来の「行政の枠組み」を

超えた施策の連携やさらなる総合化が求められています。 

本計画は、これらの視点に立って、本村の保健福祉分野の基本的な考え方を明らかにし、住

民本位の保健福祉を総合的、効果的、効率的に推進するため、「総合保健福祉計画」として一体

的に策定するものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、当村の第４期総合計画基本構想の中で掲げられている基本目標「健やかで安心し

て暮らせるあかいがわ」を実現するための具体化計画と位置づけられます。 

また、国及び道の関連計画との整合を図るとともに、福祉の重要な担い手となる住民とのパ

ートナーシップ（協働）を進めるための「共通の指針」となるものです。 
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３ 個別計画の構成 

本計画は、「地域福祉計画」「子ども・子育て支援事業計画」「高齢者保健福祉計画」「障がい

者計画」「健康づくり計画」の上位に位置づけられるものです。 

■本計画と関係する計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

総 合 保 健 福 祉 計 画 

 

地域福祉計画 

第４期総合計画基本構想  

障がい者計画 
 

第６期障がい福祉計画 

第２期障がい児福祉計画 

第８期高齢者保健福祉計画 

第２期健康づくり計画 

第２期子ども・子育て支援事業計画 

 次世代育成支援行動計画 

子どもの貧困対策計画 
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４ 計画の期間と根拠 

計画期間は、法律によって策定が定められている計画（介護保険事業計画、障がい福祉計画、

次世代育成支援行動計画）の期間を視野に入れ、計画期間と根拠法は以下のとおりです。 

■本計画と関係する計画 

計画名 計画期間 根拠法 

総合保健福祉計画  － 

 
地域福祉計画 令和元～５年 ５年 社会福祉法第 107条（※） 

自殺対策計画 令和元～５年 ５年 自殺対策基本法第 13条第２項 

子ども・子育て支援事業計画 令和２～６年 ５年 子ども・子育て支援法第 61条第１項 

次世代育成支援行動計画 令和２～６年 ５年 次世代育成支援対策推進法第８条 

子どもの貧困対策計画 令和２～６年 ５年 子どもの貧困対策法律第９条 

高齢者保健福祉計画 令和３～５年 ３年 老人福祉法第 20条の８ 

障がい者計画 令和３～５年 ３年 障害者基本法第 11条第３項 

障がい福祉計画 令和３～５年 ３年 障害者総合支援法第 88条第１項 

障がい児福祉計画 令和３～５年 ３年 児童福祉法第 33条の 20 

健康づくり計画 平成 28～令和７年 10 年 健康増進法第８条第２項（※） 

（※）は策定が努力義務の法定計画 
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第１章 計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

国内において、人口減少、少子高齢化が急速に進展していく中で、社会・経済情勢の変化と

ともに、人々の暮らしや雇用環境、さらに文化や価値観などが多様化し、地域社会においても

家庭や人と人のつながりが希薄になってくるなど、支え合いや見守りの機能が弱くなり、住民

同士の助け合いによる課題解決が難しくなってくることが懸念されています。 

国（厚生労働省）においては、これらの福祉課題に向けた地域福祉の推進を念頭に種々検討

がなされ、医療・介護・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムや障害

者差別解消法の施行、成年後見制度の利用促進などについても、村をはじめ、関係機関や団体、

事業者とともに、地域住民が連携して取り組んでいくことが方針づけられているところです。 

さらに、高齢者や障がい者、子どもなどのすべての人々が地域、暮らし、生きがいをともに

創り、高め合うことができる「地域共生社会」を実現するため、「他人事」になりがちな地域づ

くりを地域住民が「我が事」として積極的に取り組むことや、村は地域の取り組みへの支援と

公的な福祉サービスへのつなぎを含めた「丸ごと」の総合相談体制を整備する必要があるとし

ています。支え手と受け手に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が役割をもち、支え合

いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福祉などの公的サービスと協働

して助け合いながら暮らすことのできる仕組みの構築を目指しているところです。 

また、2016年（平成28年）には自殺対策基本法が改正され、誰もが「生きることの包括的な

支援」としての自殺対策に関する必要な支援を受けられるよう、すべての都道府県及び市町村

が「都道府県自殺対策計画」または「市町村自殺対策計画」を策定することとされました。 

これらの視点に立って、本村の地域福祉の基本的な考え方を明らかにし、地域福祉に資する

取り組みを推進するとともに、誰も自殺に追い込まれることのない赤井川村を実現するため、

「地域福祉計画」と「自殺予防対策計画」を一体的にとりまとめ、「赤井川村地域福祉計画」を

策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、「社会福祉法」第百七条に基づく「市町村地域福祉計画」及び「自殺対策基本法」

第十三条第２項に基づく「市町村自殺対策計画」を一体的に策定したものであり、村の将来を

見据えた地域福祉のあり方や推進に向けての基本的な方向を定めるものです。 

また、上位計画となる赤井川村総合計画に盛り込まれた保健福祉関連施策について、地域福

祉の視点から具体化を図るものでもあります。  
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■社会福祉法（抄） （昭和 26年法律第 45号） 

 

■自殺対策基本法（抄） （平成 18年法律第 85号） 

 
 

３ 関連計画との関係 

本計画は、「赤井川村総合計画」を上位計画とし、赤井川村における福祉サービスの適切な利

用の推進、事業の健全な成長、地域ぐるみの支援体制の構築などを目指して策定するものです。 

また、赤井川村地域福祉計画は保健福祉分野の計画の上位計画として位置づけ、計画策定に

あたっては、関連する保健福祉分野の計画との整合性に配慮します。 

■他計画との関係（イメージ） 

  

（市町村地域福祉計画） 

第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定

める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しようとすると

きは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に

関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるととも

に、その内容を公表するよう努めるものとする。 

一 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

二 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

三 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区

域内における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計

画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案し

て、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自

殺対策計画」という。）を定めるものとする。 

赤井川村総合計画 

赤井川村地域福祉計画 

赤井川村 

障がい者計画・ 

障がい福祉計画 

赤井川村 

子ども・子育て 

支援事業計画 

赤井川村 

高齢者保健福祉計画 

後志広域連合 

介護保険事業計画 

赤井川村 

健康づくり計画 

整合 

連携・整合 連携・整合 連携・整合 連携・整合 
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４ 計画期間 

本計画の計画期間は、2019年度（令和元年度）から2023年度までの５年間とし、本計画の最

終年度である2023年度に見直しを行うこととします。 

計画の見直し後は、関連する計画（主に高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、障がい福

祉計画）との整合を図るため、地域福祉計画の計画期間を６年間とし、策定時期を同期させる

こととします。 

 

2019 
年度 

(R元年度) 

2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

2024 
年度 

2025 
年度 

2026 
年度 

2027 
年度 

2028 
年度 

2029 
年度 

           

 

５ 計画の策定体制 

計画の策定にあたっては、地域福祉の担当部門である赤井川村保健福祉課を中心として、計

画の策定を進めるとともに、計画策定の基礎資料を得ることを目的として、アンケート調査を

実施しました。 

また、村民の意見を反映させるため、福祉事業に関わる村民や有識者等を委員として選出し

て赤井川村保健福祉推進会議を設置し、地域福祉計画の内容に関して審議を行いました。 

■策定体制のイメージ 

  

赤井川村（計画決定・実行機関） 

アンケート調査 

（村民の実態、意向の調査） 
赤井川村保健福祉推進会議 

（審議等機関） 

保健福祉課 
介護保険課 
教育委員会 

（事務局機能） 

庁内関連部署 

調整・連携 

運営事務 意見反映 

意見 

反映 

審議 

依頼 

赤井川村地域福祉計画 
《2019～2023年度（５年間）》 

見直し 
第２期赤井川村地域福祉計画 
《2024～2029年度（６年間）》 
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６ 地域福祉の推進に向けて 

（１）地域福祉とは 

従来、「福祉」というと、高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉など、対象者ごとに分かれ

た「行政によるサービスの提供」や「一部の困っている人に対する支援」を思い浮かべるこ

とが一般的でした。しかしながら、福祉サービスのような支援を必要とするのは分野で分け

られた特定の人だけではありません。地域に暮らす誰もが、日頃の生活の中で何らかの問題

を抱え、簡単な手助けを必要とするときがあります。 

地域福祉とは、誰もが住み慣れた地域で、安心して自立した生活が送れるような社会を実

現するための取り組みのことです。近年の社会情勢をみると、少子高齢化の進行や家族形態

の変化、地域社会の変容などにより、私たちを取り巻く環境は大きく変化し、福祉に対する

ニーズが多様化・複雑化しています。その結果、一人ひとりの福祉ニーズに対応し、誰もが

幸せな生活を実現していくためには、公的なサービスだけでなく、地域で互いに助け合い、

支え合うことが必要となっています。 

支援を必要とするあらゆる村民に対して、助け合い、支え合いができている地域を目指し、

より適切な支援やサービスを提供するための仕組みの構築と、村民・団体、事業者、社会福

祉協議会等が連携していくため、地域福祉のより一層の推進が今こそ必要です。 
 

（２）地域福祉を進めるための「自助」「互助」「共助」「公助」の視点 

赤井川村地域福祉計画では、地域での支え合いや助け合いによる福祉に関する取り組みを

示すことになります。具体的には、村民一人ひとりの役割や隣近所などの身近なつながりで

助け合うこと、地域の組織や団体が取り組むこと、社会福祉協議会が取り組むこと、役場な

どの行政機関が取り組むことなど、地域社会を構成するそれぞれの立場での役割分担につい

て描くことになります。このことは、「自助」「互助」「共助」「公助」の視点で整理すること

ができます。 

人々が生活を営んでいる地域社会が、そこに住むすべての人たちにとって住みやすいとこ

ろとなるためには、公的な制度による福祉サービスが整備される（公助）だけでなく、家族

を含めた自らの行動（自助）や、隣近所の住民同士などの身近な人間関係の中で、組織化さ

れていなくても、お互いさまの気持ちで支え合い、助け合うこと（互助）も大切になります。 

同時に、地域住民や地域活動・地域福祉活動を行う人たちや福祉サービス事業者などが地

域において組織をつくり、それぞれが役割を担った活動（共助）は、家族機能の弱体化や近

隣住民同士の関係性の希薄化などが指摘される中、その重要度がますます高まっています。  
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■地域福祉の向上に向けた４つの助け 

自助 

個人や家族による支え合い・助け合い。 

（個人や最も身近な家族が解決にあたる） 

 

 

 

共助 

 

 

 

地域で暮らす人たちや地域活動・地域福祉活動を行う人たち、地域の施設・

事業所などが組織化し、協働していくことによる支え合い・助け合い。 

（「地域ぐるみ」で福祉活動に参画し、地域社会全体で支え合い、助け合う） 

公助 

保健・福祉・医療その他の関連する施策に基づき、行政機関が公的な福祉

サービスを提供することや地域における福祉活動を支援することによる支

え。 

（行政でなければできないことは、行政が適切に対応する） 

 

（３）「地域共生社会」の実現に向けて 

これからの総合的な福祉施策を考えるうえで、地域全体で支える力を再構築することが求

められると同時に、支援のあり方としても対象者の状況に応じて分野を問わず包括的に相

談・支援を行う新しい福祉のむらづくりを目指す必要性が高まっています。 

平成29年６月に公布された「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を

改正する法律(平成29年法律第52号)」により、社会福祉法の一部改正が行われました。 

厚生労働省では、“「我が事・丸ごと」地域共生社会本部”を設置し、「地域共生社会」の実

現を今後の福祉改革を貫く基本コンセプトに位置づけるとともに、平成29年の介護保険法の

法改正、平成30年度（2018年度）・令和３年度（2021年度）の介護・障がい福祉の報酬改定等

を経て、部局横断的に幅広く検討を行うとしています。 

 

  

◆地域共生社会とは 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民

や地域の多様な主体が、『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超

えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創

っていく社会。 

互助 

身近な人間関係の中での組織化を前提としない、お互いさまの気持

ちによる支え合い・助け合い。 

（隣近所の友人や知人、別居する家族が、お互いに支え合い、助け

合う） 
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７ 自殺予防に関する国の動き 

（１）自殺対策の基本認識 

自殺対策基本法の施行から10年が経過し、我が国の自殺対策は大きく前進したものの、非

常事態はいまだ続いており、我が国の自殺問題は決して楽観できない状況にあります。この

ような認識の下、2016年（平成28年）３月、自殺対策を、地域レベルの実践的な取り組みに

よる生きることの包括的な支援としてその拡充を図り、さらに総合的かつ効果的に推進する

ため、自殺対策基本法が改正されました。 

国が進める自殺対策の指針となる自殺総合対策大綱では、「誰も自殺に追い込まれることの

ない社会の実現を目指す」を自殺対策の基本理念とし、自殺の現状と自殺総合対策における

基本認識を下記のとおり示しています。 

 

基本認識１：自殺は、その多くが追い込まれた末の死である 

自殺は、自ら命を絶つ瞬間的な行為だけでなく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い

込まれるプロセスとしてとらえる必要があります。 

様々な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択肢が考えられなかったり、

社会とのつながりの減少や役割の喪失感から、または過剰な負担感から、危機的な状態に

追い込まれてしまう過程とみることができます。このように、個人の意思や選択の結果で

はなく、「自殺はその多くが追い込まれた末の死」ということができます。 
 

基本認識２：年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている 

自殺死亡率は着実に低下してきており、また、高齢者の自殺死亡率の低下も顕著です。

しかし、若年層では、20歳未満は自殺死亡率が横ばいであることに加え、20歳代や30歳代

の死因の第１位が自殺であり、その減少率も低く、主要先進７カ国の中では我が国の自殺

死亡率が最も高く、依然２万人を超えています。かけがえのない多くの命が日々、自殺に

追い込まれています。 
 

基本認識３：地域レベルの実践的な取り組みを、ＰＤＣＡサイクルを通じて推進する 

自殺対策基本法では、その目的として「国民が健康で生きがいをもって暮らすことので

きる社会の実現に寄与すること」がうたわれています。つまり、自殺対策を社会づくり、

地域づくりとして推進することとされています。 

自殺総合対策は、国と地方公共団体等が連携し、関連施策（生活困窮者自立支援制度、

働き方改革等）との有機的な連携を強化して総合的に取り組み、ＰＤＣＡサイクルを通し

て常に進化させながら推進していく取り組みです。  
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（２）自殺総合対策における当面の重点施策 

「自殺総合対策の基本的考え方」を踏まえ、当面、特に集中的に取り組まなければならな

い施策として、基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自殺を巡る現状を踏ま

えてさらなる取り組みが求められる施策等に沿って、以下の重点施策が設定されました。 

 

 
 

重点施策における、「１．地域レベルの実践的な取り組みへの支援を強化する」の中では、

地域自殺対策の政策パッケージや地域自殺対策計画の策定ガイドラインの作成が進められて

おり、これらに沿って市町村自殺対策計画を策定することになっています。  

◆自殺総合対策における当面の重点施策 

１．地域レベルの実践的な取り組みへの支援を強化する 

２．国民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する 

４．自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る 

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する 

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする 

７．社会全体の自殺リスクを低下させる 

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 

９．遺された人への支援を充実する 

10．民間団体との連携を強化する 

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する 

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する 
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第２章 地域を取り巻く状況 

１ 赤井川村の現状 

（１）総人口 

国勢調査に基づく本村の総人口は、1995年（平成７年）の1,552人から減少が続いており、

2015年（平成27年）には1,121人となっています。年齢３区分別でみると、年少人口及び生産

年齢人口が減少しており、2015年（平成27年）の高齢化率は32.5％となっています。 

■年齢３区分別人口の推移 

 
 

■年齢３区分別人口割合の推移 

  

251 222 226 184 159 170 139

1,012 1,007 1,043 1,017
815 746

618

197 241
283 311

336 346

364
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1,552 1,512
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1,121
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年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

（人）
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（２）世帯数 

総世帯数は1995年（平成７年）の743世帯から減少が続いており、2015年（平成27年）には

534世帯となっています。総人口と総世帯数から求められる世帯あたり人員は1995年（平成７

年）から概ね横ばいに推移しています。世帯の内訳では、高齢者世帯の割合が高くなってお

り、その中でもひとり暮らし高齢者の世帯割合は2000年（平成12年）以降上昇しています。 

■総人口と世帯数の推移 

 
 

■高齢者世帯の推移 

 
 

■世帯類型別高齢者世帯の推移 

 
[出典]国勢調査  
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（３）子ども・子育て 

本村の出生数は2013年（平成25年）から増加傾向がみられましたが、2017年（平成29年）

は３人の出生にとどまりました。保育所への入園児数は2016年（平成28年）から横ばいに推

移しています。 

女性の年齢階級別就業率をみると、本村は20歳～69歳で全国及び北海道の就業率を大きく

上回っており、特に20～29歳と40～44歳の就業率が極めて高くなっています。 

■出生数の推移             ■保育所入園児数の推移 

   

[出典]赤井川村             [出典]赤井川村（2018年４月１日現在） 

 

■女性の年齢階級別就業率 

 

[出典]国勢調査（2015年） 
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（４）要支援・要介護認定者数 

2013年度（平成25年度）以降、要介護認定者数は微増傾向にありましたが、2018年度（平

成30年度）は79人で減少に転じている状況です。 

要介護度別の認定者数は概ね横ばいに推移していますが、要介護２は増加しています。 

■介護度別要介護認定者数の推移 

 
[出典]赤井川村 

 

（５）障がいのある方 

障害者手帳所持者数は2017年（平成29年）までは増加傾向にありましたが、2018年（平成

30年）は減少に転じ、68人となっています。 

全体の約９割を占める身体障がい者数を障がい種類別でみると、「肢体不自由」が６割超を

占め、「内部障がい」が３割弱となっています。 

■障害者手帳所持者数の推移        ■身体障がい者数の推移（障がい種類別） 

  

[出典]赤井川村（各年４月１日現在）  
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（６）各地域（字別）の状況 

地域（字）別に人口等の状況をみると、「落合」「常盤」を除く各地区で高齢化が進んでお

り、特に「旭丘」「富田」「曲川」は高齢化率が40％以上と高くなっています。キロロリゾー

トが立地する「常盤」は生産年齢人口の割合が極めて高く、外国人登録者数が多い状況にあ

ります。 

■各地区（字）の人口等 

 

赤井川 旭丘 池田 落合 常磐 

人・戸 ％ 人・戸 ％ 人・戸 ％ 人・戸 ％   

住民基本台帳人口（人） 619  33  72  51  203  

 
年少人口 72 11.6 4 12.1 9 12.5 4 7.8 4 2.0 

 
生産年齢人口 332 53.6 14 42.4 39 54.2 37 72.5 197 97.0 

 
高齢者人口 215 34.7 15 45.5 24 33.3 10 19.6 2 1.0 

世帯数（戸） 321  19  32  33  195  

高齢者世帯（戸） 151 47.0 11 57.9 17 53.1 6 18.2 2 1.0 

 高齢者独居世帯 68 21.2 6 31.6 5 15.6 2 6.1 1 0.5 

 高齢者夫婦世帯 53 16.5 3 15.8 4 12.5 2 6.1 1 0.5 

 その他高齢者のいる世帯 30 9.3 2 10.5 8 25.0 2 6.1 0 0.0 

要介護認定者数 47 21.9 2 13.3 4 16.7 0 0.0 0 0.0 

障
が
い
の
あ

る
方 

身体障がいのある方 40 6.5 2 6.1 2 2.8 1 2.0 0 0.0 

知的障がいのある方 5 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

精神障がいのある方 2 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

園
児
・
児
童
・ 

生
徒
数 

中学生 13 18.1 0 0.0 1 11.1 1 25.0 0 0.0 

小学生 38 52.8 2 50.0 4 44.4 3 75.0 0 0.0 

保育所通所児童 20 27.8 2 50.0 4 44.4 0 0.0 3 75.0 

その他の児童 1 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 25.0 

外国人登録者数 8 1.3 0 0.0 1 1.4 6 11.8 154 75.9 
 

 

富田 日ノ出 曲川 都 村全体 
人・戸 ％ 人・戸 ％ 人・戸 ％ 人・戸 ％   

住民基本台帳人口（人） 12  58  35  181  1,264  

 
年少人口 2 16.7 9 15.5 3 8.6 27 14.9 134 10.6 

 
生産年齢人口 5 41.7 28 48.3 18 51.4 97 53.6 767 60.7 

 
高齢者人口 5 41.7 21 36.2 14 40.0 57 31.5 363 28.7 

世帯数（戸） 6  26  18  88  738  

高齢者世帯（戸） 4 66.7 19 73.1 10 55.6 40 45.5 260 35.2 

 高齢者独居世帯 2 33.3 9 34.6 4 22.2 17 19.3 114 15.4 

 高齢者夫婦世帯 0 0.0 4 15.4 4 22.2 12 13.6 83 11.2 

 その他高齢者のいる世帯 2 33.3 6 23.1 2 11.1 11 12.5 63 8.5 

要介護認定者数 4 80.0 0 0.0 10 71.4 10 17.5 77 21.2 
障
が
い
の
あ

る
方 

身体障がいのある方 0 0.0 3 5.2 5 14.3 10 5.5 63 5.0 

知的障がいのある方 0 0.0 0 0.0 1 2.9 0 0.0 6 0.5 

精神障がいのある方 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 3 0.2 

園
児
・
児
童
・ 

生
徒
数 

中学生 0 0.0 5 55.6 0 0.0 6 22.2 26 19.4 

小学生 1 50.0 2 22.2 1 33.3 13 48.1 64 47.8 

保育所通所児童 1 50.0 2 22.2 1 33.3 6 22.2 39 29.1 

その他の児童 0 0.0 0 0.0 1 33.3 2 7.4 5 3.7 

外国人登録者数 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.6 171 13.5 

[出典]赤井川村（2018年４月１日現在）  
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（７）地域福祉の担い手の状況 

老人クラブ会員数は2014年（平成26年）から微増に転じており、2018年（平成30年）は42

人となっています。 

地域福祉を支える民生委員・児童委員、保健推進員及び食生活改善推進員は概ね横ばいに

推移しています。構成員の交代が少なく、構成員の高齢化が課題となっています。 

■老人クラブ数及び老人クラブ会員数の推移 

 
[出典]赤井川村（各年４月１日現在） 

 

■民生委員・児童委員数、保健推進員数、食生活改善推進員数の推移 

 
[出典]赤井川村（各年４月１日現在） 

  

1 1 1 1 1 1

40 37
39

41 41 42

0

10

20

30

40

50

0

1

2

2013年

(平成25年)

2014年

(平成26年)

2015年

(平成27年)

2016年

(平成28年)

2017年

(平成29年)

2018年

(平成30年)

老人クラブ（団体） 老人クラブ会員（人）

（団体） 老人クラブ会員数（人）

8 8 8 8 8 7

64

47 45 41 43 45

15 15 15 15 15 14

0

10

20

30

40

50

60

70

2013年

(平成25年)

2014年

(平成26年)

2015年

(平成27年)

2016年

(平成28年)

2017年

(平成29年)

2018年

(平成30年)

民生委員・児童委員 保健推進員 食生活改善推進員

（人）



Ⅱ 地域福祉計画 

22 

（８）自殺の状況 

全国の自殺者数の推移は、2003年（平成15年）の34,427人をピークに減少傾向が続いてお

り、2017年（平成29年）には21,321人となっていますが、いまだに２万人を超えている状況

です。 

後志医療圏域（後志総合振興局管内）における自殺者数は概ね減少しており、2017年（平

成29年）は38人となっています。また、後志医療圏域の自殺率（人口10万対）は、全国とほ

ぼ同じ水準で推移しています。 

■全国の自殺者数の推移 

 

[出典]警視庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成 

 

■後志医療圏域の自殺者数及び自殺率（人口 10万対）の推移 

 
[出典]自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2018）」 
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２ 村民アンケート調査結果 

（１）アンケート調査の概要 

調査対象 赤井川村に在住する18歳以上の男女 

抽出方法 全数調査（一部の外国人登録者数を除く） 

調査期間 平成30年６月～７月 

調査方法 郵送による調査票の配布・回収 

回収率 33.1％（配布数925票、回収数306票） 

 

（２）アンケート調査結果の概要 

①近所付き合いについての考え方 

全体では、「近所であいさつをしたり、協力することは当然だと思う」が45.1％で最も多

く、次いで「助け合って暮らしていくことが大切だと思う」（39.2％）と続いています。一

方で、「あいさつ程度はするが、あまり深く関わりたくない」と考えている方も12.7％存在

しています。 

年齢別でみると、18～29歳、70歳以上は「助け合って暮らしていくことが大切だと思う」

が50％以上を占めていますが、その他の年代は30％前後と少なくなっています。 

居住地区別でみると、本村地区は「あいさつ程度はするが、あまり深く関わりたくない」

が他の地区よりも多い状況です。 
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0.0

2.6

0.0

8.6

0.0

0.0
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40～49歳(n=42)
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60～69歳(n=42)

70歳以上(n=105)

本村地区(n=211)

曲川・都地区(n=62)

落合・常盤地区(n=22)

助け合って暮らしていくことが大切だと思う 近所であいさつをしたり、協力することは当然だと思う

あいさつ程度はするが、あまり深く関わりたくない 近所付き合いはわずらわしいのであまりしたくない
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別

年
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②地域活動を活発にしていくために必要なこと 

地域活動を活発にしていくために必要なことは、「地域活動についての情報提供を積極的

に行う」が34.0％で最も多く、次いで「地域活動に関する相談や拠点となる場所をつくる」

（26.5％）、「家計に負担がかからないように交通費などの実費を補助する」（24.2％）と

続いています。 

 

 

③地域で協力して行った方がいいと思うこと 

「ひとり暮らし高齢者の見守り活動」が50.0％で最も多く、次いで「災害時の避難・救助

や防災対策」（47.7％）、「健康づくり活動や介護予防の活動」（45.4％）と続いています。 

  

34.0

26.5

24.2

21.9

20.6

19.0

16.3

3.6

6.9

0% 10% 20% 30% 40%

地域活動についての情報提供を積極的に行う

地域活動に関する相談や拠点となる場所をつくる

家計に負担がかからないように交通費などの実費を補助する

学校教育の一環として地域活動を積極的に行う

地域での子どもの活動を積極的に行う

研修や講習を開催し、人材を養成する

わからない

その他

無回答 (n= 306)

50.0

47.7

45.4

32.4

31.0

26.5

26.1

23.2

18.6

9.2

8.2

1.6

5.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ひとり暮らし高齢者の見守り活動

災害時の避難・救助や防災対策

健康づくり活動や介護予防の活動

地域の防犯活動

文化・教養・スポーツなどの生涯学習活動や生きがいづくり活動

高齢者世帯の生活支援

景観・自然保護活動・美化活動や環境保全の活動

世代間の交流活動

子育ての相談や預かりなど子育て支援

障がい者（児）への支援

青少年の健全育成

その他

無回答 (n= 306)
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④災害などの緊急時に避難できないと思う理由 

緊急時に避難できないと思う理由は、「避難場所がわからない」が44.9％で最も多く、次

いで「介助が必要」（36.7％）、「パニックになりどうしたらいいかわからなくなりそう」

（28.6％）が続いています。 

 

 

⑤地域における災害時の備えとして重要なこと 

「日頃からのあいさつ、声かけや付き合い」が48.4％で最も多く、次いで「地域における

災害時に支援が必要な人の把握」（38.2％）、「危険箇所の把握」（30.4％）と続いていま

す。 

 

  

44.9
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28.6

18.4

16.3

10.2

10.2

6.1

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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無回答

(n= 49)
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日頃からのあいさつ、声かけや付き合い
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支援が必要な人に対する情報伝達体制の構築

災害対策の学習会

地域における援助体制の構築

災害ボランティアの育成

その他

無回答

(n= 306)
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⑥地域福祉への関心度 

全体では、「とても関心がある」（12.1％）、「ある程度関心がある」（52.6％）の合計

64.7％は関心があると回答しています。 

男女別でみても大きな差異はありませんが、「とても関心がある」「ある程度関心がある」

の合計を年齢別でみると、概ね年齢が高くなるにつれて関心のある方が多くなっており、60

～69歳は83.3％と多くなっています。 

居住地区別でみると、落合・常盤地区は「福祉について考えたことがない」と回答してい

る方が13.6％で他の地区に比べて多くなっています。 
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⑦地域福祉の充実のために村が積極的に取り組むべきこと 

「高齢者や障がい者等になっても、在宅生活が続けられるサービスの充実」（44.4％）、

「住民がともに支えあう仕組みづくりへの支援（住民同士や行政との協力・連絡など、助け

合う組織）」（43.1％）がほぼ同率で、他の項目を引き離しています。 

次いで「健康診断・がん検診などの保健医療サービスの充実」（20.9％）、「ボランティ

アなどの地域活動参加の促進や支援」（19.3％）と続いています。 
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43.1

20.9

19.3

19.0

18.3

15.0

12.1

8.2

7.8

6.2

3.3

2.3

6.5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

高齢者や障がい者等になっても、在宅生活が続けられる

サービスの充実

住民がともに支えあう仕組みづくりへの支援

（住民同士や行政との協力・連絡など、助け合う組織）

健康診断・がん検診などの保健医療サービスの充実

ボランティアなどの地域活動参加の促進や支援

身近なところでの相談窓口の充実

高齢者、障がい者、児童の福祉施設の整備

保健福祉に関する情報提供や案内の充実

福祉教育の充実や村民の福祉意識を高める工夫

公共施設等のバリアフリー化の推進

悪徳商法などから高齢者・障がい者の

財産や権利を守る取り組み

健康増進・維持のための相談や講座等の充実

その他

福祉施設や事業者の特徴や質を（客観的に）

評価する仕組みの充実

無回答 (n= 306)
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⑧自殺は自分自身に関わる問題だと思うか 

全体では、「そう思う」（18.6％）、「どちらかといえばそう思う」（17.6％）の合計36.2％

の人は自殺のことを自分自身に関わる問題だと考えています。 

年齢別に「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の合計をみると、30～39歳が44.7％、

60～69歳が42.8％、70歳以上が41.0％と多くなっています。 

 
 

⑨悩みなどを誰かに相談したり、助けを求めることにためらいを感じるか 

全体では、「ためらいを感じる」（13.7％）、「どちらかといえばためらいを感じる」

（32.0％）の合計45.7％が多少なりともためらいを感じている状況です。 

男女別では、男性と比べて女性の方が「ためらいを感じる」が多く、年齢別では60～69

歳が「ためらいを感じる」が多くなっています。 

 

  

18.6

19.7

17.4

9.5

15.8

7.1

8.6

23.8

28.6

17.6

19.7

16.1

19.0

28.9

19.0

14.3

19.0

12.4

16.3

18.9

15.5

9.5

18.4

14.3

25.7

16.7

13.3

22.5

21.2

24.5

42.9

18.4

28.6

34.3

14.3

18.1

19.0

16.7

20.0

19.0

18.4

31.0

14.3

21.4

17.1

5.9

3.8

6.5

0.0

0.0

0.0

2.9

4.8

10.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=306)

男性(n=132)

女性(n=155)

18～29歳(n=21)

30～39歳(n=38)

40～49歳(n=42)

50～59歳(n=35)

60～69歳(n=42)

70歳以上(n=105)

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない そう思わない どちらともいえない 無回答

性

別

年

齢

13.7

10.6

16.8

9.5

10.5

11.9

2.9

28.6

13.3

32.0

35.6

27.7

14.3

34.2

40.5

31.4

23.8

32.4

18.3

14.4

20.6

23.8

18.4

16.7

14.3

23.8

18.1

17.6

18.2

19.4

42.9

21.1

19.0

22.9

11.9

14.3

13.1

17.4

10.3

9.5

15.8

11.9

25.7

9.5

11.4

5.2

3.8

5.2

0.0

0.0

0.0

2.9

2.4

10.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=306)

男性(n=132)

女性(n=155)

18～29歳(n=21)

30～39歳(n=38)

40～49歳(n=42)

50～59歳(n=35)

60～69歳(n=42)

70歳以上(n=105)

ためらいを感じる どちらかといえばためらいを感じる どちらかといえばためらいを感じない

ためらいを感じない わからない 無回答

性

別

年

齢
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⑩今後求められる自殺対策 

「様々な悩みに対応した相談窓口の設置」が31.4％で最も多く、次いで「地域やコミュニ

ティを通じた見守り・支え合い」（30.7％）、「職場におけるメンタルヘルス対策の推進」

（26.1％）と続いています。 

 

  

31.4

30.7

26.1

21.2

17.6

16.7

15.0

9.5

7.8

5.9

4.6

3.6

3.6

2.9

14.1

0% 10% 20% 30% 40%

様々な悩みに対応した相談窓口の設置

地域やコミュニティを通じた見守り・支え合い

職場におけるメンタルヘルス対策の推進

様々な分野におけるゲートキーパーの養成

子どもの自殺予防

自殺の実態を明らかにする調査・分析

適切な精神科医療体制の整備

自殺予防に関する広報・啓発

インターネットにおける自殺関連情報の対策

自殺した人の遺族等に対する支援

自殺対策に関わる民間団体の支援

自殺未遂者の支援

その他

危険な場所、薬品等の規制等

無回答 (n= 306)
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３ 福祉関連団体アンケート調査結果 

（１）アンケート調査の概要 

調査対象 

赤井川村内の福祉関連団体・事業所（８団体） 
（赤井川村社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、赤井川村日赤
奉仕団、地域包括支援センター、赤井川村訪問介護事業所、赤井川村
デイサービスセンター、老人クラブ悠楽会、保健推進員協議会） 

調査期間 平成30年９月～10月 

調査方法 郵送による調査票の配布・回収 

回収率 100.0％（配布数８票、回収数８票） 

 

（２）アンケート調査結果の概要 

①福祉に関する地域の問題点（抜粋） 

福祉に関する地域の問題点は、「世代間の交流が少ない」が６団体で最も多く、次いで「家

事等日常生活に支援が必要な人が多い」（５団体）と続いています。 

 

  

6

5

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

0団体 2団体 4団体 6団体 8団体

世代間の交流が少ない

家事等日常生活に支援が必要な人が多い

災害への意識が低い・備えが不足している

単身高齢者が多い

気軽に相談できる場所・人がいない

地域の行事への参加者が少ない

老老介護世帯が多い

障がい者に対する理解が不足している

経済的に困窮している人が多い

その他

地域で孤立している人が多い

隣近所との交流が少ない (n= 8)
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②運営上の課題（抜粋） 

団体を運営するうえで困っていることや課題は、「新しい構成員の加入が進まない」が３

団体で最も多く、次いで「地域活動に参加者する構成員が固定化している」、「専門知識を

持っている人材が不足している」、「その他」（ともに２団体）と続いています。 

 
 

③支援の質を向上させるために必要な村からの支援 

支援の質を向上させるために必要な支援は、「行政との情報共有」と「地域福祉に対する

村民理解を得るための周知、啓発」がそれぞれ３団体で最も多くなっています。 

 

④地域活動を活発にするために必要なこと 

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0団体 1団体 2団体 3団体 4団体

新しい構成員の加入が進まない

地域活動に参加する構成員が固定化している

専門知識を持っている人材が不足している

その他

構成員の高齢化

仕事を持っている構成員が活動に参加しづらい

リーダー（後継者）が育たない

活動を行う人手が足りない

参加者を募るための情報を発信する場や機会が乏しい

メンバーのモチベーションが維持できない

活動資金が足りない

組織運営上の事務作業が大変である

活動の場所（拠点）の確保が難しい

無回答 (n= 8)

3

3

2

2

2

1

1

1

0

0団体 1団体 2団体 3団体 4団体

行政との情報共有

地域福祉に対する村民理解を得るための周知、啓発

必要な人材の斡旋

職員の研修、職業訓練への支援

事業運営に必要な情報提供

財政面での支援

事業振興のための支援

その他

無回答 (n= 8)
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地域活動を活発にしていくために必要なことは、「地域活動についての情報提供を積極的

に行う」が６団体で最も多く、次いで「経済的負担がかからないように交通費などの実費を

補助する」と「地域活動に関する相談や拠点となる場所を提供する」（ともに４団体）と続

いています。 

 

 

⑤今後、村が積極的に取り組むべきこと（抜粋） 

今後、地域福祉の充実のために村が積極的に取り組むべきことは、「高齢者や障がい者等

になっても、在宅生活が続けられるサービスの充実」が７団体で最も多く、次いで「住民が

ともに支えあう仕組みづくりへの支援（住民同士や行政との協力・連絡など、助け合う組織）」

（４団体）と続いています。 

 

  

6

4

4

3

2

1

1

0

0団体 2団体 4団体 6団体 8団体

地域活動についての情報提供を積極的に行う

経済的負担がかからないように交通費などの
実費を補助する

地域活動に関する相談や拠点となる場所を
提供する

研修や講習を開催し、人材を養成する

その他

学校教育の一環として地域活動を活発に行う

地域での子どもの活動を活発に行う

わからない (n= 8)

7

4

2

2

2

1

1

1

1

1

0団体 2団体 4団体 6団体 8団体

高齢者や障がい者等になっても、在宅生活が続けられるサー
ビスの充実

住民がともに支えあう仕組みづくりへの支援
（住民同士や行政との協力・連絡など、助け合う組織）

ボランティアなどの地域活動参加の促進や支援

福祉教育の充実や村民の福祉意識を高める工夫

その他

身近なところでの相談窓口の充実

健康増進・維持のための相談や講座等の充実

健康診断・がん検診などの保健医療サービスの充実

福祉施設や事業者の特徴や質を（客観的に）評価する
仕組みの充実

公共施設等のバリアフリー化の推進 (n= 8)
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４ 地域福祉の推進に向けての課題 

（１）少子高齢化の進展 

本村の総人口は減少を続けており、年齢３区分別の人口構成をみても15歳未満の年少人口

だけでなく、15～64歳の生産年齢人口も減少しています。 

また、世帯においても高齢者のいる世帯は総世帯数の４割を超えているとともに、高齢者

のひとり暮らし世帯の割合が増加しています。 

今後は、健康の維持増進に向けた取り組みを充実させ、若年者は高齢になっても健康を維

持していけるよう、また、高齢者はできるだけ要介護（支援）状態にならないようにしてい

くことが大切です。 

 

（２）介護・福祉人材の確保 

介護・福祉人材は、地域包括ケアシステムの構築、特に要介護高齢者の生活支援や増大す

る介護サービスへの対応に不可欠な社会基盤です。しかしながら、賃金水準が低調であるこ

とや、業務の過酷さなどの要因により人材の確保が難しい事態となっています。 

本村においても介護・福祉人材は慢性的に不足している状況にあり、深刻な課題となって

います。 
 

（３）地域福祉を推進する連携の体制づくり 

福祉サービスを提供するうえでは、行政によるサービスのみできめ細やかに対応すること

が難しくなっていることから、公的なサービスのみならず、地域住民同士の助け合いを促進

していく必要があります。 

アンケート調査結果によると、今後地域福祉を充実させるためには、行政による積極的な

情報提供や地域活動に関する相談や拠点となる場所づくりが求められています。今後は地域

福祉への村民の関心を高めるとともに、地域における助け合いを促進するための場づくりや

情報提供を行っていくことが重要です。  
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

本村では、高齢化の進行とともに、世帯の小規模化や高齢者のみの世帯の増加が確実に進ん

でいます。また、社会経済状況の大きな変動の中、個人の価値観やライフスタイルの多様化も

進んでいます。 

家族や地域における「つながり」が薄れつつある現在、高齢者や子どもたち、障がいのある

人たち等、地域に暮らす人々が、地域を構成するかけがえのない一人として生活していくため

には、すべての住民が住み慣れた家庭や地域において、お互いを思いやる心をもち、ともに助

け合うことが大切です。そして、特定の人が特定の人を「支える」一方向の関係ではなく、「支

え合う」双方向の関係を築き、その関係性を深めていくことが重要です。 

第４期赤井川村総合計画「わたしの赤井川2025プラン」では、保健・医療・福祉分野の基本

目標として「健やかで安心して暮らせるあかいがわ」を掲げて施策を推進しています。 

本計画においてもこの基本目標を念頭に置き、地域における人と人とのつながりやお互いの

関係性を深めていくための仕組みをつくることを目指します。そして、その過程を通じて、地

域福祉の充実を図っていくという思いを集約し、次の基本理念を掲げ、その実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念 

地域と人のつながりを深め 

安心して暮らせるむら 
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２ 基本目標 

基本理念の実現に向けた本計画の基本目標として、以下の４つの柱を設定します。 

 

（１）地域を支える人づくり 

私たちの赤井川村で安心して幸せに楽しく生活していくのに必要なのは、地域福祉を支え

る様々な「人の力」です。 

本村はすでに高齢化率が40％を超える地域が出てきており、今後は村民の約半数が65歳以

上となることも予想されます。そうした中、地域の担い手不足が今後深刻化していくことか

ら、地域住民がボランティア活動や地域活動に参加できるような動機づけや方策などを検討

します。 

 

（２）保健福祉を支える仕組みづくり 

村民が気軽に相談できる相談体制の拡充、相談機能の強化を図るとともに、関係機関と連

携し、利用者が必要とするサービスに容易にアクセスできるようわかりやすい情報提供に努

めます。 

また、障がいのある方や高齢者などのすべての人の様々な生活ニーズに対応し、住み慣れ

た地域で継続して生活できるよう、包括的な支援の体制整備を図ります。 

そのため、支援を行う事業の充実、保健・医療・福祉の関係機関の連携体制を強化すると

ともに、サービス提供事業者や介護支援専門員相互の連携を支援します。 

 

（３）安心・安全な地域づくり 

すべての村民が住み慣れた地域で安全に安心して暮らせるように、災害発生時において支

援を要する高齢者、障がいのある方、乳幼児等いわゆる要配慮者への支援を含めた地域での

防災体制の整備拡充に努めます。 

また、近年増加している特殊詐欺等の犯罪や、バリアフリー化等の施設整備などにも取り

組みます。 

 

（４）いのちを支える環境づくり（自殺対策計画） 

自殺を予防するためには、「健康問題」、「経済生活問題」、「家庭問題」等様々な分野に対す

る取り組みが必要です。また、本人だけでなく、家庭、学校、職場、地域コミュニティ、民

間団体等が連携して地域全体で取り組んでいくことも重要です。 

村民一人ひとりがかけがえのない命の大切さを考え、ともに支え合う環境づくりを目指す

ため、自殺対策を総合的に推進するための施策に取り組みます。 
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３ 施策の体系 

 

地域と人のつながりを深め 安心して暮らせるむら 

    

基本目標   施策と主な事業 
    

１ 地域を支える人づくり 
  

（１）地域福祉の土壌づくり 
  

     

   
（２）支え合いの仕組みづくり 

   

     

   
（３）地域活動の促進 

   

     

２ 保健福祉を支える仕組みづくり 
  

（１）情報提供と相談支援体制の充実 
  

     

   
（２）健康づくり・介護予防の推進 

   

     

   
（３）サービス提供体制の充実 

   

     

３ 安心・安全な地域づくり 
  

（１）防災・防犯対策の推進 
  

     

   
（２）権利擁護の推進 

   

     

   
（３）快適な生活環境の整備 

   

     

４ いのちを支える環境づくり 
（自殺対策計画） 

  
（１）住民への周知と啓発 

  

     

   
（２）自殺対策を支える人材の育成 

   

     

   
（３）地域におけるネットワークの強化 

   

     

   
（４）生きることの促進要因への支援 

   

     

   
（５）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

   

  



Ⅱ 地域福祉計画 

37 

第４章 施策の展開 

１ 地域を支える人づくり 

近年は一億総活躍社会づくりが進められる中、福祉の分野においても、「支えて側」と「受け

て側」に分かれるのではなく、地域の住民が役割をもち、支え合いながら自分らしく活躍でき

る地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことので

きる「地域共生社会」の実現が求められています。 
 

■アンケート調査より 

 

 

■施策体系 

地域を支える人づくり 
  

（１）地域福祉の土壌づくり   
     
   

（２）支え合いの仕組みづくり    
     
   

（３）地域活動の促進    

  

○近所付き合いの考え方として、「近所であいさつをしたり、協力することは当然だと

思う」は 45.1％、「助け合って暮らしていくことが大切だと思う」も 39.2％となって

おり、村民には地域福祉に関する素地が十分にあると考えられます。 

○また、「福祉課題については、行政も住民も協力し合い、ともに取り組むべきである」

と回答した人が 54.9％を占めており、地域福祉の考え方は村民に浸透してきていま

す。 

○一方、地域活動には「機会があれば参加したい」が 68.0％となっており、参加機会

をいかにつくっていくかが課題となっています。 

○地域で協力して行った方がいいと思うことは「ひとり暮らし高齢者の見守り活動」が

50.0％で、地域での見守り活動を進めるための仕組みづくりが必要です。 
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（１）地域福祉の土壌づくり 

多くの村民が住み慣れた地域で、生きがいをもち、自立して暮らし続けたいと願っていま

す。地域でお互いが支え合って安心して生活していくためには、住民一人ひとりが地域の福

祉を支えているという意識をもって協力し合うことが重要です。 

また、地域に認知症の人や障がいのある人がいる場合、同じ地域に住む人がこれらの人に

ついて正しい知識をもち、お互いが理解を深めていくことが重要です。 

本村では、広報や回覧板を通じて福祉に関する情報や福祉団体の活動を周知するとともに、

社会福祉協議会だよりを通じてその活動状況の広報活動を行っています。 

しかし、地域福祉に関する考え方は浸透しつつありながらも、地域福祉への関心は高いと

はいえず、地域の人々が支え合い、交流し、活動に参画することで地域が活性化することを

広く伝え、支え合い意識の醸成を図るとともに、地域活動を担う人材の育成を進めていく必

要があります。 

 

■主な取組 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

福祉についての広報・啓発 

家庭や行政区、老人クラブをはじめとする

団体等が福祉についての理解・知識を高める

ための広報、啓発活動を支援します。 

保健福祉課 
 

介護保険課 

学校における福祉学習の推

進 

小学校は総合学習の中で高齢者・障がい者、

ボランティアなどを学ぶ時間をつくります。 

中学校は生徒会活動や部活動などを通じて

福祉ボランティア体験や高齢者との交流に取

り組みます 

教育委員会 

社会福祉協議会と連携強化 

村における福祉の中心的担い手である社会

福祉協議会と今後より一層の連携強化を図り

ます。 

保健福祉課 
 

介護保険課 

地域活動を担う人材の育成 

地域住民や地域活動団体などに対して、地

域活動を担うリーダーなどの人材育成に向け

て、活動にあたって必要となる技能を習得し

向上できるよう、様々な分野の学習や講座の

実施を検討します。 

保健福祉課 
 

介護保険課 

 

（２）支え合いの仕組みづくり 

少子高齢化の進行や核家族化・単身世帯の増加などにより、地域や家族で支え合う社会の

つながりが希薄化していることに伴い、それぞれの地域でひとり暮らしの高齢者や認知症の

高齢者など、見守りが必要な人が増加しています。 

そのような中、村内では各地区に民生委員を配置し、地区住民の困りごとや心配ごとへの

相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへのつなぎ役として活動しています。 

また、認知症高齢者の見守りを行うため、平成29年度より警察、消防、福祉事業者、民間

企業等とＳＯＳネットワーク会議を開催し、協議を重ね、平成30年８月から「赤井川村ＳＯ

Ｓネットワークシステム」の運用を開始しました。 
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子どもが駆け込むことができる「子ども110番の家」は村内に78軒設置されており、生活指

導推進連絡協議会が参加世帯のとりまとめや、ステッカーの更新作業を行っています。 

今後も、より多くの人に支援の輪に加わってもらい、きめ細かな支援体制を構築していく

ことが求められています。 

 

■主な取組 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

民生委員児童委員への支援 

村民の生活支援をするとともに、相談役と

して活動している民生委員の活動への支援を

行います。また、定期的に民生委員協議会を

開催し、情報共有、連絡調整を行います。 

保健福祉課 

ＳＯＳネットワークシステ

ムの構築 

徘徊が心配される方について事前登録を

し、村内の協力機関（警察、消防、民生委員、

区会、社会福祉協議会、交通機関、商店、金

融機関等）により見守りを行います。また、

行方不明時に捜索への協力を行います。 

介護保険課 

高齢者の見守り活動の推進 

緊急通報システムの運用を今後も継続しま

す。また、ＳＯＳネットワーク、災害時要配

慮者への支援体制を含めた、地域における総

合的な見守りシステムの構築に向けた準備と

検討を進めます。 

保健福祉課 
 

介護保険課 

子育て家庭の見守り活動の

推進 

乳幼児健診、乳幼児相談、赤ちゃん健康訪

問等を通して、子育て家庭を見守り、家庭の

サインを早期にキャッチして適切な支援に結

びつけます。 

保健福祉課 

子どもの安全対策の推進 

子どもが不審者から声を掛けられた場合な

どに駆け込むことができる「子ども110番の

家」等に取り組む生協等への支援を継続しま

す。 

保健福祉課 
 

生活指導連絡協議
会 

 

（３）地域活動の促進 

人間関係がだんだん疎遠になっている現代においても、多くの人が、人の役に立ちたい、

お互いに仲間でありたいと願っていることは、東日本大震災等におけるボランティアの活動

をみても明らかです。 

地域福祉を推進するためには、地域住民と関係機関、行政の協働が必要ですが、高齢化の

進行等により、地域福祉の担い手が固定化、高齢化する傾向にあり、新たに地域活動を担う

人材を発掘・養成していく必要があります。 

本村では、区会活動に対して助成金を交付し、地域の主体的な活動を支援しています。ま

た、保健推進員や地域包括支援センターが主体となって定期的に地域サロンを開催している

ほか、認知症カフェも不定期に開催されていますが、主に本村地区での開催となっており、

遠方からの参加者は交通手段の確保が課題となっています。 

高齢者の見守り、防災、世代間交流をはじめ、地域のセーフティーネットとして区会及び
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地域の役割は、今後さらに重要になってくると考えられます。 

今後も、多様な地域福祉のニーズに対応するために、区会や地域の活動を支援するととも

に、老人クラブやボランティア団体などの活動への支援を行います。 

 

■主な取組 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

区会活動への支援 
区会が主体となって行われる様々な活動を

支援します。 
総務課 

老人クラブの活動への支援 
老人クラブが主体となって行われる様々な

活動を支援します。 
保健福祉課 

地域における交流活動への

支援 

地域におけるサロン活動や認知症カフェを

はじめとする様々な交流活動を支援します。 

保健福祉課 
 

介護保険課 
 

地域包括 
支援センター 

認知症サポーターの養成等 

認知症について、正しく理解し、偏見を持

たず認知症の方や家族に対し温かい目で見守

るため、「認知症サポーター」を養成する講

座を開催し、各団体及び地域の協力を得なが

ら介護者の負担軽減を図ります。 

介護保険課 
 

地域包括 
支援センター 

ボランティア活動の促進 

ボランティア活動の活性化を図るため、村

民のボランティアに対する意識啓発を行うと

ともに、社協を中心として情報提供・利用の

相談窓口の整備、団体間のネットワークづく

りを促進します。 

社会福祉協議会 
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２ 保健福祉を支える仕組みづくり 

各種福祉分野の法制度の改定を背景に福祉サービスが複雑化しており、村民にとっては適切

な福祉サービスを選択し、利用することが難しくなっています。そのため、支援を必要とする

人が適切に福祉サービスを利用できるよう、情報提供や相談支援体制の充実が必要です。 

また、近年は社会環境や生活習慣の変化などにより、ストレスを抱える人や生活習慣病にか

かる人が増加しており、健康づくりに注目が集まっています。 

村では、介護予防の実施等により、高齢者の自立支援を図っていますが、困難を抱える方も

含めたすべての村民が、生涯にわたって健康に、地域で活き活きと暮らすことができるよう、

社会参加の場をさらに充実していくことが必要です。 

 

■アンケート調査より 

 
 

■施策体系 

保健福祉を支える仕組みづくり 
  

（１）情報提供と相談支援体制の充実   
     
   

（２）健康づくり・介護予防の推進    
     
   

（３）サービス提供体制の充実    

  

○地域活動を活発にしていくために必要なことは、「地域活動についての情報提供を積

極的に行う」が 34.0％で最も多く、「地域活動に関する相談や拠点となる場所をつく

る」が 26.5％で続いています。 

○地域福祉の充実のために村が積極的に取り組むべきこととして、「高齢者や障がい者

等になっても、在宅生活が続けられるサービスの充実」が 44.4％で最も多くなって

いるほか、「健康診断・がん検診などの保健医療サービスの充実」も上位回答となっ

ています。 
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（１）情報提供と相談支援体制の充実 

地域には、高齢者、障がい者、子育て中の家庭、生活困窮者など、様々な福祉サービスを

必要とする人がおり、特に、複数の問題がある人や、相談したい内容が不明確な人、虐待に

関する問題がある人、従来の対象者別の福祉サービスの狭間となる人などに対しては、相談

内容から課題を分析して適切な支援につなげていく必要があります。 

本村ではこれまで、役場の窓口、地域包括支援センター、民生委員、各種相談機関などに

おいて村民からの相談を受け付け、対応を行ってきました。さらに、生活支援コーディネー

ターを配置し、地域の実情を把握しています。 

また、多職種連携の一環として地域ケア会議を月１回程度開催し、情報交換を行っていま

す。 

今後も、これらの相談体制を維持するとともに、各機関の連携を強化し、様々な問題を解

決できる体制を充実させていく必要があります。 

 

■主な取組 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

相談窓口の充実 

地域包括支援センターでの相談や、法律相

談、人権相談、消費者相談等各種専門相談業

務の充実に努めます。 

介護保険課 
 

総務課 
 

産業課 
 

社会福祉協議会 

身近な相談体制の確保 

民生委員児童委員や各種相談員の活動をよ

り強化するために、研修や情報提供等の充実

を図り、その活動を支援します。 

保健福祉課 

総合的な相談窓口の設置 
地域における総合的な相談窓口としての機

能を提供します。 
介護保険課 

地域ケア会議の開催 

地域ケア推進会議及び地域ケア個別会議を

月１回程度開催し、地域における福祉課題の

把握や情報共有、連携に努めます。 

介護保険課 

相談機関との連携による情

報の提供 

赤井川診療所、居宅介護支援事業所、地域

包括支援センター、サービス事業所の連携に

より、情報共有及び情報提供体制の充実に努

めます。 

保健福祉課 
 

介護保険課 
 

社会福祉協議会 

 

（２）健康づくり・介護予防の推進 

現在の高齢社会においては、要介護状態にならないための健康づくりが重要です。 

健康づくりや介護予防は、地域のみんなで取り組もうとする行動が起きています。健康で

あることはすなわち、地域を支える側に立つことであり、それが生きがいとなり健康を増進

するという好循環が生まれます。 

本村では、20歳以上の村民を対象にした住民健診（特定健診を含む）を年１回実施し、同

時に胃がん、大腸がん、肺がん検診を受けることができるなど、健診・検診を受けやすい環
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境づくりに努めています。また、村民の健診に対する関心は高く、健診受診率は46～50％と

高く推移しています。 

区会においても自主的な健康づくり、体力づくり活動が行われており、健康講話や運動指

導等を通じて区会の健康づくり活動等への支援を行っています。 

また、悠楽学園大学（高齢者大学）事業を通じ、健康づくりを取り組んでおり、今後も継

続が望まれます。 

 

■主な取組 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

健康づくりの周知・啓発 

区会の健康づくり活動への支援や住民健診

後の結果説明会の開催、健康相談などを通じ

て、健康づくりの大切さを村民に周知します。 

保健福祉課 

健康づくりの場の充実 

各種スポーツ大会開催、歩こう会、春のカ

ルデラ散策など、地域の特性を活かしたスポ

ーツの充実を図ります。また、ペタンクやフ

ロアカーリングなどレクリエーションスポー

ツの集いを開催します。 

教育委員会 
 

社会福祉協議会 
 

保健推進員協議会 

健康診査の充実 

特定健康診査や各種がん検診などを受けや

すい環境づくりに努めます。また、広報紙や

防災無線を利用したアナウンスや受診勧奨を

通じて、今後も受診率の向上に努めます。 

保健福祉課 

介護予防事業の推進 

「元気はつらつ教室」や「昔の若人おしゃ

べりサロン」などを通じて、介護予防事業を

推進します。 

「地域介護予防活動支援事業」「地域リハ

ビリテーション活動支援」について、今後活

動推進の方法を検討します。 

介護保険課 
 

地域包括 
支援センター 

悠楽学園大学事業の推進 
悠楽学園大学事業における学習の機会づく

りや健康づくり活動を推進します。 
保健福祉課 

保健・医療・福祉の連携強

化 

行政や福祉サービス事業所、医療機関との

連携を進め、介護と医療に関する情報が相互

に得られる仕組みづくりに努めます。 

また、医療マップづくり等、医療・介護連

携の仕組みづくりの検討を進めます。 

介護保険課 

 

（３）サービス提供体制の充実 

住み慣れた地域で自立した生活を続けるには、様々な福祉サービスを利用して、生活を成

り立たせなければなりません。福祉サービスを必要としている人は多様化しており、これま

でのサービス事業所だけでは解決できない問題が出てくることも予想されます。 

必要とされる福祉サービスが行き届くようにするためには、利用者の生活課題や福祉ニー

ズを把握して、適切な管理運営を行ったうえで、村及び社会福祉協議会によるサービスや地

域のボランティア活動・民間事業者などのサービスを、必要に応じ組み合わせていくことが
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大切です。 

今後も福祉ニーズの把握に努め、既存の福祉サービスの充実を図るとともに、質の向上に

取り組みます。 

 

■主な取組 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

在宅サービスの充実 

訪問介護、通所介護などの在宅サービス及

び「生きがいデイサービス」の提供を継続す

るとともに、村外事業所の利用を含めた、介

護予防に資するサービスの検討を進めます。 

介護保険課 

サービスの質の向上への支

援 

村内の事業者が提供するサービスの質の向

上を図るため、研修会に関する情報提供や参

加勧奨を行います。 

介護保険課 

生活支援サービスの充実 

日常生活に支援が必要な方に対し、買い物

支援など支援を継続します。また、住民の生

活に即した生活支援サービス創出の検討を進

めます。 

介護保険課 
 

保健福祉課 
 

社会福祉協議会 

子ども・子育て支援サービ

スの充実 

子ども・子育て支援事業計画に基づき、各

種子育て支援サービスを提供します。 
保健福祉課 

生活支援コーディネーター

の育成 

村全体（第１層）と、村内地域ごと（第２

層）に、それぞれ生活支援コーディネーター

を配置します 

介護保険課 

ボランティア団体、ＮＰＯ

等への支援 

ボランティア、ＮＰＯ等による地域課題解

決に向けた取り組みを支援するなど、地域に

おける住民の主体的な取り組みを推進しま

す。 

保健福祉課 

介護サービス３事業の効率

的な運営 

訪問介護、デイサービス、居宅介護支援事業

所について、効率的な運営を目指す取り組み

を推進します。 

介護保険課 
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３ 安心・安全な地域づくり 

近年の地震や大雨等による災害時に、避難できずに地域で孤立する人などがおり、平常時か

らの地域でのつながりの重要性が指摘されています。また、高齢化や核家族化等により、地域

で協力して防犯に取り組むことがより一層重要となっています。 

また、高齢者や障がい者、子育て中の家庭等、様々な人が住み慣れた地域で安心して生活す

るためには、外出のための移動手段が確保されていることや、すべての人が利用しやすいよう

に、施設が整備されていることが必要です。 

 

■アンケート調査より 

 
 

■施策体系 

安心・安全な地域づくり 
  

（１）防災・防犯対策の推進   
     
   

（２）権利擁護の推進    
     
   

（３）快適な生活環境の整備    

  

○災害などの緊急時に避難できないと回答した人のその理由は「避難場所がわからな

い」が 44.9％と多く、今後も防災対策の周知・啓発を継続する必要があります。 

○地域における災害時の備えとして重要なことは「日頃からのあいさつ、声かけや付き

合い」が 48.4％で最も多く、日頃の近所付き合いが災害時の備えとして大切である

ことは村民に認識されていると考えられます。 

○また、災害時の備えとして重要なこととして「地域における災害時に支援が必要な人

の把握」（38.2％）、「危険箇所の把握」（30.4％）も多く、これらへの対応は今後も求

められます。 
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（１）防災・防犯対策の推進 

近年、私たちの身近な地域でも大規模な災害が発生しており、人々の防災に対する関心が

高まっています。災害発生時には、自分の身は自分で守ることが最も重要ですが、高齢者や

障がい者の中には自力で避難することが困難な人もおり、あらかじめこれらの人への支援体

制を整えておく必要があります。 

本村では、地域防災計画において、避難行動要支援者に対する防災情報の伝達体制や避難

誘導などの支援体制について定めていますが、防災に対する村民への啓発活動を積極的に行

っているとはいえない状況にあります。 

災害による被害を最小限におさえるためにも、これまでの防災・減災対策を充実させると

ともに、村民への防災に対する意識づけが必要です。 

 

■主な取組 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

防災に対する啓発 

自助・共助・公助に関する周知・啓蒙を行

い村民に“自分の身は自分で守る”という意

識づけを図ります。 

総務課 

防災に関する情報提供の充

実 

広報あかいがわ及び原子力防災だより等に

より災害への備えなどの情報提供を行いま

す。また、災害種類ごとに危険箇所や避難所

等の情報を共有し、地域住民の防災意識の高

揚を図るため、ハザードマップの更新を検討

します。 

総務課 

災害時要配慮者の把握 

整備した災害時要配慮者のリストをもと

に、関係機関等との状況共有の準備を進めま

す。また、避難経路の設定や支援マップ等に

ついては、必要の是非を含め検討を進めます。 

総務課 
 

保健福祉課 
 

介護保険課 

地域防犯体制の充実 

広報あかいがわや防災無線等を用いて、防

犯に関する情報提供を継続します。 

また、余市警察署等の関係機関と連携し、

啓発活動を行います。 

総務課 

 

（２）権利擁護の推進 

支援が必要な人たちの権利を守るという動きが近年の我が国では急速に広まってきていま

す。これまで以上に人権を守り、その人らしい暮らしをその人の選択で行えるような取り組

みが広がっています。 

本村においても、認知症や障がい等により判断能力が不十分な人の権利を擁護するため、

成年後見制度の周知を図るとともに、その利用を促進するため、成年後見制度利用支援事業

を行っています。 

今後も、これまで進めてきた施策を継続するとともに、障がいのある方等の差別解消に向

けた取り組みの充実を図ることが必要です。 
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■主な取組 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

人権尊重の推進 

虐待防止の周知や被虐待者の権利擁護につ

いての啓発など虐待における正しい理解の普

及を図ります。 

総務課 
 

保健福祉課 
 

介護保険課 

虐待防止の推進 

高齢者・障がい者虐待防止マニュアルを作

成するとともに、虐待防止ネットワーク会議

の設立を進め、虐待の早期発見、虐待防止に

取り組みます。 

保健福祉課 
 

介護保険課 

成年後見制度の周知 
成年後見制度を村民に周知し、利用を促進

します。 
介護保険課 

成年後見制度の利用者への

支援 

成年後見制度の利用が必要な人で、身寄り

がないなどの事情で申し立てができない場合

は、村長が代わって申し立てを行うことによ

り、利用を支援します。 

保健福祉課 
 

介護保険課 

障がいのある方への差別の

解消 

平成28年に施行された「障害者差別解消法」

に基づき、村民を対象に障がいのある方への

差別意識の解消に向けた、広報などの取り組

みを推進します。 

保健福祉課 

 

（３）快適な生活環境の整備 

高齢者や障がい者、子育て中の家族等、様々な人が住み慣れた地域で安心して生活するた

めには、外出のための移動手段が確保されていることや、すべての人が利用しやすいような

施設が整備されていることが必要です。 

本村ではこれまで、公共施設は改修の際にバリアフリー化やユニバーサルデザインへの対

応を推進してきました。 

今後も、新たに施設を整備する際には、高齢者や障がいのある方、児童等が安全で利用し

やすい施設の整備に努めるとともに、外出のための移送手段の確保に向けた検討を進めます。 

 

■主な取組 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

公共施設等のバリアフリー

化 

公共施設や村営住宅の整備、改築、改装時

に、高齢者や障がいのある方等が利用しやす

いよう、施設のバリアフリー化を推進します。 

建設課 

道路・橋りょうの維持補修 

快適で安全な道路環境の整備ときめ細かな

維持管理を行います。また、村道の改修と時

期と合わせて、利用者の安全安心の確保と快

適な道路サービスの提供に努めます。 

建設課 

交通安全施設の維持管理 

道路利用者の安全な通行環境を確保するた

め、交通安全灯などの交通安全施設の適切な

維持管理を行います。 

総務課 
 

建設課 
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取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

交通安全推進活動の充実 

交通事故防止、交通安全意識の高揚を図る

ため、交通安全運動期間やイベントでの啓発

活動を実施します。 

総務課 
 

建設課 

通学路安全推進会議の開催 

村内の通学路について、児童生徒が安心し

て通学できるよう、委員が合同で現地調査等

を実施します。 

建設課 
 

教育委員会 

移動支援の充実 

現在は社会福祉協議会が独自事業として移

動支援事業を無償で実施しています。今後は

地域生活を支える全体的な枠組みの中で移動

支援を位置づけるなど、新たな仕組みづくり

を検討してまいります。 

総務課 
 

介護保険課 
 

保健福祉課 

シルバーハウジングの整備 

老朽化した村営住宅を解体します。既存の

シルバーハウジングの適切な維持管理を行い

ます。 

新たなシルバーハウジングの整備を検討し

ます。 

建設課 
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４ いのちを支える環境づくり（自殺対策計画） 

我が国では年間の自殺者数、自殺死亡率は減少傾向にありますが、2017年（平成29年）には

年間21,321人、１日平均60人近くが自殺で亡くなっており、深刻な事態が続いています。 

このような中、国をあげて自殺対策を総合的に推進するため、2016年（平成28年）には自殺

対策基本法改正、その後2017年（平成29年）には自殺総合対策大綱が見直され、「誰も自殺に追

い込まれることのない社会」の実現を目指し、自殺対策をより一層推進することとしています。 

 

■アンケート調査より 

 

 

■施策体系 

いのちを支える環境づくり 
  

（１）住民への周知と啓発   
     
   

（２）自殺対策を支える人材の育成    
     
   

（３）地域におけるネットワークの強化    
     
   

（４）生きることの促進要因への支援    
     
   

（５）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育    

 

  

○自殺は自分自身にかかわる問題だと思うかを年齢別でみると、「そう思う」「どちらか

といえばそう思う」の合計は 30～39 歳が 44.7％、60～69 歳が 42.8％、70 歳以上が

41.0％と多くなっています。 

○悩みなどを誰かに相談したり、助けを求めることにためらいを感じるかどうかをみる

と、「ためらいを感じる」（13.7％）、「どちらかといえばためらいを感じる」（32.0％）

を合計すると 45.7％と約半数が人にためらいが感じられる状況です。 

○今後求められる自殺対策は、「様々な悩みに対応した相談窓口の設置」（31.4％）と「地

域やコミュニティを通じた見守り・支え合い」（30.7％）が上位回答となっており、

地域福祉の充実と併せて自殺予防対策を進めていく必要があると考えられます。 
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（１）住民への周知と啓発 

自殺に追い込まれる危機は「誰にでも起こり得る」ことですが、危機に陥った人の心情や

背景は、様々な要因が複雑に絡み合っていることもあって、理解されにくいという現実があ

ります。 

自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、暮らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求

めることが適当であるということが、社会全体の共通認識となるように、普及啓発活動を推

進します。 

また、社会における生きづらさは様々であることから、村民自らが、周囲の人間関係の中

で不調に気づき、助けを求めることが適切に実現できるための教育や啓発を図ります。 

 

■主な取組 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

自殺予防週間、自殺対策強

化月間を通じた啓発活動 

自殺対策基本法に規定される９月の自殺予防

週間（９月１０日から１６日まで）及び自殺対

策強化月間（３月）に、道、団体等と連携した

啓発事業等を実施し、住民一人ひとりの自殺の

サインへの気づきや適切な対処方法等の理解の

促進を図ります。 

保健福祉課 

うつ病等についての普及啓

発の推進 

住民を対象とするうつ病等に関する講演会等

を実施し、うつ病等の精神疾患についての正し

い理解や早期休息・早期相談・早期受診の重要

性等に関する普及啓発を進めます。 

保健福祉課 

 

（２）自殺対策を支える人材の育成 

自殺の危険性の高い人の早期発見、早期対応を図るため、自殺に関する正しい知識を知り、

自殺の危険を示すサインに気づいて、適切な対応・連携を図ることのできる「ゲートキーパ

ー」の役割を担う人材の養成に努めます。 

また、自殺の要因は多岐にわたることから、行政と関係機関、民間団体が協働し、地域や

学校、職場等、様々な場面で自殺を予防するための人材の確保と養成を図ります。 

 

■主な取組 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

役場職員向けゲートキーパ

ー養成講座の開催 

自殺のリスクを抱えた住民を早期に発見

し、支援へとつなぐ役割を担える人材を育成

するために、スキルアップ研修や新規採用職

員研修、職員接遇研修等の、役場職員を対象

とした各種研修の機会を活用し、自殺対策に

関する研修に関係職員を派遣します。 

保健福祉課 
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取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

専門職向けゲートキーパー

養成講座の開催 

保健、医療、介護、福祉、経済、労働等、

様々な分野において相談・支援等を行う専門

職従事者に対し、ゲートキーパー養成講座の

受講を推奨します。 

保健福祉課 

 

（３）地域におけるネットワークの強化 

自殺の多くは、家庭や学校、職場の問題、健康問題などの様々な要因が関係しているもの

であり、それらに適切に対応するためには、地域の多様な関係者が連携、協力して、実効性

ある施策を推進していくことが大変重要となります。このため、自殺対策に係る相談支援機

関等の連携を図り、ネットワークの強化を進めます。 
 

■主な取組 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

要保護児童対策協議会にお

ける普及啓発及び研修の実

施 

子どもに関わる地域の関係者が集まる要保

護児童対策協議会において、自殺対策の情報

共有等を行い、支援の共通認識を図ります。 

保健福祉課 

庁内外の連携関係の強化に

向けた研修の実施 

様々な分野における支援策を連動させ、各

関係機関同士の連携をさらに強化していくた

めに、各分野の支援策や相談窓口の情報等に

ついて、相談担当職員がともに学ぶ研修会等

を開催します。 

保健福祉課 

 

（４）生きることの促進要因への支援 

自殺対策は「生きることの阻害要因（過労・生活困窮・育児や介護疲れ・いじめや孤立等）」

を減らし、「生きることの促進要因（自己肯定感・信頼できる人間関係・危機回避能力等）」

を増やすことを通じて、社会全体の自殺リスクを低下させることが必要です。 

そこで、本村においても自殺対策と関連の深い様々な分野における取り組みを幅広く推進

します。 

 

■主な取組 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

相談支援体制の充実 

納税相談、生活相談、健康相談、経営相談

など、様々な相談機関において自殺予防に関

するスキルを高めるとともに、ＳＯＳのサイ

ンにいち早く気づき、関係機関につなげます。 

保健福祉課 
 

介護保険課 
 

地域包括 
支援センター 
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取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

子どもの居場所づくりの推

進 

放課後子ども教室など、放課後の子どもの

居場所を提供します。また、貧困など困難な

状況にある子どもの居場所として、食事をす

ることができる場や学習支援を受ける場など

の設置を検討します。 

教育委員会 

高齢者の居場所づくりの推

進 

高齢者の生きがいづくりにつながる、老人

クラブやサロンなどの活動を支援します。 

保健福祉課 
 

介護保険課 
 

地域包括 
支援センター 

子育て支援センターの運営 

乳幼児とその保護者が相互に交流できる場

として、子育て支援センターを運営し、子育

てについての相談や各種情報の提供、助言等

の提供を通じて、保護者の子育てに伴う不安

感を緩和します。 

保健福祉課 

うつ等のスクリーニングの

推進 

健康相談やひとり暮らし高齢者訪問、乳児

家庭全戸訪問事業等の機会を活用して、うつ

等の可能性のある人の早期発見に努め、個別

の支援につなげます。 

保健福祉課 
 

介護保険課 

 

（５）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

いじめを苦にした児童生徒の自殺が大きな社会問題となる中、自殺対策基本法の改正では、

学校におけるＳＯＳの出し方教育の推進が盛り込まれました。 

このため本村でも、命や暮らしの危機に直面したとき、誰にどうやって助けを求めればよ

いかの具体的かつ実践的な方法を学び、同時に、つらいときや苦しいときには助けを求めて

もよいということを学ぶ教育（ＳＯＳの出し方教育）を行うことにより、直面する問題に対

処する力やライフスキルを身に付けることができるよう取り組みます。 

 

■主な取組 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

こころの健康教育 

小学校や中学校において、こころの健康に

関する指導を行い、不安や悩み、ストレスへ

の適切な対処について指導します。 

教育委員会 

命の大切さを伝える教育の

実施 

学校の教育活動全体を通じて、児童生徒が、

自分の命や他の人の命の尊さを理解すること

ができるよう、「いのちの授業」を実施しま

す。 

教育委員会 

相談窓口の周知 
いじめや悩み事等に関する相談窓口を児童

生徒及び保護者等に周知します。 
教育委員会 
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取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

ＳＯＳの出し方に関する教

育の実施 

小・中学校等において、いじめ等の様々な

困難やストレスに直面した際に、信頼できる

大人や相談機関に早めに助けの声をあげられ

るよう教育を行います。 

教育委員会 

保護者向けＳＯＳの気づき

の啓発 

児童生徒の保護者に対し、子どもが出した

ＳＯＳのサインについていち早く気づき、ど

のように受け止め対処するかについて、理解

を深めるための講座や啓発パンフレットの配

布を行います。 

教育委員会 

学校への専門家の派遣 

各学校へスクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカーの派遣を行い、学校生活

やこころの健康に関する相談を受ける体制の

充実を図ります。 

教育委員会 
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第５章 計画の推進 

１ 計画の公表、住民への啓発 

地域福祉計画は、行政機関だけの計画ではありません。実現のためには地域住民や地域で活

動する各種団体、事業者等、あらゆる個人・団体に計画内容の浸透を図る必要があります。 

そのために、広報紙や村のホームページ、パンフレット等を活用し、本計画内容の公表と、

継続的な村民への啓発活動の推進を図ります。 

 

２ 地域資源の把握・有効活用 

地域の様々な問題を解決していくうえで、地域住民一人ひとりが課題について正しく理解し、

その解決に向け意欲ややりがいをもって、自主的に行動を起こすことが重要となります。地域

で支援を必要としている方を支えるための様々な社会資源の把握に努めるとともに、既存の団

体等の新たな活動の展開への支援など、有効活用を図っていきます。 

 

３ 計画の点検・評価 

本計画の進行管理については、村がその実施状況の把握や評価点検等を行い、計画全体の進

行管理を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P

D

C

A

PLAN（計画） 

赤井川村地域福祉計画 

DO（実行） 

取り組みの実施 

CHECK（評価） 

目標の把握と評価施策の進捗状況の把握 

ACTION（見直し・改善） 

必要に応じて見直し・修正・ 

改善策の整理 
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４ 地域福祉推進に向けての役割分担 

地域福祉を推進し、誰もが暮らしやすい地域社会を構築していくためには、行政、地域住民、

地域活動団体（民生委員・児童委員やボランティア団体等）、福祉サービス事業者などが、それ

ぞれに役割を担うことが必要です。本計画では、それぞれの役割を以下のとおり分担します。 

 

（１）行政の役割 

 

 

（２）地域住民、地域活動団体（ボランティア団体等）の役割 

 
 

（３）社会福祉協議会、福祉サービス事業者等の役割 

 

 

①地域住民や地域活動団体、村内外の事業者等の個人・団体が、地域福祉の実現に向

けて活動できるよう、相談や支援体制の充実を進める。 

②地域住民や地域活動団体、事業者等とともに地域福祉を推進していくための連携、

協働を図る。 

③問題発生時、緊急時には関連する各組織・団体等と協力の下、地域住民の生命財産

の維持確保のために必要な活動を行う。 

④「地域住民は福祉を享受するだけではなく、提供者でもある」という村民の意識の

向上を促す。 

⑤地域福祉を担う人材の発掘・育成や意識の醸成に努める。 

⑥村民からの信頼をより高めるための行政職員の意識の向上、行政運営体制の改善な

ど、継続して行政サービスの向上に努める。 

⑦福祉施策や地域活動団体へ長期的、継続的な支援に努める。 

①地域住民は福祉を享受するだけではなく、提供者でもあるという自覚をもち、地域や

身近な人同士が助け合い、支え合う地域社会の醸成に努める。 

②身近で起きている課題を発見し、その解決に向けて行政や地域活動団体等と連携をと

る。 

③個々の可能な範囲において、行政や地域福祉を推進する各種団体へ積極的に参加・協

力を行う。 

④災害発生等の緊急時に備えて事前の準備、緊急時の活動への参加に努める。 

⑤行政職員や医療・福祉関係従事者の専門職も、地域住民の一員であるという自覚をも

ち、地域社会の様々な活動に積極的に参加する。 

①地域社会に必要な福祉サービス等の供給に努める。 

②サービスの質の向上に努める。 

③行政や地域活動団体との協働に努める。 

④継続的なサービス提供に向けた人材の確保と育成、事業内容の改善・向上に努める。 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

今日の子ども・子育てを取り巻く環境の変化は大きく、抜本的な制度改革が求められており、

平成27年4月から、わが国の子ども・子育て支援は新制度に移行することになりました。 

市町村子ども・子育て支援事業計画は、５年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・

地域の子育て支援についての需給計画として全市町村で策定が義務づけられており、本村にお

いても平成26年度に「赤井川村子ども・子育て支援事業計画」を策定し、村内のすべての子ど

もが等しく質の高い教育・保育サービスを受けられる環境の整備に努めてきました。 

また、「平成28年国民生活基礎調査」によると、平成27年時点の日本の子どもの貧困率は13.9％

となっており、平成24年の調査と比べると貧困率は低下したものの、およそ７人に１人が相対

的貧困の状況のもとで暮らしている状況にあります。 

こうした子どもたちの厳しい状況などを背景に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が

平成26年1月に施行され、同年８月には、子どもの貧困対策に関する基本方針や当面の重点施策

等をとりまとめた「子供の貧困対策に関する大綱」が策定されました。 

「子供の貧困対策に関する大綱」では、「日本の将来を担う子供たちは国の一番の宝である」

との認識のもと、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、

必要な環境整備と教育の機会均等を図ることの重要性を謳っています。 

このような状況の中、「赤井川村子ども・子育て支援事業計画」は令和元年度に終期を迎える

こととなるため、制度改正や子ども・子育てをめぐる国や道の動きを反映するとともに、子ど

もの貧困をなくし、すべての子どもたちが夢と希望をもって成長することができる社会の実現

をめざした取組を総合的に推進するため、「第２期赤井川村子ども・子育て支援事業計画」を策

定することとします。 
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２ 計画の位置づけ 

「第２期赤井川村子ども・子育て支援事業計画」は、「子ども・子育て支援法」第61条に基づ

き、市町村子ども・子育て支援事業計画として策定し、「次世代育成支援対策推進法」第８条に

おける「市町村行動計画」を一体的に策定することとします。 

また、本計画は「子どもの貧困対策の推進に関する法律」第９条における「子どもの貧困対

策についての計画」としても位置付け、「子供の貧困対策に関する大綱」等の趣旨を踏まえ、子

どもの未来を応援するための施策を盛り込むとともに、「赤井川総合計画」を最上位計画とし、

村の福祉関係計画等と整合を図ります。 

 

根拠法 子ども・子育て支援法 次世代育成支援対策推進法 
子どもの貧困対策の推進に 

関する法律 

市町村 

計画 

市町村子ども・子育て 

支援事業計画 

≪策定義務あり≫ 

次世代育成支援市町村行動計画 

≪努力義務≫ 

子どもの貧困対策についての計

画（市町村計画） 

≪努力義務≫ 

性格 

特徴 

○待機児童対策を含め、子育て

中の保護者ニーズに対応した

サービス基盤の整備をめざす

事業計画 

○幼児期の学校教育・保育・地

域の子育て支援についての需

給計画 

○全国的な少子化を受け、総合

的対策を講じるための行動計

画 

○「赤井川村総合計画」及び「赤

井川村地域福祉計画」の子ど

も・子育て支援にかかる分野

別計画 

○子どもの貧困対策に向けた対

策を講じるための市町村計画 

○「子供の貧困対策に関する大

綱」の趣旨を踏まえ、子ども

の未来を応援するための計画 

 
   

第２期赤井川村子ども・子育て支援事業計画 
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３ 関連計画との関係 

本計画は、「赤井川村総合計画」及び「赤井川村地域福祉」を上位計画とし、赤井川村におけ

る子ども・子育て分野の個別計画として、計画期間における子育て支援サービスの需給状況や

子育て関連施策の推進を図るために策定するものです。 

また、本計画の策定にあたっては、関連する個別計画との整合性に配慮します。 

■他計画との関係（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画期間 

本計画の期間は、「子ども・子育て支援法」に定める５年間とし、令和２年度から令和６年度

までとします。また、状況の変化により、必要に応じ見直しを行うことができることとします。 
 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
30年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

          

  

赤井川村総合計画 

赤井川村地域福祉計画 

整合 

第２期赤井川村 

子ども・子育て支援事業計画 

連携・整合 

≪関連計画≫ 

・赤井川村健康づくり計画 

・赤井川村障がい者計画 

・赤井川村障がい福祉計画・障がい児福祉計画 

・その他個別計画 

連携・整合 

連携 

整合 

整合 

第２期赤井川村 
子ども・子育て支援事業計画 
《令和２年度～令和６年度》 見直し 

赤井川村 
子ども・子育て支援事業計画 
《平成 27年度～令和元年度》 

必要に応じて見直し 
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５ 計画の策定体制 

（１）赤井川村保健福祉推進会議の設置 

計画の策定にあたっては、子ども・子育て支援の担当部門である赤井川村保健福祉課を中

心として、計画の策定を進めるとともに、計画策定の基礎資料を得ることを目的として、ア

ンケート調査を実施しました。 

また、村民の意見を反映させるため、福祉事業に関わる村民や有識者等を委員として赤井

川村保健福祉推進会議を設置し、本計画の内容に関して審議を行いました。 

■策定体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子ども・子育てニーズ調査（アンケート調査）の実施 

本村における子育て家庭の現状と今後の意向を把握するとともに、本計画を策定するため

に必要な基礎データの収集を目的としてアンケート調査を実施しました。 

 

（３）子どもの生活実態調査（アンケート調査）の実施 

本村における子どもの貧困対策の推進にあたり、子どもやその保護者の生活実態を把握し、

適切な支援につなげていくための基礎資料を得ることを目的として本調査を実施しました。 

 

（４）パブリックコメントの実施 

本計画の素案を村のホームページなどで公開し、広く村民の方々から意見を募りました。 

  

赤井川村（計画決定・実行機関） 

アンケート調査 

（村民の実態、意向の調査） 赤井川村保健福祉推進会議 

（審議等機関） 

保健福祉課 
（事務局機能） 

庁内関連部署 

調整・連携 

運営事務 意見反映 

意見 
反映 

審議 
依頼 
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第２章 子ども・子育てを取り巻く環境 

１ 人口や世帯等の状況 

（１）総人口の状況 

赤井川村の総人口を国勢調査でみると、平成12年の1,512人から減少が続いており、平成27

年には1,121人となっています。住民基本台帳で近年の人口をみると、平成28年以降は横ばい

に推移しており、令和元年は1,093人となっています。 

年齢３区分別の人口割合をみると、年少人口（0～14歳）の割合は概ね横ばいに推移してい

ます。 

■年齢３区分別人口の推移 

 
[出典]平成27年まで：国勢調査、平成28年以降：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

■年齢３区分別人口割合の推移 
 

 
[出典]平成27年まで：国勢調査、平成28年以降：住民基本台帳（各年４月１日現在）  

184 159 170 139 143 144 134 135

1,017
815 746

618 601 594 596 582

311

336 346
364 365 369 363 376

1,512

1,310 1,262
1,121 1,109 1,107 1,093 1,093

0

500

1,000

1,500

2,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

（人）

12.2 12.1 13.5 12.4 12.9 13.0 12.3 12.4 

67.2 62.3 59.1 55.1 54.2 53.7 54.5 53.2

20.6 25.6 27.4 32.5 32.9 33.3 33.2 34.4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

住民基本台帳 国勢調査 

住民基本台帳 国勢調査 
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（２）児童人口の状況 

0～11歳の児童人口は平成29年から減少が続いており、令和元年は就学前児童が42人、小学

生児童が60人の合計102人となっています。 

■児童人口の推移 

 

[出典]住民基本台帳（各年４月１日現在） 

 

（３）世帯数の状況 

国勢調査による世帯数をみると、総人口と同様に平成７年から減少傾向が続いています。

１世帯あたり人員は平成２年が2.23人でしたが、年によってわずかに増減しながら平成27年

には2.10人となっています。 

■総人口と世帯数の推移 

 

[出典]国勢調査  

57 51 41 47 43 42

61
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0
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平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

就学前児童（0～5歳） 小学生児童（6～11歳）

（人）

1,470 
1,552 1,512 

1,310 1,262 
1,121 

658 743 723 
606 619 534 

2.23 2.09 2.09 2.16
2.04 2.10

0
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2
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総人口 世帯数 世帯あたり人員

（人、世帯） （世帯あたり人員）
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（４）世帯における家族類型別の割合 

国勢調査で18歳未満の児童がいる世帯の家族類型別の割合をみると、平成22年の夫婦と子

ども世帯は80.8％でしたが、平成27年は84.5％で3.7ポイント増加しています。 

■18歳未満世帯員のいる一般世帯の家族類型割合 

 

[出典]国勢調査 

 

（５）出生数の状況 

北海道保健統計年報で平成22年から平成28年の出生数の推移をみると、年によって増減し

ており平均すると８人となっています。 

出生率（人口千人あたりの出生数、単位は‰（パーミル））も出生数と合せて上下しており、

平成28年は10.8‰となっています。 

■出生数と出生率（人口千人）の推移 

 

[出典]北海道保健統計年報 
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（６）女性の就業状況 

女性の就業率を年齢階級別でみると、平成22年から平成27年にかけてほとんどの年齢階級

で就業率が高くなっており、子育ての中心的世代である25～29歳は88.9％、30～34歳は79.2％

と高くなっています。 

■女性の年齢階級別就業率の推移 

 
[出典]国勢調査 

 

（７）従業上の地位の状況 

平成27年の国勢調査で従業上の地位をみると、女性の正規従業員は21.3％で男性と比べて

26.6ポイント低く、パート等は45.5％で男性よりも28.9ポイント高い状況です。 

■従業上の地位別就業者割合（平成 27年） 

 
[出典]国勢調査 
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２ 教育・保育施設の状況 

（１）保育施設の状況 

本村の保育施設は赤井川へき地保育所と都へき地保育所の２箇所ありましたが、平成28年

９月に都へき地保育所を赤井川へき地保育所に統合したため、現在は１箇所で就学前児童の

受け入れを行っています。 

保育所の入所児童数は概ね減少傾向にありますが、就学前児童数に対する入所児童の割合

は７割を超えて推移しています。 

■保育所入所児童数の推移 

 

[出典]就学前児童数：住民基本台帳、入所児童数：赤井川村保健福祉課（各年４月１日現在） 

 

（２）小学校の状況 

赤井川小学校と都小学校を合計した学級数は特別支援学級の新設や複式学級から単式学級

への移行などにより平成29年度まで増加していましたが、令和元年度は８クラスとなってお

り、児童数は60人となっています。 

■学級数及び児童数の推移 

 

[出典]学校基本調査（各年５月１日現在） 
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（３）中学校の状況 

赤井川中学校の学級数は３クラスを維持していますが、生徒数は平成27年度の36人から減

少していましたが、令和元年度は34人に増加しています。 

■学級数及び生徒数の推移 

 
[出典]学校基本調査（各年５月１日現在） 
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３ 子ども・子育てニーズ調査結果の概要 

本計画の策定にあたり、子育て中の世帯の生活実態や意見・要望などを把握するため、就学

前児童（0～5歳）および小学生（6～11歳）の保護者を対象に、アンケート調査を実施しました。 

■調査の概要 

調査の目的 

・就学前児童および小学生を子育て中の世帯の生活実態や保護者の子

育てに関する意識・意見を把握すること。 

・子ども・子育て支援事業計画で定める教育・保育および地域子ども・

子育て支援事業量を推計する基礎データを得ること。 

調査対象 

平成30年12月１日現在 赤井川村に在住する就学前児童及び小学性

の保護者全員 

・就学前児童の保護者：48人 

・小学生児童の保護者：69人 

調査期間 平成30年12月 

調査方法 郵送による調査票の配布・回収 

 

■調査票の回収結果 

 
配布数 
（票） 

回収数 
（票） 

白票 
（票） 

有効回収数 
（票） 

有効回収率 
（％） 

就学前児童の 
保護者向け 

48 40 0 40 83.3 

小学生の 
保護者向け 

69 55 0 55 79.7 

合  計 117 95 0 95 81.2 
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（１）子育てを主に行っている人 

主に子どもの世話を行っている人は、「父母両方」が70.0％、「主に母親」（30.0％）となっ

ており、H26調査と比べても大きな差異はみられません。 

 

 

（２）母親の就労状況 

母親の現在の就労状況は、「フルタイム」が35.0％で最も多く、次いで「現在は就労してい

ない」が25.0％で続いています。H26調査と比べると、「フルタイム」は15.6ポイント増加し、

「パート・アルバイト」は15.6ポイント減少しています。 

 

  

70.0

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

69.4

30.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

父母両方

主に母親

主に父親

祖父母

その他

無回答

今回調査（n=40）

H26調査（n=36）

35.0

7.5

15.0

15.0

25.0

0.0

2.5

19.4

5.6

30.6

2.8

36.1

2.8

2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

フルタイム

フルタイム（休業中）

パート・アルバイト等

パート・アルバイト等（休業中）

現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

今回調査（n=40）

H26調査（n=36）
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（３）現在の教育・保育施設の利用状況 

現在、教育・保育事業を「利用している」人は80.0％で、H26調査と比べると21.7ポイント

増加しています。 

利用している教育・保育事業は、「赤井川へき地保育所」が81.3％を占めています。 

≪平日の定期的な教育・保育事業の利用有無≫ 

 

≪利用している教育・保育事業の種類（複数回答）≫ 

 

 

（４）教育・保育施設の利用意向 

今後の定期的に利用したい教育・保育事業の種類は「赤井川へき地保育所」が77.5％を占

めており、次いで「認可保育所」（17.5％）、「幼稚園」「認定こども園」「居宅訪問型保育」（そ

れぞれ12.5％）で続いています。 

 

  

80.0

20.0

0.0

58.3

38.9

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用している

利用していない

無回答

今回調査（n=40）

H26調査（n=36）

81.3

0.0

18.8

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

赤井川へき地保育所

事業所内保育施設

その他

無回答 (n=32)

77.5

17.5

12.5

12.5

12.5

7.5

5.0

5.0

2.5

0.0

0.0

2.5

0% 20% 40% 60% 80%

赤井川へき地保育所

認可保育所

幼稚園

認定こども園

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

小規模な保育施設

その他の認可外の保育施設

幼稚園の預かり保育

家庭的保育

その他

無回答

(n=40)
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（５）一時預かり等の利用意向 

今後、一時預かり等を利用する必要性が「ある（利用したい）」人は37.5％で、H26調査と

比べて4.2ポイント増加しています。 

一時預かり等を利用する理由としては、「私用、リフレッシュ目的」（66.7％）が最も多く、

次いで「冠婚葬祭、学校行事、通院など」「不定期の就労」（ともに26.7％）となっています。

H26調査と比べると、「私用、リフレッシュ目的」が増加し、「冠婚葬祭、学校行事、通院など」

「不定期の就労」が減少しています。 

≪一時預かり等の必要性≫ 

 

≪一時預かり等で利用したい事業≫ 

 

  

37.5

57.5

5.0

33.3

58.3

8.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ある（利用したい）

ない（利用する必要はない）

無回答 今回調査（n=40）

H26調査（n=36）

66.7

26.7

26.7

6.7

13.3

33.3

91.7

41.7

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

私用、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、通院など

不定期の就労

その他

無回答

今回調査（n=15）

H26調査（n=12）
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（６）子育て短期支援事業の利用状況 

子どもを泊まりがけで預けなければいけないことがあった人の対処方法は「親族・知人に

みてもらった」が85.7％を占め、次いで「仕方なく子どもを同行させた」（14.3％）となって

います。H26調査と比べると、「仕方なく子どもを同行させた」が28.6ポイント減少していま

す。 

 

 

（７）病児・病後児保育の利用状況 

子どもが病気やけがで幼稚園・保育所などを利用できなかったことがあった人の対処方法

は、「母親が仕事を休んで子どもをみた」が63.6％で最も多く、次いで「就労していない保護

者が子どもをみた」が36.4％となっています。 

 

  

85.7

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0
42.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

親族・知人にみてもらった

仕方なく子どもを同行させた

短期入所生活援助事業を利用した

短期入所生活援助事業以外の保育事業を利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

今回調査（n=7）

H26調査（n=7）

63.6

36.4

18.2

4.5

0.0

0.0

0.0

4.5

66.7

33.3

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

11.1

0% 20% 40% 60% 80%

母親が仕事などを休んだ

就労していない保護者が子どもをみた

親族・知人に子どもをみてもらった

父親が仕事などを休んだ

病児・病後児の保育を利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

今回調査（n=22）

H26調査（n=9）
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（８）子どもの小学校就学後の放課後の過ごし方 

小学校入学予定のお子さんがいる保護者に対して、小学校低学年の間、放課後を過ごさせ

たい場所をたずねたところ、「放課後子ども教室」が42.5％で最も多くなっています。 

小学校高学年の間に放課後を過ごさせたい場所は、「習い事」が35.0％で最も多く、次いで

「その他」（25.0％）が続いています。また、「放課後子ども教室」は20.0％で５番目に多い

回答となっています。 

 

≪低学年の間、放課後に過ごさせたい場所（複数回答）≫ 

 

 

≪高学年の間、放課後に過ごさせたい場所（複数回答）≫ 

 

  

42.5

27.5

22.5

15.0

12.5

0.0

45.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

放課後子ども教室

自宅

習い事

祖父母、友人・知人宅

その他

ファミリー・サポート・センター

無回答

(n=40)

35.0

25.0

22.5

22.5

20.0

0.0

52.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

習い事

その他

自宅

祖父母、友人・知人宅

放課後子ども教室

ファミリー・サポート・センター

無回答

(n=40)
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（９）子育てに関する悩み（就学前児童の保護者） 

子育て・教育に関する悩みについては、「特にない」が35.0％で最も多くなっていますが、

悩みの内容としては「自分の時間を十分持てない」「子育てで疲れる」「経済的な不安・負担

が大きい」が上位回答となっています。 

 

  

25.0

22.5

22.5

17.5

15.0

7.5

5.0

2.5

0.0

0.0

0.0

35.0

0.0

13.9

22.2

27.8

8.3

33.3

5.6

13.9

2.8

2.8

0.0

11.1

13.9

5.6

0% 10% 20% 30% 40%

自分の時間を十分持てない

子育てで疲れる

経済的な不安・負担が大きい

子どもの知的・精神的な発育

子どもの勉強や進学のこと

子どもとの時間を十分持てない

しつけがうまくいかない

その他

相談する相手がいない

子育ての方法がよくわからない

子育ての方針が家庭内で食い違う

特にない

無回答

今回調査（n=40）

H26調査（n=36）



Ⅲ 子ども・子育て支援事業計画  

76 

（10）村の子育て支援について特に期待すること（就学前児童の保護者） 

赤井川村の子育て支援について特に期待することは、「子どもと一緒でも、出かけやすく楽

しめる場所を増やしてほしい」、「保育サービスを充実してほしい」（ともに40.0％）、「児童館

など、親子が安心して集まれる身近な場所やイベントの機会がほしい」（35.0％）が上位回答

となっています。 

H26調査と比べると、「保育サービスを充実して欲しい」が17.8ポイント増加している一方、

「安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備して欲しい」が43.1ポイント、「公営住宅

での多子世帯の優先入居や広い部屋の割りあてなど、住宅面での配慮をしてほしい」が20.3

ポイントそれぞれ減少しています。 

 

  

40.0

40.0

35.0

15.0

12.5

12.5

12.5

10.0

10.0

7.5

7.5

5.0

0.0

7.5

5.0

41.7

22.2

33.3

0.0

0.0

55.6

11.1

0.0

2.8

27.8

5.6

0.0

11.1

8.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

子どもと一緒でも、出かけやすく楽しめる場所を

増やしてほしい

保育サービスを充実してほしい

児童館など、親子が安心して集まれる身近な場所や

イベントの機会がほしい

村外の保育所や幼稚園にかかる費用を

軽減してほしい

幼稚園・保育所一体型施設（認定こども園）を

整備してほしい

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を

整備してほしい

その他

子育てに困ったときに相談したり、情報が得られる

地域子育て支援センターなどを作ってほしい

子育てについて学べる機会を作ってほしい

幼稚園を新設してほしい

公営住宅での多子世帯の優先入居や広い部屋の

割りあてなど、住宅面での配慮をしてほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など、

企業に対して職場環境の改善を働きかけてほしい

保育所を増やしてほしい

特にない

無回答

今回調査（n=40）

H26調査（n=36）
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（11）子育て環境・支援の満足度 

就学前児童の保護者に赤井川村は子育て・教育がしやすいかどうかたずねたところ、「思う」

（17.5％）、「どちらかといえば思う」（25.0％）の合計は42.5％で、H26調査の77.8％を大き

く下回る結果となっています。 

小学生の保護者は、「思う」が32.7％で、H26調査と比べて10.5ポイント増加しているもの

の、「少し思う」は16.4％で33.6ポイント減少しており、子育て・教育のしやすさは２極化の

傾向がみられる状況です。 

 

≪子育て環境・支援の満足度（就学前児童の保護者）≫ 

 

 

≪子育て環境・支援の満足度（小学生の保護者）≫ 

 

  

17.5

0.0

25.0

77.8

42.5

8.3

12.5

8.3

2.5

2.8

0.0

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査（n=40）

H26調査（n=36）

思う どちらかといえば思う どちらともいえない あまり思わない 思わない 無回答

32.7

22.2

16.4

50.0

40.0

22.2

3.6

5.6

3.6

0.0

3.6 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査（n=55）

H26調査（n=18）

思う 少し思う どちらともいえない あまり思わない 思わない 無回答
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４ 子どもの生活実態調査結果の概要 

本計画の策定にあたり、子どもがいる世帯の生活実態や意見・要望などを把握するため、小

学校高学年及び中学生の児童・生徒及びその保護者を対象に、アンケート調査を実施しました。 

■調査の概要 

調査の目的 

・就学前児童および小学生を子育て中の世帯の生活実態や保護者の子

育てに関する意識・意見を把握すること。 

・子ども・子育て支援事業計画で定める教育・保育および地域子ども・

子育て支援事業量を推計する基礎データを得ること。 

調査対象 

平成31年２月１日現在 赤井川村に在住する小学校高学年及び中学

生の児童・生徒とその保護者 

・小学校高学年及び中学生の保護者 

・小学校高学年及び中学生の児童・生徒 

調査期間 平成31年２月～３月 

調査方法 郵送による調査票の配布・回収 

 

■調査票の回収結果 

 
配布数 
（票） 

回収数 
（票） 

白票 
（票） 

有効回収数 
（票） 

有効回収率 
（％） 

保護者向け調査 64 49 0 49 76.6 

子ども向け調査 64 49 0 49 76.6 

合  計 128 98 0 98 76.6 

 

≪子どもの生活実態調査における世帯年収分類の表記について≫ 

厚生労働省が公表している相対的貧困率の算出は、等価可処分所得（世帯の可処分所得を

世帯人員の平方根で割って調整した所得）の中央値の半分（貧困線）に満たない世帯を「相

対的貧困層」と定義しています。 

本調査における保護者向け調査では、回答率を高めるため、世帯年収の回答方法を「記述

式の数値」ではなく「100万円を単位とした年収範囲を示す選択肢」から回答する方式としま

した。そのため、世帯年収の集計結果の中央値である「500～600万円未満」を基準とし、所

得階層の分類を下記のとおりとします。 

■世帯年収と所得階層の分類 

所得階層 世帯年収 所得階層の概要 

所得階層Ⅰ ０～400万円未満 世帯年収の中央値未満 

所得階層Ⅱ 400万円以上 世帯年収の中央値以上 
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（１）世帯年収 

世帯年収を北海道との比較でみると、赤井川村は「300～400万円未満」（12.2％）、「400～

500万円未満」（22.4％）が北海道を上回っている一方、「0～100万円未満」「1,000万円以上」

が0.0％で北海道を下回っており、世帯年収の格差は北海道よりも少ないと考えられます。 

【世帯年収（赤井川村／北海道との比較）】 

 

 

【世帯年収（所得階層別）】 

 

  

0.0

4.1

6.1

12.2

22.4

22.4

12.2

0.0

20.4

2.8

3.4

5.7

8.3

10.7

21.1

13.1

5.5
29.4

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

0～100万円未満

100～200万円未満

200～300万円未満

300～400万円未満

400～500万円未満

500～700万円未満

700～1,000万円未満

1,000万円以上

無回答

赤井川村（n=49） 北海道(n=8,441)

22.4

20.2

57.1

50.4

20.4

29.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

赤井川村(n=49)

北海道(n=8,441)

所得階層Ⅰ 所得階層Ⅱ 無回答
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（２）家族の形態 

家族の形態は「両親世帯」が81.6％を占め、次いで「祖父母同居の両親世帯」「祖父母同居

の母子世帯」がともに6.1％で続いています。北海道と比べて赤井川村は「両親世帯」が15.1

ポイント多く、「祖父母同居の両親世帯」「母子世帯」が少ない状況です。 

所得階層別にみると、所得階層Ⅱは「両親世帯」が92.9％を占めていますが、所得階層Ⅰ

は「両親世帯」が63.6％と少なくなり、「母子世帯」及び「祖父母同居の母子世帯」が合計で

27.3％と多くなっています。 

【家族の形態（赤井川村／北海道との比較）】 

 

 

【家族の形態（所得階層別）】 

 

  

81.6

6.1

2.0

6.1

0.0

0.0

0.0

4.1

66.5

10.1

11.3

4.2

1.2

0.8

0.9

5.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

両親世帯

祖父母同居の両親世帯

母子世帯

祖父母同居の母子世帯

父子世帯

祖父母同居の父子世帯

その他

無回答

赤井川村（n=49） 北海道(n=4,328)

63.6

92.9

9.1

3.6

9.1

0.0

18.2

0.0

0.0

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

所得階層Ⅰ(n=11)

所得階層Ⅱ(n=28)

両親世帯 祖父母同居の両親世帯 母子世帯 祖父母同居の母子世帯 無回答
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（３）母親の勤務形態 

母親の勤務形態は「土曜出勤」及び「日曜・祝日勤務」の割合が多い状況です。 

所得階層別でみると、所得階層Ⅰの方が所得階層Ⅱに比べて「早朝」「土曜出勤」「日曜・

祝日勤務」が多くなっています。特に、「土曜出勤」「日曜・祝日勤務」は80％を超えていま

す。 

【母親の勤務形態】 

 

 

【母親の勤務形態（所得階層別）】 

 

 

  

19.6

4.3

4.3

54.3

56.5

10.9

30.4

0.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

早朝（朝５～８時）

夜勤（夜８～10時）

深夜勤務（夜10～朝５時）

土曜出勤

日曜・祝日勤務

その他

あてはまる勤務はない

わからない

無回答
(n= 46)

63.6

18.2

18.2

81.8

90.9

9.1

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

0.0

51.9

44.4

7.4

44.4

0.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

早朝（朝５～８時）

夜勤（夜８～10時）

深夜勤務（夜10～朝５時）

土曜出勤

日曜・祝日勤務

その他

あてはまる勤務はない

わからない

無回答

所得階層Ⅰ(n=11) 所得階層Ⅱ(n=27)
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（４）子どもの受診抑制 

所得階層Ⅰは、子どもに病院や歯科医を受診させなかったことが「あった」が27.3％で所

得階層Ⅱよりも多く、北海道との大きな差異はみられない状況です。 

子どもに病院や歯科医を受診させなかった理由は「仕事で連れて行く時間がなかった」が

77.8％で最も多く、北海道の40.5％を大きく上回っています。 

【過去1年間にお子さんを病院や歯医者に受診させなかったことの有無（赤井川村／所得階層別）】 

 

 

【過去1年間にお子さんを病院や歯医者に受診させなかったことの有無（北海道／所得階層別）】 

 

 

【子どもに病院や歯科医を受診させなかった理由】 

 

  

27.3

14.3

72.7

85.7

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

所得階層Ⅰ(n=11)

所得階層Ⅱ(n=28)

あった なかった 無回答

25.5

15.3

74.2

84.4

0.3

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

所得階層Ⅰ(n=1,703)

所得階層Ⅱ(n=4,256)

あった なかった 無回答

77.8

22.2

11.1

11.1

11.1

0.0

0.0

0.0

11.1

40.5

3.4

20.0

8.7

13.6

0.9

3.7

9.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事で連れて行く時間がなかった

病院が遠いため

お金がなかった

他の子どもの世話で連れて行く時間がなかった

子どもが嫌がった

保険証がなかった

自分の健康状況が悪くて連れて行けなかった

その他

無回答

赤井川村（n=9） 北海道(n=1,504)
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（５）塾や習い事の状況 

塾や習い事に「行っている」を所得階層別でみると、所得階層Ⅱは75.0％で所得階層Ⅰよ

りも多くなっています。また、塾や習い事に「行っている」を北海道と比較すると、所得階

層Ⅰはほぼ同じ割合ですが、所得階層Ⅱは赤井川村の方が多くなっています。 

【塾や習い事に行っている子どもの割合（赤井川村／所得階層別）】 

 

 

【塾や習い事に行っている子どもの割合（北海道／所得階層別）】 

 

 

（６）自分は将来どの段階まで進学したいか 

子どもがどの段階まで進学したいかを所得階層別でみると、所得階層Ⅰは「短大・高等専

門学校・専門学校まで」が45.5％で最も多く、所得階層Ⅱと比べて19.6ポイント高くなって

います。 

一方、所得階層Ⅱは「まだわからない」が40.7％で最も多く、次いで「短大・高等専門学

校・専門学校まで」（25.9％）、「大学またはそれ以上」（22.2％）が続いています。 

【将来どの段階まで進学したいか（赤井川村）】 

  

45.5

75.0

54.5

25.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

所得階層Ⅰ(n=11)

所得階層Ⅱ(n=28)

行っている 行っていない 無回答

46.1

65.5

53.4

34.0

0.5 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

所得階層Ⅰ(n=1,297)

所得階層Ⅱ(n=3,375)

行っている 行っていない 無回答

0.0

0.0

45.5

18.2

36.4

0.0

3.7

7.4

25.9

22.2

40.7

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

中学まで

高校まで

短大・高等専門学校・専門学校まで

大学またはそれ以上

まだわからない

無回答

所得階層Ⅰ(n=11) 所得階層Ⅱ(n=27)
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（７）子どもに関する悩み 

子どもに関する悩みを所得階層別でみると、所得階層Ⅰは「子どもの友達関係」が45.5％

で最も多く、次いで「子どもの学習や進路」が36.4％で続いています。一方、所得階層Ⅱは

「子どもの学習や進路」が35.7％で最も多く、次いで「子どもの発達やしつけ」が28.6％で

続いています。 

【子どもに関する悩み（所得階層別）】 

 

  

36.4

9.1

45.5

18.2

0.0

18.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18.2

18.2

35.7

28.6

10.7

7.1

10.7

3.6

0.0

3.6

0.0

3.6

0.0

0.0

46.4

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

子どもの学習や進路

子どもの発達やしつけ

子どもの友達関係

学校の先生との関係

親子関係

子どもの病気や障がい

子どもとのだんらんや話し合いの時間がもてない

子どもの不登校やひきこもり

いじめ

その他

子どもの非行や不良行為

子ども就職

特に悩みはない

無回答

所得階層Ⅰ(n=11) 所得階層Ⅱ(n=28)
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（８）保護者が必要としている支援 

現在、保護者が必要としている支援を所得階層別でみると、所得階層Ⅰは「奨学金制度の

充実」「子どもの居場所づくり」がともに36.4％で最も多く、次いで「放課後等の学習支援」

が18.2％で続いています。 

 

【現在必要としている支援】 

 

  

36.4

36.4

9.1

9.1

0.0

9.1

18.2

0.0

0.0

0.0

9.1

9.1

0.0

0.0

25.0

17.9

14.3

17.9

21.4

21.4

7.1

7.1

10.7

10.7

7.1

0.0

3.6

3.6

0% 10% 20% 30% 40%

奨学金制度の充実

子どもの居場所づくり

保育や学校費用の軽減

住宅支援

医療や健康にかかわるサポート

支援は必要ない

放課後等の学習支援

親の就業のための支援の拡充

その他

塾の費用等の貸し付け助成

一時的に必要な資金を借りられる支援

生活保護や就学援助の拡充

総合的・継続的に相談できる窓口

子ども食堂（子どもが無料もしくは安価

で食事ができる場所）

所得階層Ⅰ(n=11) 所得階層Ⅱ(n=28)
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第３章 第１期計画の実施状況 

１ 児童数の状況 

赤井川村子ども・子育て支援事業計画で推計した児童数を実績値と比較すると、就学前児童

は平成27年度以降、実績が推計値を上回って推移してきました。 

一方、小学生児童は実績が推計値を下回って推移しており、就学前児童との合計でみると、

推計に近い実績の推移となりました。 

■就学前児童数の推移 

 

 

■小学生児童数の推移 

 

  

43 
36 35 34 37 

51 
41 

47 43 42 

0

20

40

60

80

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

第１期計画推計値 実績値

（児童数）

67 
73 72 71 

65 62 
72 68 67 

60 

0

20

40

60

80

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

第１期計画推計値 実績値

（児童数）
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２ 教育・保育事業の状況 

１号認定は平成28年度までは実績がありませんでしたが、平成30年度から赤井川へき地保育

所で１号認定としての受け入れを行っており、それまで２号認定としての実績が１号認定に計

上されています。１号認定と２号認定の合計でみると、量の見込みを上回る受け入れ実績で推

移してきました。 

３号認定は概ね量の見込みと同等の実績での推移となりました。 

 

（１）１号認定（3 歳以上／教育） 

区分 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

計
画 

量の見込み 

人 

1 1 1 1 1 

確保方策 1 1 1 1 1 

実  績 0 0 0 19 20 

※実績は各年４月１日現在 

（２）２号認定（3 歳以上／保育） 

区分 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

計
画 

量の見込み 

人 

24 16 17 17 18 

確保方策 24 16 17 17 18 

実
績 

入所児童数 28 19 23 2 2 

待機児童数 0 0 0 0 0 

※実績は各年４月１日現在 

（３）３号認定（3 歳未満／保育） 

①０歳 

区分 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

計
画 

量の見込み 

人 

1 1 1 1 1 

確保方策 1 1 1 1 1 

実
績 

入所児童数 1 2 2 1 0 

待機児童数 0 0 0 0 0 

※実績は各年４月１日現在 

②１・２歳 

区分 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

計
画 

量の見込み 

人 

11 14 12 10 11 

確保方策 11 14 12 10 11 

実
績 

入所児童数 8 12 10 12 10 

待機児童数 0 0 0 0 0 

※実績は各年４月１日現在  
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３ 地域子ども・子育て支援事業の状況 

（１）利用者支援事業 

子どもとその保護者、または妊娠している方の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子

育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡

調整等を実施する事業です。 

本村では健康支援センターを窓口として子育てに関する相談・助言等に対応しているほか、

地域支援と併せて取り組んでいるため、利用者支援事業としては実施していません。 

 

■利用者支援事業設置か所数 

区分 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

計画（量の見込み） 
か所 

0 0 0 0 0 

実  績 0 0 0 0 0 

 

（２）地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の

提供、助言その他の援助を行う事業です。 

本村では「ひよこの会」として健康支援センターで月１回、乳幼児と保護者の交流の場を

開設しており、子育て相談、子育て情報提供、各種講習会などを行っています。 

 

■地域子育て支援拠点事業利用者数 

区分 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

計
画 

量の見込み 

人回／月 

13 13 12 11 13 

確保方策 13 13 12 11 13 

実  績 12 14 11 5 - 

 

（３）妊婦健康診査事業 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把握、

②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査

を実施する事業です。計画期間中の実績は概ね量の見込みを上回って推移してきました。 

 

■妊婦健康診査受診券発行者数 

区分 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

計
画 

量の見込み 

人 

7 6 5 6 7 

確保方策 7 6 5 6 7 

実  績 12 5 9 10 - 
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（４）乳児家庭全戸訪問事業（新生児訪問事業） 

乳児のいるすべての家庭を訪問し、「子育てに関する情報提供」「乳児及び保護者の心身の

状況及び養育環境の把握」「養育についての相談・指導・助言その他の援助」を行う事業です。 

量の見込みを上回る出生数の年がありましたが、乳児家庭への訪問に対応しています。 

 

■新生児訪問事業の訪問件数 

区分 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

計
画 

量の見込み 

人 

7 5 5 6 7 

確保方策 7 5 5 6 7 

実  績 7 11 2 9 - 

 

（５）養育支援訪問事業 

乳児家庭全戸訪問事業等により把握した、特に支援を必要とする妊婦や児童に対して、助

産師や保健師が訪問し、相談や支援を行う事業です。 

平成27年度以降、養育支援訪問の実績はありませんでした。 

 

■養育支援訪問件数 

区分 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

計
画 

量の見込み 

件 

0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 

実  績 0 0 0 0 - 

 

（６）子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 

様々な理由により児童の療育が一時的に困難になった場合に、児童福祉施設に委託し、児

童を保護することで、児童とその家族の福祉の向上を図ることを目的としている事業です。 

本村では子育て短期支援事業を実施しておらず、利用実績はありませんでした。 

 

■子育て短期支援事業利用者数 

区分 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

計
画 

量の見込み 

人日 

0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 

実  績 0 0 0 0 - 
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（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望

する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業

です。 

本村では子育て短期支援事業を実施しておらず、利用実績はありませんでした。 

 

■子育て援助活動支援事業利用者数 

区分 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

計
画 

量の見込み 

人日 

0 0 0 0 0 

 低学年 0 0 0 0 0 

 高学年 0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 

 低学年 0 0 0 0 0 

 高学年 0 0 0 0 0 

実  績 0 0 0 0 - 

 低学年  0 0 0 0 - 

 高学年  0 0 0 0 - 

 

（８）一時預かり事業 

保護者のパートタイム就労や疾病・出産などにより保育が一時的に困難となった乳児また

は幼児について、保育所その他の場所において、一時的な預かりを行う事業です。 

本村には幼稚園がないため、幼稚園型の一時預かりの実績はありませんでしたが、村独自

事業として赤井川村社会福祉協議会により子育てサポート事業（一時預かり事業）が行われ

ています。 

 

■一時預かり（幼稚園型） 

区分 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

計
画 

量の見込み 

人日 

0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 

実  績 0 0 0 0 - 

 

■一時預かり（幼稚園型以外） 

区分 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

計
画 

量の見込み 

人日 

20 20 20 20 20 

確保方策 20 20 20 20 20 

実  績 - 20 26 27 - 
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（９）時間外保育事業 

保護者の就労形態の多様化、長時間通勤等に伴う延長保育需要に対応するため、通常保育

時間を超えての保育を実施する事業です。本村では時間外保育事業を実施しておらず、利用

実績はありませんでした。 
 

■延長保育事業利用者数 

区分 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

計
画 

量の見込み 

人日 

0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 

実  績 0 0 0 0 - 

 

（10）病児保育事業 

保護者が就労等の理由により、家庭で保育できない病気や病気の回復期にある乳幼児や小

学生を対象に、病院や保育所等で保育を行う事業です。本村では病児保育事業を実施してお

らず、利用実績はありませんでした。 
 

■病児保育事業利用者数 

区分 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

計
画 

量の見込み 

人日 

0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 

実  績 0 0 0 0 - 

 

（11）放課後児童健全育成事業 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後

に適切な遊び及び生活の場を与え、健全な育成を図る事業です。本村では平成28年度から放

課後子ども教室として実施しており、量の見込みを上回る利用実績となっています。 
 

■放課後子ども教室利用者数 

区分 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

計
画 

量の見込み 

人 

14 15 14 13 10 

 低学年 12 12 10 9 6 

 高学年 2 3 4 4 4 

確保方策 14 15 14 13 10 

 低学年 12 12 10 9 6 

 高学年 2 3 4 4 4 

実  績 0 41 23 26 33 

 低学年 0 26 19 18 18 

 高学年 0 15 4 8 15 
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第４章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

「子ども・子育て支援法」では、市町村の責務として、子どもの健やかな成長のために、適

切な環境が等しく確保されるよう、子ども・保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域

子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこととされています。 

また、この法律の基本理念では、子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てにつ

いての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、家庭、学校、地域、企業など、その

他の社会のすべての分野において、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなけ

ればならないとされています。 

この計画では、これまでの「赤井川村子ども・子育て支援事業計画」の基本的な考え方を継

承するとともに、事業計画の策定にあたっては、子ども・子育て支援法の基本理念を踏まえ、

次のとおり「第２期赤井川村子ども・子育て支援事業計画」の基本理念を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念 

地域とともにつくる 

子どもが健やかに成長する村 
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２ 基本目標 

基本目標１ 地域における子育ての支援の充実 

子どもの幸せを第一に考えて、すべての子育てをしている人が安心して子育てができるよ

う、子どもとその保護者を支援する様々な子育て支援サービスの充実を推進します。 

また、令和元年10月１日から開始される子ども・子育て支援新制度への円滑な移行を行う

とともに、教育・保育への取組を進め、地域子ども・子育て支援事業を当村の実情に合わせ

た形で推進します。 

 

基本目標２ 母子保健事業の推進 

親が安心して子どもを産み、また子どもの健やかな成長の実現に向けて、活き活きと育つ

地域づくりのため、安全かつ快適な妊娠・出産・子育ての推進や育児不安の軽減、子どもの

疾病予防を目的とした健康管理・指導を強化します。また、思春期保健対策や母性・父性の

育成を推進し、次代の親づくりとなる基盤の構築に取り組みます。 

 

基本目標３ 子どもの健やかな成長に資する教育環境の整備 

次代の担い手である子どもが豊かな個性と感性を備え、かつ調和のとれた人間として成長

するために、様々な支援体制の充実に取り組みます。 

学校・家庭・地域等地域資源の連携により、子どもを産み育てることの喜びを実感できる

仕組みづくりを展開するとともに、子どもの未知なる可能性を教育や遊び、日常の暮らしの

中で育む教育力を向上させます。 

 

基本目標４ 子育てを支援する生活環境の整備 

子どもと子育てを行う保護者が、安心かつ安全で快適な生活を送れるよう、のびのびと活

動ができる空間を整備します。 

さらに子どもを危険から守り、安全を確保するために、関係機関等と連携した活動を推進

し、子どもの一人歩きに不安を感じなくても済む、むらづくりに取り組みます。 

 

基本目標５ 支援を必要とする子どもなどへの取組の推進 

児童虐待の防止対策やひとり親家庭等への自立支援、障がい児への支援を必要とする家庭

や子どもに対して、児童虐待防止対策の充実や、障がい児施策の充実に取り組み、こうした

状況に置かれた家庭や子どもへの支援を行い、安心して生活できる地域環境づくりを推進し

ます。 
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３ 施策の体系 

 

地域とともにつくる 子どもが健やかに成長する村 

  
 

 

基本目標   施策と主な事業 
    

１ 地域における子育ての支援の充実 

 
 （１）保育サービスの充実 

（２）子育て支援サービスの充実 

（３）放課後児童対策の推進 

（４）子育て支援のネットワークづくり 

（５）経済的支援の充実 

 

 

     

２ 母子保健事業の推進 

 
 （１）妊産婦・乳幼児に関する保健対策の充実 

（２）思春期保健対策の充実 

（３）食育の推進 
 

 

     

３ 子どもの健やかな成長に資する教育

環境の整備 

 
 （１）次代の親の育成 

（２）生きる力を育む学校の教育環境の整備 

（３）家庭や地域の教育力の向上  
 

     

４ 子育てを支援する生活環境の整備 

 

 （１）交通被害からの保護 

（２）犯罪被害からの保護 

（３）良質な住環境の確保 

（４）働き方の見直しなどの啓発 

（５）遊び場づくりの推進 

 

 

     

５ 支援を必要とする子どもなどへの取

組の推進 

 
 （１）児童虐待防止対策の充実 

（２）ひとり親家庭等の自立支援の推進 

（３）障がい児支援等の充実 

（４）外国人幼児等への支援 
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第５章 施策の展開 

１ 地域における子育ての支援の充実 

子どもの幸せを第一に考えて、すべての子育てをしている人が安心して子育てができるよう、

子どもの健全な成長を地域全体で見守れる様々な子育て支援サービスの充実を推進します。 

即ち、子育て家庭が必要とする情報の提供や地域における子育てネットワークの形成の促進

など、地域資源等の活用により家庭と地域の子育て力の向上に取り組むものです。 

 

（１）保育サービスの充実 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

保育所受け入れ環境の

整備 

赤井川へき地保育所の充実を図り、保育サービス

の提供体制の確保と施設の整備等を行います。ま

た、保育指針等を踏まえ保育士等の研修会への参

加、関係機関との積極的な連携・教育を図ります。 

保健福祉課 

保育サービスに関する

積極的な情報提供 

各種の子育て支援サービス等が、利用者に十分周

知されるよう、積極的な情報の提供を行います。 
保健福祉課 

保育所・小学校の連携 
子どもの生活や発達などの情報提供や連携を図

ります。 

保健福祉課 
 

教育委員会 

 

（２）子育て支援サービスの充実 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

一時預かり事業 

保護者が、就労・病気・私用等で家庭での保育が

できなくなった場合にのために、一時預かり事業に

よる一時保育を提供します。 

社会福祉 
協議会 

地域子育て支援拠点事

業（ひよこの会） 

保育所入所前の親子を対象に、「ひよこの会」と

して健康支援センターで月１回、乳幼児と保護者の

交流の場を開設し、子育て相談、子育て情報提供、

各種講習会などを行います。 

保健福祉課 

 

（３）放課後児童対策の推進 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

放課後子ども教室 

就労等の理由により保護者が昼間家庭にいない小

学校児童の子育て支援と健全育成を図るため、学校施

設等を活用した放課後子ども教室を開催します。 

教育委員会 
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（４）子育て支援のネットワークづくり 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

地域における子育て支

援サービス等のネット

ワーク形成 

乳幼児を持つ親同士が子育てに関する情報を提

供し合い、お互いを支援していきます。「ひよこの

会」等を活用しながら、入所前の幼児の親も含めた

ネットワークづくりを進めていきます。 

保健福祉課 

子育てに関する意識啓

発等の推進 

子育てへの関心・理解を深め、地域全体で子育て

家庭を支えることができるよう、子育てに関する意

識啓発等を進めます。 

保健福祉課 

 

（５）経済的支援の充実 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

保育料の助成 
赤井川へき地保育所に児童を預ける場合、保育料

を２歳から全額助成します。 
保健福祉課 

乳幼児等の医療費助成 

乳幼児から中学生までを対象として、北海道内医

療機関への入院・通院、歯科診療、調剤等にかかっ

た健康保険適用分の医療費の全額助成を行います。 

保健福祉課 

給食費の助成 
小学校・中学校へ通う児童・生徒の給食費を全額

助成します。 
教育委員会 

修学旅行等の費用助成 
小学校・中学校へ通う児童・生徒に対し、修学旅

行等の旅費の一部を支援します。 
教育委員会 

部活等支援事業 
部活動等を行っている児童・生徒が大会に参加す

る際の旅費を助成します。 
教育委員会 

各種検定費用助成 
小・中学校へ通う児童・生徒に対し、各種検定試

験の受験料の一部を助成します。 
教育委員会 

各種シートの無料貸与 
ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシー

トを無料で貸し出します。 
総務課 

ごみ袋の支給 
村内居住者が出産した場合、20ℓのごみ袋を200枚

支給します。 
保健福祉課 

バス定期券購入費助成 

地域生活バスを利用して通学をしているものに

対し、バス定期券の購入に要した費用の2分の1を助

成します。 

総務課 
教育委員会 
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２ 母子保健事業の推進 

親が安心して子どもを産み、また子どもの健やかな成長の実現に向けて、活き活きと育つ地

域づくりのため、安全かつ快適な妊娠・出産・子育ての推進や育児不安の軽減、子どもの疾病

予防を目的とした健康管理・指導を強化します。また、思春期保健対策や母性・父性の育成を

推進し、次代の親作りとなる基盤の構築に取り組みます。 

 

（１）妊産婦・乳幼児に関する保健対策の充実 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

乳児家庭全戸訪問事業 

新生児訪問等を利用し、産後の母子の健康、育成

および育児環境の状況を早期に把握し、健康問題を

有するケースに対しては適切な指導助言を行いま

す。 

また、閉じこもり等母子の孤立化および育児不安

等により発生する児童虐待の予防を図ります。必要

に応じて養育支援訪問事業を行います。 

保健福祉課 

乳幼児健康診査、保健

指導等の充実 

妊娠期、出産期、新生児期および乳幼児期を通じ

て母子の健康が確保されるよう各種健康診査を実

施し、疾病等の早期発見に努め早期治療を促すとと

もに発育発達確認を行います。また、健診時等を利

用して保健指導や食事指導等に取り組みます。子ど

もや母親の健康確保のための各種健診や、ニーズに

対応した細かなサービス提供に努めます。 

保健福祉課 

予防接種の実施 
感染症の予防のため予防接種法の規定に従い、定

期予防接種を実施します。 
保健福祉課 

訪問指導の充実 

妊娠期、出産期、新生児期および乳幼児期を通じ

て母子の健康が確保されるよう訪問指導を実施し

ます。 

保健福祉課 

乳幼児健康相談の充実 

「親子相談」として、心身の発育発達の確認、育

児相談やむし歯予防、離乳食に関する相談等を行い

ます。また、母子に関する相談は、健康支援センタ

ーで随時行い、正しい知識の普及や育児不安の解消

を図ります。 

保健福祉課 

子育て世代包括支援セ

ンターの設置 

子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠・出

産期から子育て期にわたり、切れ目なく支援を行い

ます。 

保健福祉課 
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（２）思春期保健対策の充実 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

性に関する正しい知識

の普及 

中学校との連携を図り、10歳代の人工妊娠中絶、

性感染症罹患率の増大等の問題に対応するために、

性に関する健全な考え方を育むとともに、性や性感

染症予防に関する正しい知識を深め、適切な行動を

取れるように支援します。 

教育委員会 

喫煙に関する教育 

学校保健との連携を図り、喫煙が健康に与える影

響についての知識の普及および適切な行動がとれ

るように支援します。 

幼児期から健康への影響を教育し、喫煙率の低下

をめざし実施に努めます。 

教育委員会 

薬物、ネット依存等に

関する教育 

薬物やネット依存等の心身への悪影響に関する

知識の普及を行います。 
教育委員会 

学童期・思春期の心の

問題における相談体制

の充実 

小学生・中学生・父母・教職員を対象として、い

じめや登校拒否、教育上の悩みや問題等、心の健康

についての正しい理解と対応について資料等を活

用した学習や研修を実施し内容の充実を図る中で、

学童・生徒の豊かな人間性を育てることを支援しま

す。 

教育委員会 

 

（３）食育の推進 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

発達段階に応じた食に

関する学習機会や情報

の提供 

乳幼児期から思春期まで発達段階に応じた食事、

生活リズム等に関する学習の機会や情報提供に努

めます。 

放課後子ども教室等において料理作りを行い、子

どもが友達と一緒に食事を楽しみながらとること

ができるよう取り組みます。 

各学校における給食指導などを通じて、食物に関

する理解や感謝の気持ちを深めます。 

保健福祉課 
 

教育委員会 
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３ 子どもの健やかな成長に資する教育環境の整備 

次代の担い手である子どもが豊かな個性と感性を備え、かつ調和のとれた人間として成長す

るために、様々な支援体制の充実に取り組みます。 

学校・家庭・地域等地域資源のネットワーク化により、子どもを産み育てることの喜びを実

感できる仕組みづくりを展開するとともに、子どもの未知なる可能性を教育や遊び、日常の暮

らしの中で育む教育力を向上させます。 

 

（１）次代の親の育成 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

子どもを産み育てるこ

との意義に関する教育

など 

学校との連携を図り、子育ての楽しさ、男女が協

力して家庭を築くことなど、子どもを産み育てるこ

との意義を啓発します。広報紙等により、若い世代

の住民に広報啓発を進めていきます。 

保健福祉課 

 

（２）子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境の整備 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

講師などを招いての 

学校教育の活性化 

産業、文化、伝統等を教科書とは異なった視点か

ら地域を学ぶ機会を設けます。そのため各分野の講

師を村内外から招いて学び、体験できるような組織

づくりを推進します。 

教育委員会 

地域との連携による 

多様な体験活動の推進 

青少年の学習機会の拡充を図り自然とのふれあ

いを求める事業を実施します。 
教育委員会 

少年の健全育成 

学校教育施設、社会教育施設、地域の自然環境等

を積極的に活用した活動の場により、自主的な活動

を促し、少年の健全育成を図ります。 

教育委員会 

コミュニティスクール

の導入・推進 

地域との交流や施設の開放、学校経営に関する評

価の実施・公表等を通じ、地域に開かれた信頼され

る学校づくりを進めるため、コミュニティ・スクー

ル（学校運営協議会）の導入を推進します。 

教育委員会 

国際交流の推進 

オーストラリアのメルボルンにあるストラスモ

ア校との国際交流を核とし、ＡＬＴを活用した英語

教育等を通した国際交流を推進します。 

教育委員会 

スポーツ環境の充実 

スポーツを通じて、健康増進と体力向上が図られ

るようスポーツ推進委員や各種目指導者と協力し

運動習慣の定着に努めます。 

教育委員会 

子どもの健全育成に向

けた関係機関との連携 

子どもの不登校、ひきこもり、登校渋り等が発生

した場合、その状況に応じて適切な対応を図るた

め、外部機関とネットワーク構築を図ります。 

教育委員会 
保健福祉課 
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（３）家庭や地域の教育力の向上 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

保護者の学びの支援 子育て講座など保護者の学びの機会を提供し、子

育てに関する知識の習得を促進します。 
保健福祉課 

相談体制の充実 子育てに関して悩む保護者に対する情報提供・相

談支援体制の充実を図ります。 
保健福祉課 

 

４ 子育てを支援する生活環境の整備 

子どもと子育てを行う保護者が、安心かつ安全で快適な生活を送れるよう、のびのびと活動

ができる空間を整備します。 

さらに子どもを危険から守り、安全を確保するために、関係機関等と連携した活動を推進し、

子どもの一人歩きに不安を感じなくても済む、むらづくりに取り組みます。 

 

（１）交通被害からの保護 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

交通安全施設整備 必要に応じ、歩道の段差解消等整備の要請をします。 総務課 

交通安全推進活動の充

実 

交通事故防止、交通安全意識の高揚を図るため、

交通安全運動期間やイベントでの啓発活動を実施

します。 

総務課 
 

建設課 

通学路安全推進会議の

開催 

村内の通学路について、児童生徒が安心して通学

できるよう、委員が合同で現地調査等を実施しま

す。 

教育委員会 
 

建設課 

ヘルメット着用の推進 
自転車乗車時の乗車用ヘルメットの着用推進を

図ります。 
教育委員会 

 

（２）犯罪被害からの保護 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

登下校時の防犯対策の

推進 

児童・生徒の登下校時における防犯対策に向け

て、国が推進する登下校防犯プランの内容に則し、

地域における連携の強化や不審者情報等の共有及

び迅速な対応を行います。 

教育委員会 

犯罪等に関する 

情報提供の推進 

広報あかいがわや防災無線等を用いて、防犯に関

する情報提供を継続します。また、余市警察署等の

関係機関と連携し、啓発活動を行います。 

総務課 
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取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

犯罪・事故等の被害か

ら子どもを守るための

取組 

学校付近や通学路等におけるＰＴＡや、警察等に

よる子どもたちへの目配りと関係機関・団体との情

報交換を積極的に行います。 

教育委員会 

「子ども 110番の家」

等の防犯ボランティア

活動の推進 

子どもが不審者から声をかけられたり、犯罪や虐

待に遭ったときの避難場所としての「子ども110番

の家」等のボランティア支援の継続を行います。 

保健福祉課 
 

教育委員会 

 

（３）良質な住環境の確保 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

住宅環境情報提供 村内の住宅取得に関する情報提供を行います。 
建設課 
総務課 

公営住宅建て替え 

公営住宅建て替え及び改修時に居住水準の向上

を図り、子育て世代が利用しやすくなるよう努めま

す。 

建設課 

住宅取得への支援 
移住・定住支援事業を通じて、住宅建設資金の支

援を行います。 
建設課 

 

（４）働き方の見直しなどの啓発 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

男女共同参画の周知・

啓発 

男女共同参画社会を推進するため、国や道より啓

発物があった際には、掲示や配布をするなど、啓発

運動に取り組みます。 

総務課 

子育てを支える制度等

の周知 

平成29年に施行された改正育児・介護休業法や男

女雇用機会均等法などの法制度の周知・啓発を図り

ます。 

産業課 

ワーク・ライフ・バラ

ンスの周知・啓発 

誰もが働きやすい労働環境の改善に向けた各種

啓発、情報提供に努めます。 
総務課 

 

（５）遊び場づくりの推進 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

自然環境を活かした遊

び場づくり 

児童の健全育成と体験の場を充実させるため、赤

井川村の豊かな自然を生かした公園施設等、児童の

遊び場づくりを検討します。 

産業課 

室内の遊び場づくり 
土日祝日に利用できる室内の遊び場として赤井川

村体育館や生活改善センターの活用を検討します。 

保健福祉課 
教育委員会 
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５ 支援を必要とする子どもなどへの取組の推進 

児童虐待の防止対策やひとり親家庭等への自立支援、障がい児への支援を必要とする家庭や

子どもに対して、児童虐待防止対策の充実や、障がい児施策の充実に取り組み、こうした状況

に置かれた家庭や子どもへの支援を行い、安心して生活できる地域環境づくりを推進します。 

 

（１）児童虐待防止対策の充実 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

要保護児童対策協議会

の推進 

学校、保育所、主任児童委員、警察、医療機関、

行政、地域住民等と連携し単なる情報連絡の場にと

どまらず、個々のケースの解決につながるような取

組をめざします。実務担当者における学習・研修会

などへの参加や、連携を図ります。 

保健福祉課 

児童虐待に関する一元

的な相談窓口の設置 

健康支援センターの相談窓口を児童虐待の一元

的な窓口として位置付け、児童虐待に関する実情の

把握や社会資源の情報提供を行うほか、相談等への

対応を行い、子ども家庭総合支援拠点としての機能

を提供します。 

保健福祉課 

親と子の心の健康づく

り 

母親の育児不安や虐待・いじめ等の問題に早期に

対応するために、日常的な育児相談機能の強化、母

子保健事業の充実を図ります。 

保健福祉課 

主任児童委員による児

童の健全育成、児童虐

待防止活動の推進 

主任児童委員の研修会への積極的参加、学校訪問

の実施等を行い、地域において児童の健全育成や虐

待の防止など、子どもと子育て家庭への支援を住民

と一体となって推進します。 

保健福祉課 

 

（２）ひとり親家庭等の自立支援の推進 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

ひとり親家庭等に対す

る各種支援の充実 

ひとり親家庭等に対し、その経済的自立の助成と

生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している

児童の福祉の増進に努めます。 

保健福祉課 

相談体制の充実や情報

提供 

ひとり親家庭等に対する相談体制の充実を図る

とともに、施策・取組についての情報提供を行いま

す。 

保健福祉課 

  



Ⅲ 子ども・子育て支援事業計画 

103 

（３）障がい児支援等の充実 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

早期療育の充実 

心身の発達の遅れが心配される乳幼児を早期に

発見し、適切な療育指導を行うことにより、障がい

の軽減を図り、二次的な障がいの発生を予防しま

す。 

保健福祉課 

保育所での受け入れ対

応の推進 

障がいをもつ児童を保育所で受け入れるための

体制づくりに努めます。 
保健福祉課 

特別支援教育の推進 

障がいをもつ児童生徒が特別支援教育を受けら

れるように、障がいの判断や助言、保護者等への相

談支援、学校への支援など、学校や関係機関と連携

協力を進めます。 

また、保護者や関係者をはじめ、地域住民に対し

特別支援教育についての理解を深めるための啓発

活動を行います。 

保健福祉課 
 

教育委員会 

児童発達支援 

近隣自治体と連携し、日常生活における基本的な

動作の指導、知識技能の取得、集団生活への適応訓

練などの支援を行います。 

保健福祉課 

医療型児童発達支援 

近隣自治体と連携し、日常生活における基本的な

動作の指導、知識技能の取得、集団生活への適応訓

練などの支援・治療を行います。 

保健福祉課 

放課後等デイサービス 

近隣自治体と連携し、放課後や、土日祝日などの

学校休業日、夏休み、冬休みなどの長期休暇中に生

活能力向上のための訓練等を続けることにより、障

がい児の自立促進、放課後等の居場所づくりを行い

ます。 

保健福祉課 

保育所等訪問支援 
近隣自治体と連携し、保育所等における集団生活

の適応のための専門的な支援を行います。 
保健福祉課 

障がい児相談支援 

近隣自治体と連携し、障がいのある児童が障がい

児通所支援を利用する前に、障がい児支援利用計画

を作成し、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタ

リングを行う等の支援を行います。 

保健福祉課 

 

（４）外国人幼児等への支援 

取組 取組内容 
担当課 

実施主体 

外国人世帯への相談及

び情報提供の推進 

外国人幼児や両親が国際結婚の幼児などが円滑

に保育所や子育て支援サービス等を利用できるよ

う、外国人幼児及びその保護者に対して相談対応な

どの支援を行います。 

保健福祉課 
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第６章 子ども・子育て支援新制度の推進 

１ 子ども・子育て支援サービスの全体像 

（１）子ども・子育て支援給付 

従来の「子どものための教育・保育給付」及び「児童手当等交付金」に加え、10月１日か

らの教育・保育の無償化に伴い新設される「子育てのための施設等利用給付」から構成され、

国が統一的な基準等を設けて各市町村でサービスの提供を行います。 

（２）その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援 

市町村が独自に実施する各種事業が対象となる「地域子ども・子育て支援事業」及び「仕

事・子育て両立支援事業」で構成され、「地域子ども・子育て支援事業」は市町村ごとに地域

の実情に応じたサービス提供を行うことができる制度となっています。 

≪子ども・子育て支援新制度の概要≫ 

子どものための教育・保育給付 

施設型給付 幼稚園、保育所、認定こども園 

地域型保育給付 小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育 
 

子育てのための施設等利用給付 

施設等利用費 認定こども園（国立・公立大学法人立）、幼稚園（未移行）、 

認可外保育施設、特別支援学校、一時預かり事業、預かり保育

事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業 
 

児童手当等交付金 

児童手当法等に基づく児童手当等の給付 

 

地域子ども・子育て支援事業 

①利用者支援事業 

②地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター） 

③妊婦健康診査事業 

④乳児家庭全戸訪問事業 

⑤養育支援訪問事業他 

⑥子育て短期支援事業（ショートステイ事業・トワイライトステイ事業） 

⑦子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

⑧一時預かり事業 

⑨延長保育事業 

⑩病児保育事業（病児・病後児保育事業） 

⑪放課後児童健全育成事業（学童クラブ） 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 
 

仕事・子育て両立支援事業 

企業主導型保育事業、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付 

そ
の
他
の
子
ど
も
及
び
子
ど
も
を 

養
育
し
て
い
る
者
に
必
要
な
支
援 
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（３）子どものための教育・保育給付の認定区分 

子どものための教育・保育給付（施設型給付、地域型保育給付）に基づく幼稚園、保育所、

認定こども園の利用にあたっては、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づく保育

の必要性を認定（認定区分）します。 

 

認定区分 年齢 保育の必要性 主な利用施設 

１号認定 
満３歳以上 

保育の必要性なし 幼稚園、認定こども園 

２号認定 保育の必要性あり 

（保育認定） 

保育所、認定こども園 

３号認定 満３歳未満 保育所、認定こども園、地域型保育 

 

（４）子育てのための施設等利用給付の認定区分 

令和元年10月１日より開始された幼児教育・保育の無償化に伴い、「子育てのための施設等

利用給付」が新設されました。この給付を受けるにあたっては、下記の認定を受ける必要が

あります。 

 

認定区分 支給要件 主な利用施設 

新１号認定 ・新２号認定子ども、新３号認定子ども以外 幼稚園、特別支援学校等 

新２号認定 

・満３歳に達する日以後最初の３月31日を経過

した小学校就学前の子ども 

・別途定められた事由により家庭において必要

な保育を受けることが困難であるもの 

認定こども園、幼稚園、

特別支援学校（満３歳入

園児は新３号、年少児か

らは新２号） 

認可外保育施設、預かり

保育事業、一時預かり事

業、病児保育事業、ファ 

ミリー・サポート・セン

ター事業（２歳児まで新

３号、３歳児からは新２

号） 

新３号認定 

・満３歳に達する日以後最初の３月31日までの

間にある小学校就学前の子ども 

・別途定められた事由により家庭において必要

な保育を受けることが困難であるもの 

・保護者及び同一世帯員が市町村民税世帯非課

税者であるもの 
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（５）「量の見込み」の算出項目 

 分 類 量の見込み算出項目 

教
育
・
保
育
事
業 

アンケート調

査結果等から

「量の見込み」

を算出する項

目 

＜３歳以上＞ 

 ・１号認定（幼稚園及び認定こども園） 

 ・２号認定（保育所及び認定こども園） 

＜３歳未満＞ 

 ・３号認定[０歳児]（保育所及び認定こども園＋地域型保育） 

 ・３号認定[１・２歳児]（保育所及び認定こども園＋地域型保育） 

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業 

時間外保育事業（延長保育事業） 

放課後児童健全育成事業 

子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライトステイ） 

地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター等） 

一時預かり事業 

・一時預かり（幼稚園型） 

・上記以外の一時預かり（幼稚園型以外） 

病児保育事業 

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

アンケート調

査によらず「量

の見込み」を算

出 

利用者支援事業 

妊婦に対する健康診査 

乳幼児家庭全戸訪問事業 

養育支援訪問事業 

「量の見込み」

の算出の必要

なし 

実費徴収に係る補足給付事業 

多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 
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２ 教育・保育提供区域の設定 

教育・保育提供区域は、子ども・子育て支援法にかかる教育・保育事業を提供する基礎とな

る市町村内の区域で、教育・保育施設や地域型保育事業の認可・認定の際に需給調整の判断基

準となります。 

赤井川村においては、教育・保育提供区域と地域子ども・子育て支援事業（区域設定の必要

な11事業）提供区域を次のとおり設定します。 

 

（１）教育・保育提供区域 

事業区分 提供区域 区域設定の考え方 

１号認定（３～５歳） 

赤井川村全域 

提供体制、利用状況を踏まえ、第１期計画

の区域設定を継承し、赤井川村内を１区域

とします。 

２号認定（３～５歳） 

３号認定（０歳） 

３号認定（１～２歳） 

 

（２）地域子ども・子育て支援事業ごとの区域設定 

事業種別 提供区域 区域設定の考え方 

①利用者支援事業 

赤井川村全域 

提供体制、人口規模、利

用状況等を踏まえ、第１

期計画の区域設定を継

承し、赤井川村内全域と

します。 

②地域子育て支援拠点事業 

③妊婦健康診査事業 

④乳児家庭全戸訪問事業 

⑤養育支援訪問事業事業 

⑥子育て短期支援事業 

⑦子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業） 

⑧一時預かり事業 

⑨延長保育事業 

⑩病児保育事業（病児・病後児保育事業） 

⑪放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 
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３ 児童人口の推計値 

計画期間の児童人口の推計に当たっては、住民基本台帳の人口推移を踏まえ、コーホート変

化率法により算出しました。 

就学前児童及び小学生児童ともに概ね減少する見込みとなっています。 

 

■就学前児童数の推計値 

 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

０歳 7 7 7 7 7 6 

１歳 2 7 6 6 6 6 

２歳 11 2 7 6 6 6 

３歳 8 9 2 7 6 6 

４歳 5 8 9 2 7 6 

５歳 9 5 8 9 2 7 

合計 42 38 39 37 34 37 

※住民基本台帳人口（平成26～31年各年４月１日現在）に基づき、コーホート変化率法による推計 

 

■小学生児童数の推計値 

 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

６歳 6 9 5 8 9 2 

７歳 8 6 9 5 8 9 

８歳 6 8 7 9 5 9 

９歳 15 6 8 7 9 5 

10 歳 14 15 6 8 7 9 

11 歳 11 14 15 6 8 7 

合計 60 58 50 43 46 41 

※住民基本台帳人口（平成26～31年各年４月１日現在）に基づき、コーホート変化率法による推計 
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４ 教育・保育の量の見込みと確保方策 

（１）１号認定および２号認定（３歳以上） 

①１号認定（３歳以上／保育の必要性なし） 

区分 単位 
令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

量の見込み 
人 

1 1 1 1 1 

確保方策 1 1 1 1 1 

 

②２号認定（３歳以上／保育の必要性あり） 

区分 単位 
令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

量の見込み 
人 

20 17 16 13 17 

確保方策 20 17 16 13 17 

 

■１号認定および２号認定の確保方策の考え方 

量の見込みは赤井川へき地保育所の利用定員で確保できるため、現状通り赤井川へき地

保育所への受け入れを確保方策とします。 

幼稚園の利用を希望する世帯には近隣自治体との受け入れ調整を行います。 

 

（２）３号認定（3 歳未満） 

①３号認定（０歳／保育の必要性あり） 

区分 単位 
令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

量の見込み 
人 

0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 

 

②３号認定（１・２歳／保育の必要性あり） 

区分 単位 
令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

量の見込み 
人 

8 12 11 11 11 

確保方策 8 12 11 11 11 

 

■３号認定の確保方策の考え方 

赤井川へき地保育所で満２歳からの受け入れを行っており、利用定員で確保できるため、

現状通り赤井川へき地保育所への受け入れを確保方策とします。 

０～１歳の定期的な受け入れは赤井川へき地保育所では行っていませんが、赤井川村社

会福祉協議会で実施している子育てサポート事業で必要に応じて対応するほか、近隣自治

体との受け入れ調整を行います。 

  



Ⅲ 子ども・子育て支援事業計画  

110 

５ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

（１）利用者支援事業 

子どもとその保護者、または妊娠している方の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子

育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡

調整等を実施する事業です。 

 

■利用者支援事業の実施箇所数 

区分 単位 
令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

量の見込み 

箇所 

0 0 0 0 0 

 基本型・特定型 0 0 0 0 0 

 母子保健型 0 0 0 0 0 

確保方策 

箇所 

0 0 0 0 0 

 基本型・特定型 0 0 0 0 0 

 母子保健型 0 0 0 0 0 

 

■確保方策の考え方 

本村では利用者支援事業としては実施せず、健康支援センターを一元的な窓口として子

育てに関する相談・助言等に対応するほか、地域の子育て支援に取り組んでいきます。 

 

（２）地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の

提供、助言その他の援助を行う事業です。 

本村では「ひよこの会」として健康支援センターで月１回、乳幼児と保護者の交流の場を

開設しており、子育て相談、子育て情報提供、各種講習会などを行っています。 

 

■地域子育て支援拠点事業の延べ利用組数 

区分 単位 
令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

量の見込み 
人回/月 

7 9 8 8 8 

確保方策 7 9 8 8 8 

 

■確保方策の考え方 

今後も「ひよこの会」を引き続き開設し、乳幼児と保護者の交流を図るとともに、子育

て相談等への対応を行います。 
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（３）妊婦健康診査事業 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把握、

②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査

を実施する事業です。 

本村では北海道内の医療機関に委託して実施しています。道外での健診受診は、別途申請

により公費負担しています。 

 

■妊婦健康診査の受診券発行者数 

区分 単位 
令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

量の見込み 
人 

7 7 7 7 6 

確保方策 7 7 7 7 6 

 

■妊婦健康診査の健診回数 

区分 単位 
令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

量の見込み 
回 

98 98 98 98 84 

確保方策 98 98 98 98 84 

 

■確保方策の考え方 

これまでの健診実績は計画期間内の量の見込みを上回っているため、今後も現状の実施

体制を維持し、妊婦健診を必要としている方への対応を行います。 

 

（４）乳児家庭全戸訪問事業 

乳児のいるすべての家庭を訪問し、「子育てに関する情報提供」「乳児及び保護者の心身の

状況及び養育環境の把握」「養育についての相談・指導・助言その他の援助」を行う事業です。 

本村では新生児訪問事業として実施しています。 

 

■新生児訪問事業の訪問人数 

区分 単位 
令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

量の見込み 
人 

7 7 7 7 6 

確保方策 7 7 7 7 6 

 

■確保方策の考え方 

これまでの訪問実績は計画期間内の量の見込みを上回っているため、今後も現状の実施

体制を維持し、新生児への訪問を実施します。 
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（５）養育支援訪問事業 

乳児家庭全戸訪問事業等により把握した、特に支援を必要とする妊婦や児童に対して、助

産師や保健師が訪問し、相談や支援を行う事業です。 

正式な事業名は「養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保

護児童等に対する支援に資する事業」となっており、量の見込みは養育支援訪問事業の訪問

人数としています。 

 

■養育支援訪問事業の訪問人数 

区分 単位 
令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

量の見込み 
人 

0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 

 

■確保方策の考え方 

これまで養育支援訪問の実績はなく、計画期間内においても養育支援訪問はないと見込

んでいます。今後、新生児訪問事業等により養育支援が必要となる世帯がある場合には、

保健師が訪問対応を行います。 

要保護児童等への対応は、必要に応じて要保護児童対策地域協議会の各会議等を開催し、

関係機関との情報の共有を行うとともに、適切な対応を行います。 

 

（６）子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 

様々な理由により児童の療育が一時的に困難になった場合に、児童福祉施設に委託し、児

童を保護することで、児童とその家族の福祉の向上を図ることを目的としている事業です。 

本村では子育て短期支援事業を実施していません。 

 

■子育て短期支援事業の延べ利用人数 

区分 単位 
令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

量の見込み 
人日 

0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 

 

■確保方策の考え方 

本村には児童福祉施設がなく、子育て短期支援事業を実施する体制を整備することが難

しい状況にあります。 

量の見込みの推計では、計画期間内において子育て短期支援事業の利用はないと見込ん

でいますが、本事業を必要とする保護者が出てきた場合には、近隣で本事業を実施してい

る自治体との調整を行うなどの対応を検討します。 

  



Ⅲ 子ども・子育て支援事業計画 

113 

（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望

する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業

です。本村では子育て短期支援事業を実施していません。 

 

■子育て援助活動支援事業の延べ利用人数 

区分 単位 
令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

量の見込み 

人日 

0 0 0 0 0 

 低学年 0 0 0 0 0 

 高学年 0 0 0 0 0 

確保方策 

人日 

0 0 0 0 0 

 低学年 0 0 0 0 0 

 高学年 0 0 0 0 0 

 

■確保方策の考え方 

量の見込みの推計では、計画期間内において子育て援助活動支援事業の利用はないと見

込んでいますが、小学生児童の放課後の居場所を確保する必要がある場合には、放課後子

ども教室での受け入れを行うこととします。 

 

（８）一時預かり事業 

保護者のパートタイム就労や疾病・出産などにより保育が一時的に困難となった乳児また

は幼児について、保育所その他の場所において、一時的な預かりを行う事業です。 

本村には幼稚園がないため、幼稚園型の一時預かりは実施していませんが、赤井川村社会

福祉協議会において子育てサポート事業を実施しています。 

 

■一時預かり（幼稚園型）の延べ利用人数 

区分 単位 
令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

量の見込み 
人 

0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 

 

■一時預かり（幼稚園型以外）の延べ利用人数 

区分 単位 
令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

量の見込み 
人日 

63 65 62 57 62 

確保方策 63 65 62 57 62 

 

■確保方策の考え方 

赤井川村社会福祉協議会で実施している子育てサポート事業による受け入れを確保方策

とします。 
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（９）時間外保育事業 

保護者の就労形態の多様化、長時間通勤等に伴う延長保育需要に対応するため、通常保育

時間を超えての保育を実施する事業です。本村では時間外保育事業を実施していません。 

 

■時間外保育事業の実利用者数 

区分 単位 
令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

量の見込み 
人 

5 5 5 5 5 

確保方策 0 0 0 0 0 

 

■確保方策の考え方 

現在は勤務可能な保育士等の確保が困難な実情から、開所時間の延長は行っていません。

量の見込み推計では時間外保育を希望する保護者が出ているため、計画期間内において時

間外保育事業の実施可否の検討を進めていくこととします。 

 

（10）病児保育事業 

保護者が就労等の理由により、家庭で保育できない病気や病気の回復期にある乳幼児や小

学生を対象に、病院や保育所等で保育を行う事業です。本村では病児保育事業を実施してい

ません。 

 

■病児保育事業の延べ利用人数 

区分 単位 
令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

量の見込み 
人日 

32 33 31 29 31 

確保方策 0 0 0 0 0 

 

■確保方策の考え方 

量の見込みの推計では病児保育事業の利用ニーズが出ていますが、本村の保育施設及び

医療施設は、病児保育事業を行うための設備が整っておらず、必要となる人材の確保も困

難な状況にあります。 

今後は近隣で本事業を実施している自治体との調整を行うなどの対応を検討します。 
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（11）放課後児童健全育成事業 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後

に適切な遊び及び生活の場を与え、健全な育成を図る事業です。本村では平成28年度から放

課後子ども教室として実施しています。 

 

■放課後児童健全育成事業の利用人数 

区分 単位 
令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

量の見込み 

人 

32 30 29 31 25 

 １年生 8 5 8 9 2 

 ２年生 4 7 4 7 8 

 ３年生 7 4 6 4 6 

 ４年生 5 7 4 6 4 

 ５年生 5 3 4 2 3 

 ６年生 3 4 3 3 2 

確保方策 人 32 30 29 31 25 

 

■確保方策の考え方 

量の見込みは放課後子ども教室の利用定員で確保できるため、現状通り放課後子ども教

室への受け入れを確保方策とします。 

 

（12）実費徴収に係る補足給付事業 

生活保護世帯や低所得世帯の状況を勘案し、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払

うべき日用品、文房具、その他教育・保育に必要な物品の購入に要する費用、行事への参加

に要する費用を助成する事業です。 

住民ニーズなどを把握するとともに、必要とされる助成について今後検討を進めます。 

 

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入時の促進とその他の事業者の能力を活用した

特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業です。 

新規参入を希望する事業者が出た場合に相談、助言等を行います。 
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６ 教育・保育の一体的提供の推進 

（１）認定こども園の普及に係る基本的な考え方 

認定こども園は、保護者の就労状況等に関わらず、新制度における教育・保育を一体的に

受けることが可能な施設であるため、国においても、普及に向けた取組が進められています。

本村の就学前児童数は減少傾向にあり、教育・保育施設としては、「赤井川へき地保育所」の

みであるため、当面は現状のまま運営を行っていくこととします。 

将来的な保育所または認定こども園への移行については、認可施設となるため現在のとこ

ろ実施予定はありません。但し、教育・保育の量の見込みや財政状況等を十分考慮し、その

必要性が認知される場合には取組を進めるものとします。また、国および道において財政支

援メニューがある場合には、その活用を検討していくものとします。 

 

（２）質の高い教育・保育についての基本的考え方 

幼児期の教育・保育は、子どもたちの「生きる力」の基礎や生涯にわたる人格形成の基盤

を培う極めて重要なものであることから、子どもの発達に応じた質の高い教育・保育の提供

に努めます。保育所に対しては、質の高い幼児期の教育・保育を総合的に提供できる環境を

整えていくため、必要な措置を講じます。 

支援を必要とする子どもに対しては、赤井川村障がい者計画等との整合・連携を図り、ニ

ーズに応じた質の高い幼児期の教育・保育の提供に努めます。 

また、教育・保育に関する専門性を有する専門性を有する指導主事及び幼児教育アドバイ

ザーの配置に関して検討を進めます。 

 

（３）地域子ども･子育て支援事業についての基本的考え方 

すべての子どもに対し、関連する諸制度との連携を図り、健やかな育ちを支援し、ニーズ

に応じた多様かつ総合的な子育て支援を充実させるよう努めていきます。 

子どもや家庭の状況に応じ、妊娠・出産期から切れ目のない支援が受けられるよう、地域

子ども・子育て支援事業を実施します。 

子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげるため、子どもや家庭の状況に応じ、子育て

の安心感や充実感を得られるような親同士の交流の場づくり、子育て相談や情報提供などの

支援を行います。 

 

（４）教育・保育施設と地域型保育事業者との連携の推進 

地域型保育事業を利用する子どもが、満３歳以降も引き続き質の高い教育・保育を受ける

ことができるよう、教育・保育施設と地域型保育事業者との連携を図ります。 
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（５）保育所と小学校等との連携の推進 

子どもの発達や学びの連続性を踏まえた幼児期の保育は、その後の学校教育の基盤を培う

重要なものであることから、保育所は幼児期の保育環境の充実を図るとともに、小学校等と

連携し、円滑な小学校教育へつながるよう努めていきます。 

 

 

７ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施 

（１）適切な給付の推進 

子育てのための施設等利用給付の実施にあたっては、その利用料金は償還払いを基本とし

ます。給付にあたっては、保護者の経済的負担の軽減や手続き等の利便性にも配慮しながら、

公正かつ適正な給付に努めます。 

 

（２）都道府県との連携の方策 

特定子ども・子育て支援施設の確認や公示、指導監督等の法に基づく事務の執行や権限の

行使に関して、円滑に制度を推進するため必要に応じて北海道との連携を図ります。 

北海道との連携においては、北海道に対して施設や運営者等の連携に必要な情報提供を行

うとともに、立ち入り調査や是正指導等が必要となった場合には北海道に協力を要請し、適

切な対応が行います。 
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第７章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

（１）庁内体制の整備 

本計画の推進にあたっては、施策にかかわる関係部局が連携・協力し、横断的な取組を積

極的に進めます。 

 

（２）地域における取組や活動との連携 

子どもと子育て家庭に関する問題やニーズを常に把握しながら、地域における保育・教育・

福祉・保健・医療などの関係機関・団体等による活動を核とし、それらとのより一層の連携

を強化し、地域の子育て支援を進めます。 

 

（３）村民および企業等への広報・啓発 

社会全体で子育て支援に取り組むために、村民や企業、関係団体等が計画の基本理念を共

有し、地域が子どもと子育て支援に関わる姿勢の共通認識を持って主体的に取り組めるよう、

計画内容の広報・啓発に努めるとともに、村外に対してもホームページなどを活用し、情報

発信を行います。 

 

２ 計画の点検・評価・改善 

（１）計画の点検・評価と見直し 

計画に基づく施策を総合的・計画的に推進し、実効性を確保するため、毎年度の進捗状況・

成果を点検するとともに、赤井川村保健福祉推進会議で協議しながら、計画の着実な推進を

図ります。なお、状況の変更等により計画の見直しの必要が生じたときには、赤井川村保健

福祉推進会議で協議のうえ見直しを行うことができることとします。 

 

（２）計画の公表、村民意見の反映 

ホームページなどを活用し、本計画に基づく取組や事業の進捗状況を広く公表していくこ

とで、村民への浸透を図ります。また、機会をとらえて村民意見を把握し、村民目線を生か

した施策・事業の推進を図ります。 
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第１章 計画の基本事項 

第１節 第８期計画策定の趣旨 

高齢者保健福祉計画（老人保健福祉計画）は、介護保険事業計画と一体の計画として策定さ

れていましたが、介護保険事業が平成21年度から後志広域連合を保険者として実施されている

ため、介護保険事業計画は後志広域連合で作成します。そのため、赤井川村高齢者保健福祉計

画は前期計画と同様、後志広域連合が策定する介護保険事業計画と分離し策定することになり

ます。 
 

第２節 計画の位置づけ 

１ 計画の根拠と位置づけ 

高齢者（老人）保健福祉計画は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８の「市町

村は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第２条第４項の基本構想に即して、老人居宅生活

支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制の確保に関する計画（以下「市町村老人福

祉計画」という。）を定めるものとする。」の規定に基づき、法定計画として位置づけられて

おります。 

第７期高齢者保健福祉計画（平成30年度～令和２年度）の期間が終了するため、必要な見

直しを加えた第８期高齢者保健福祉計画を策定いたしました。 
 

２ 関連計画との整合 

高齢者保健福祉計画は、第４期赤井川村総合計画を上位計画として、高齢者福祉施策を推

進するための計画と位置づけ、本計画に係る具体的な事業は総合計画の実施計画との調整を

行って進めるとともに、後志広域連合が作成する介護保険事業計画との整合を図っていきま

す。また、障害者基本法、障害者総合支援法に基づく計画（赤井川村障がい者計画・障がい

福祉計画・障がい児福祉計画）、健康増進法に基づく赤井川村健康づくり計画など、密接に係

る計画等との整合を図っていきます。（P4参考） 
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第３節 計画の期間 

高齢者保健福祉計画の期間は、３年を１期として運営される介護保険事業と連携して策定す

るため、介護保険事業に合わせ令和３年度から令和５年度までの３年間となります。令和４年

度中より計画の見直しに着手し、令和６年度を計画の開始期となる第９期計画を策定する予定

です。 

図１-２ 計画策定のスケジュール 
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第４節 計画策定の体制 

本計画の策定にあたっては、赤井川村保健福祉推進会議において、高齢者の住民活動者、福

祉医療等関係者、学識経験者と多くの関係者の協力を得て、本村の特性に応じた事業の展開を

推進するため、協議検討を行い策定しました。 

図１-３ 計画策定体制図 
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第２章 高齢者を取り巻く現状 

第１節 人口等の動向 

１ 人口等の推移 

今後、本村の総人口が減少することに伴い高齢者人口も減少しますが、65歳未満人口の減少

が高齢者人口の減少を上回ることから、高齢化率は上昇していくことが見込まれていますが、

令和７年度の高齢化率の推計は32.1％と現在の水準が維持されています。 

表２－１－１ 赤井川村の総人口と高齢者人口の推移 

 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ７年度 12年度 17年度 22年度 

総人口 1,129人 1,158人 1,185人 1,196人 1,179人 1,149人 1,029人 924 人 822 人 728 人 

高齢者人口 373人 367人 365人 368人 376人 369人 330 人 304 人 286 人 282 人 

高齢化率 33.0％ 33.0％ 31.7％ 30.8％ 31.9％ 32.1％ 32.1％ 32.9％ 34.8％ 38.7％ 

75歳以上人口 193人 197人 193人 196人 200人 190人 204 人 203 人 172 人 156 人 

65～74歳人口 180人 170人 172人 172人 176人 179人 126 人 101 人 114 人 126 人 

40～64歳人口 385人 381人 378人 371人 359人 356人 364 人 348 人 310 人 251 人 

※太字斜体は推計値 

※平成 27年度から令和 2年度は実績値、推計値については、北海道職員自主研究グループ「『見える化』システム勉強会」

より提供された推計ツールを利用し、赤井川村において独自推計。 

 

図２－１－１ 赤井川村の総人口と高齢者人口の推移 

 

※上記表２－１－１をもとに作成 
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２ 高齢者のいる世帯の状況 

本村の高齢者のいる世帯は平成27年に336世帯となっており、全世帯に占める割合は63.2％で

す。その内訳をみると、高齢単独世帯が増加傾向であり、高齢夫婦世帯や高齢同居世帯は減少

傾向となっています。 

表２－１－２ 高齢者世帯等の推移 

 17年 22年 27年 

世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 

一般世帯 605 100.0 618 100.0 532 100.0 

高齢者のいる世帯 336 55.5 331 53.6 336 63.2 

 高齢単独世帯 50 8.3 70 11.3 77 14.5 

 高齢夫婦世帯 72 11.9 73 11.8 66 12.4 

 高齢同居世帯 156 25.8 112 18.1 110 20.7 

※国勢調査 
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第２節 高齢者の社会参加状況 

１ 社会参加の状況 

 

（１）老人クラブ 

老人クラブは、「赤井川村悠楽会」があり、主な活動内容は、教養の向上や健康の増進、

レクリエーション、ボランティア活動、地域社会との交流などの活動をしています。また、

会員の高齢化・減少等の課題から、シニア層（定年後世代）・アクティブシルバー層（活動

的な高齢者）の加入を促すため、活動の場を通じてのニーズ把握やPR活動を行い、会員数

は横ばいで推移しています。 

表２－２－１ 赤井川村悠楽会年代別会員数 

 69 歳以下 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85 歳以上 計 

会員数 ４人 ４人 12人 11人 10人 41人 

※令和2年12月末現在 

 

 

（２）生涯学習 

高齢者の生涯学習の場として、悠楽学園大学を毎月開催し、身近な生活・健康・福

祉・趣味などについて学習するとともに、高齢者間の交流を図っています。 

表２－２－２ 悠楽学園大学受講者数 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

受講者延べ人数 305人 285人 219人 

修業証書授与者 41 人 43 人 41 人 

※令和元年度、令和2年度においては、新型コロナウィルス感染症の影響でそれぞれ1講座中止となっている。 

※令和2年度受講者延べ人数は令和2年12月末現在、修業証書授与者は予定。 

  

4人

9.8% 4人

9.8%

12人

29.3%

11人

26.8%

10人

24.4%

図2-2-1 赤井川村悠楽会 年代別分布

69歳以下 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

７５歳以上 

７４歳以下 
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（３）スポーツ活動 

高齢者対象のスポーツとして、パークゴルフなどが行われており、健康づくり・体力づ

くり、そして、生きがいづくりや仲間との交流の場として、多くの高齢者が参加していま

す。 

 

（４）文化活動 

住民の自主的な活動として、囲碁や将棋、カラオケなどがあります。仲間との情報交換

や親睦を深めるなど、交流が図られています。 

毎年11月に行われる赤井川村文化祭では、個人、グループホーム、デイサービス、高齢

者サロンからの作品出展がみられます。 
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第３章 高齢者福祉サービス等の現状 

第１節 高齢者福祉サービスの実施状況 

１ 生活支援事業 

高齢者の自立した生活を確保するために、生活に必要な支援事業を次のとおり行っていま

す。（事業の一部は、介護保険法における地域支援事業に移行） 
 

（１）赤井川村介護予防・生活支援事業（自立者生活支援事業） 

病弱等の理由により日常生活を営むのに何らかの支援が必要である概ね65歳以上の方に

対し、居宅において自立した生活が営めるよう訪問介護員を派遣し、軽易な日常生活上の

援助を行います。 

 

（２）パートヘルパー派遣事業 

要介護状態や病弱等の理由により日常生活を営むのに何らかの支援が必要である概ね65

歳以上の方に対し、居宅での自立した生活を維持し、安心して生活が営めるよう援助する

ことを目的に、パートヘルパーの派遣を行います。 

※会計年度任用職員制度開始に伴い、令和２年４月１日に廃止されました。 

 

（３）赤井川村介護予防・生活支援事業（生きがいデイサービス事業） 

病弱等の理由により日常生活を営むのに何らかの支援が必要である概ね65歳以上の方に

対し、赤井川村デイサービスセンターにおいて、日常生活訓練、趣味活動等必要なサービ

スの提供を行います。 

 

（４）在宅高齢者除雪支援助成金事業 

65歳以上の村民税非課税の高齢者で除排雪の労力確保が困難な世帯が、冬期間地域にお

いて自立した生活が営めるよう、除排雪に要する経費について助成金を交付します。 

 

２ 緊急通報サービス事業 

在宅のひとり暮らし、または、ひとり暮らしに準じる高齢者で、病弱等のため緊急時に機

敏に行動することが困難な方に緊急通報装置を貸与し、24時間体制で見守りを行う事業です。 

 

３ 高齢者地域ケア推進事業 

在宅高齢者の福祉の向上を図ることを目的に、各種在宅福祉サービスを提供しています。

事業の運営は社会福祉法人赤井川村社会福祉協議会に委託しています。 
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（１）電話サービス 

ひとり暮らしや病弱等により日常生活に何らかの不安を抱える高齢者に対し、電話によ

る安否確認や相談、話し相手を行います。 
 

（２）布団乾燥サービス 

傷病等の理由により寝具の衛生管理等が困難な方に対し、衛生面に配慮した生活が送ら

れるよう布団乾燥機による寝具の乾燥消毒を行います。 

※本事業は、長年利用実績がないことから平成 31年３月廃止されました。 

 

表３－１－１ 高齢者福祉サービスの実施状況 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

自立者生活支援事業 9 人/延べ 158回 10 人/延べ 125回 8 人/延べ 73 回 

パートヘルパー派遣事業 － －  

生きがいデイサービス事業 6 人/延べ 179回 4 人/延べ 134回 4 人/延べ 111回 

在宅高齢者除雪支援助成金事業 34 世帯 34 世帯 37世帯 

緊急通報サービス事業 17 世帯 20 世帯 21 世帯 

高齢者地域ケア推進事業 

（電話サービス） 
3世帯/延べ 364回 2世帯/延べ 224回 2世帯/延べ 198回 

高齢者地域ケア推進事業 

（布団乾燥サービス） 
－   

※令和２年度の数値は、令和２年12月末現在 

 

４ 養護老人ホーム 

養護老人ホームは、環境及び経済上の理由で、家庭での生活が困難な高齢者を対象に、介

助や家事など身の回りの世話を行う施設です。本村には施設はありませんが、近隣市町村に

所在する施設への入所により必要な支援を行っています。 

表３－１－２ 養護老人ホーム入所者数 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

２人 ２人 １人 

※令和２年度の人数は、令和２年12月末現在 
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５ その他の高齢者福祉事業 

（１）敬老年金 

長寿を祝い敬老思想の高揚と福祉の向上に寄与するため、村内に１年以上住所を有して

いる70歳以上の方に対し、支給しています。また、満100歳に達した方に対し、お祝状の授

与及び長寿祝金を支給しています。 

 

（２）福祉灯油 

12月１日現在において本村に居住している低所得で70歳以上の老齢者・寡婦・心身障が

い者の世帯に対し、灯油等の暖房費の一部を助成しています。 

 

（３）赤井川村保養センター（赤井川カルデラ温泉）福祉パスポート 

65歳以上の方及び身体障がい者に対し、心身の回復・福祉の向上を図ることを目的とし

て、福祉パスポートを交付しています。また、福祉パスポート保持者に福祉入館券を配布

することで、無料入浴の機会を提供しています。 

 

（４）赤井川カルデラ温泉無料送迎バスの運行 

毎月、第２・第４木曜日に村内一円の停留所を巡る、赤井川カルデラ温泉行きの無料送

迎バスを運行しております。 

 

（５）補聴器購入費補助 

本村に居住する高齢者のうち、難聴のため補聴器を必要とする方に対し、補聴器の購入

費に対し、予算の範囲内で補助を行います。 

 

表３―１－３ その他高齢者福祉事業の実施状況 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

敬老年金 271人 284人 283人 

敬老会 77歳以上 65／173人 61／178人 51/176人 

福祉灯油 19 世帯 26 世帯 18 世帯 

福祉パスポート 25 人 25 人 8 人 

福祉入館券 延べ 20,076人 延べ 20,353人 延べ 13,922人 

無料送迎バスの運行 延べ 469人 延べ 393人 延べ 134人 

補聴器購入費補助 ２人 ３人 １人 

※令和２年度の人数は、令和２年12月末現在 

※無料送迎バスの運行実績について、第８期計画では往路・復路別で集計を行った。 
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６ 保健サービス 

（１）訪問指導 

生活習慣病の予防、介護予防の観点から保健サービスと医療福祉等のサービスとの調整

を図り、個々のケースで柔軟に対応し、健康管理と自立した生活が送られるように訪問指

導を行っております。 
 

（２）健康教育 

生活習慣病の予防、介護を要する状態になることの予防、その他健康に関する事項につ

いて、正しい知識の普及を図ることにより「自分の健康は、自分で守る」という認識と自

覚を高め、赤井川村保健推進員協議会や赤井川村食生活改善推進員会等と連携を図り、地

域ぐるみの健康づくりを推進しています。 
 

（３）健康相談 

生活習慣病の予防のための「重点健康相談」や対象者の心身の健康に関する一般的事項

についての「総合健康相談」を実施し、個別の生活に応じた健康づくりの支援を行ってお

ります。 
 

（４）基本健康診査等 

自らの健康を見直すことのできる事業で今後も事業の推進を図ります。また、各種がん

検診（胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん）についても早期発見、早期治療を

目的とし、健診受診率の向上を図っております。 
 

（５）予防接種支援 

65歳以上の方（一部、60歳以上65歳未満の内部障がいをお持ちの方）に対し、村独自で

インフルエンザワクチンの予防接種を円滑に実施するための支援を行っております。また、

高齢者肺炎球菌ワクチンについては国の基準に基づき、定期予防接種として受診支援、助

成を行っております。 
 

（６）障がい者口腔指導事業 

介護職員が口腔機能向上を図る技術を学ぶことを目的として実施し、あわせてデイサー

ビスセンター利用者の口腔機能の向上を図っております。 

※平成 30年度を以て事業目的が達成されたことから事業を終了し、保健師の講話等により啓蒙活動を行うこととした。 
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表３－１－４ 保健サービス事業の実施状況 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

訪問指導 241人 149人 71 人 

健康教育 209人 192人 32 人 

基本健康診査等 206人 195人 198人 

高齢者インフルエンザワクチン接種 223人 237人 261人 

肺炎球菌ワクチン接種 49 人 19 人 12 人 

障がい者口腔指導 7 人 － － 

※一部の事業は、全住民対象事業の実績。令和２年度は、令和２年12月末現在 

※平成30年度の訪問指導実績について、ブラックアウト時の訪問を含む。 

 

７ 高齢者向け住宅 

住宅を必要としている方に対し、住宅を貸与しその生活の安定と高齢者福祉の向上に寄与

することを目的としています。しかしながら、村営住宅では約３割が、村有住宅では大半の

住宅が耐用年数を経過していることから、「公営住宅等長寿命化計画」で住宅環境改善事業や

建て替えが予定されています。 
 

（１）高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）  

60歳以上の方が地域の中で自立して安全で快適な生活ができるように、福祉施設と住宅

施設の連携を目指した村営住宅等です。この住宅は、入居者の身体状況を考慮したトイレ、

浴室等の設備と、緊急通報システム設置などの安全面に配慮した集合住宅になっておりま

す。入居対象は、単身高齢者、高齢者のみの世帯、高齢者夫婦世帯などです。生活援助員

（住宅戸数30戸に対し１人が標準）が配置されていて、入居者の生活指導・相談、緊急時

の対応などを行います。 

 

（２）寿住宅 

高齢者住宅として、住宅を必要としている方(家庭の事情で家族と別居を必要とする場合

を含む)に対し、生活の安定と高齢者福祉の向上に寄与することを目的としています。 

老朽化が著しく、新たな入居者の受け入れは困難であり、順次取り壊しを進め、住宅を

必要とする高齢者に対してはシルバーハウジングを含む村営住宅若しくは村有住宅を活用

して対応しています。 

表３－１－５ 高齢者福祉サービスの実施状況 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

高齢者世話付住宅 10／10戸 10／10戸 10／10戸 

寿住宅 １／８戸 １／８戸 １／６戸 

※（入居戸数）／（実戸数）を表しています。令和２年度は令和２年12月末現在 

※高齢者世話付住宅の入居実績のうち１戸はＬＳＡ 
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第２節 介護保険事業及び地域支援事業の実施状況 

平成21年度より介護保険事業（地域支援事業含む）については、後志広域連合と赤井川村（構

成町村）が保険者となり事業を実施しており、第８期計画においても同様に実施します。 

 

１ 介護保険事業 

（１）要支援・要介護認定者数の推計 

要支援・要介護認定者数は横ばいで推移する見込みであり、介護度別にみても同様の傾

向となっています。認定率は第１号被保険者数の減少により令和７年度には24.6％にまで

上昇すると推計されています。これは、後志広域連合、北海道と比較して高い上昇幅とな

っています。 

表３－２－１ 年度別要支援・要介護認定者数及び認定率の推移 
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（２）介護予防サービス・介護サービスの利用状況及び見込量 

本村で利用されている介護予防サービス・介護サービスの１か月当たりの利用者数の実

績と見込みです。令和５年度に向けて大幅な利用者数の変動はなく、横ばいで推移する見

込みとなっています。 

表３－２－２ 介護予防サービスの利用状況及び見込み量（１月当たり利用者数） 

 

表３－２－３ 介護サービスの利用状況及び見込み量（１月当たり利用者数） 
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２ 地域支援事業 

高齢者が要支援状態及び要介護状態となることを予防するとともに、要支援状態及び要介

護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことが

できるよう支援することを目的に、次の事業を実施しています。 

また、関係機関との連携により、ケースに関する情報の共有化を図り、適切な指導を行っ

ています。 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業 

ア 訪問型サービス事業 

赤井川村訪問介護事業所により、身体介護、生活支援等の日常生活上の支援を行なうサ

ービスを提供しています。 

 

イ 通所型サービス事業 

赤井川村デイサービスセンターにおいて、通所による機能訓練、集いの場等の日常生活

上の支援を行なうサービスを提供しています。 

 

ウ 介護予防ケアマネジメント事業 

赤井川村地域包括支援センターにおいて、訪問型サービス、通所型サービスその他の生

活支援サービスが適切に利用できるようにケアマネジメントを提供しています。 

 

エ 一般介護予防事業 

赤井川村地域包括支援センターにおいて、地域において介護予防に資する自発的な活動

が広く実施され、地域の高齢者が自ら活動に参加し、介護予防に向けた取り組みが主体的

に実施されるよう、高齢者の日常生活に欠くことのできない様々な情報をわかりやすくお

伝えすると共に、「昔の若人おしゃべりサロン」や「元気はつらつ教室」をはじめ、各種団

体・関係機関の協力を得ながら活動の場を提供しています。 
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表３－２－４ 介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

訪問型サービス事業 

 利用者数 延べ 17人 延べ 20人 延べ 56人 

通所型サービス事業（通所介護相当サービス事業） 

 利用者数 延べ 125人 延べ 99人 延べ 68人 

通所型サービス事業（通所型サービスＡ） 
※通所介護相当サービスと比較し、人員基準が緩和された事業。（生活相談員、看護職員及び機能訓練指導員の配置が不要。） 

 より軽度な方が利用するサービスである。 

 利用者数 延べ 379人 延べ 387人 延べ 285人 

介護予防ケアマネジメント事業 

 利用者数 延べ 115人 延べ 93人 延べ 109人 

昔の若人おしゃべりサロン 

 
開催回数 14回 13回 11回 

参加者数 延べ 288人 延べ 309人 延べ 166人 

元気はつらつ教室 

 
開催回数 21回 17回 8回 

参加者数 延べ 162人 延べ 260人 延べ 141人 

※令和２年度は令和２年１２月現在 

 

  



高齢者保健福祉計画 

136 

（２）包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業 

ア 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 

介護保険法の規定に基づき、高齢者が住み慣れた地域でできる限り継続して生活を送るこ

とを支えるために、個々の高齢者の状況やその変化に応じて、適切なサービス、多様な支援

を提供することを目的に、平成19年４月１日から村直営で設置し事業運営を行ってきました。 

平成29年７月１日から事業を委託し継続的に運営を行っています。 

 

（ア）総合相談支援業務 

 地域包括支援センターにおいて、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らし

い生活を継続していくことができるよう、どのような支援が必要かを把握し、地域におけ

る適切なサービス、関係機関または制度の利用につなげる等の支援を行なっています。 

 

（イ）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

 地域包括支援センターにおいて、高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、

主治医と介護支援専門員との連携はもとより、他の様々な職種との多職種協働や地域の関

係機関との連携を図るとともに、介護予防ケアマネジメント、指定介護予防支援及び介護

給付におけるケアマネジメントとの相互の連携を図ることにより、個々の高齢者の状況や

変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現するため、地域における連携・協

働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援を行なっています。 

 

表３－２－５ 地域包括支援センター 職員体制 

職種 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

保健師（若しくは準ずる者） － １名 １名 

社会福祉士（若しくは準ずる者） １名 １名 １名 

主任介護支援専門員 １名 １名 １名 

その他 １名 １名 １名 

※基準日：年度末日 
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表３－２－６ 地域包括支援センター運営の実施状況 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

総合相談業務 

 地域におけるネットワーク構築（会議等） 39回 16回 42回 

 実態把握 

  訪問（新規） 38回 65回 168回 

  訪問（継続） 28回 16回 57回 

  稼働（新規） 0回 127回 208回 

  稼働（継続） 0回 29回 113回 

 総合相談支援 

  初期段階の相談対応（新規） 32回 79回 29回 

  継続的・専門的な相談支援 

   継続的 14回 18回 57回 

   専門的   5回 

  救急医療情報キット事業（保有者） 92人 101人 100人 

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

 関係機関との連携体制構築への取り組み 

  関係機関との連携体制構築への取り組み 47回 0回 4回 

  入院・退院、入所・退所時の連携 0回 0回 1回 

 介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談 

  相談・支援・情報提供等 17回 12回 0回 

※令和２年度は令和２年１２月現在 

※救急医療情報キット事業はR3から在宅医療・介護連携推進事業として実施する。 
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イ 任意事業 

介護給付等費用適性化事業、家族介護支援その他介護保険事業の安定化や被保険者の地

域における自立した日常生活の支援を行うため、必要な事業を実施しています。 
 

（ア）家族介護支援事業 

高齢者を介護している家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的に、

次の事業を実施しています。 

 

ａ 家族介護教室 

地域包括支援センターにおいて、家庭において家族を介護する者が、より安心して介

護ができるよう、要介護者を極力ねたきりにさせないように配慮しつつ、適切に介護の

知識・技術の習得、外部サービスの適切な利用方法を習得することで、介護についての

精神的・肉体的負担の軽減を目的として開催しています。 

ｂ 家族介護慰労金  

市町村民税非課税世帯の要介護４または要介護５の在宅高齢者が、１年間介護サービ

スの利用がなく（１週間までのショートステイの利用は除く。）、かつ、長期入院（概ね

３か月以上）をせずに在宅で過ごした場合、その高齢者を在宅で介護している家族に対

し、慰労金を支給しています。第７６期計画期間中の対象者はありませんでした。 

 

（イ）その他事業 

地域の実情に応じた独自のサービスを実施します。 
 

ａ 成年後見制度利用支援事業 

判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者、精神障がい者等による民法で定める成

年後見制度の利用を支援し、対象者の権利を守っています。村は周知啓発を、地域包括

支援センターは事業利用にあたっての相談支援を担い、協働して取組を進めています。 

ｂ 認知症サポーター等養成事業 

地域包括支援センターにおいて、認知症に関する正しい知識を習得し、地域や職域に

おいて認知症の人や家族を支援する認知症サポーターを養成することにより、認知症と

なつても安心して暮らせる地域づくりを推進しています。 

ｃ 地域自立生活支援事業 

シルバーハウジングに居住する高齢者に対し生活援助員を派遣し、入居者が自立し安

全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を援助しています。 
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表３－２－７ 任意事業の実施状況 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

任意事業 

 家族介護支援事業 

  家族介護教室 ５回/27名 － ０件 

  家族介護慰労金 ０件 ０件 ０件 

 その他事業 

  成年後見制度利用支援事業 

   相談受付件数 ０件 ０件 １件 

   利用支援件数 ０件 ０件 ０件 

  認知症サポーター等養成事業 

   養成講座の開催 ３回 １回 １回 

   養成数 ５３人 ９人 ７人 

  地域自立生活支援事業 表３－１－５のとおり 

※令和２年度は令和２年１２月現在 

 

（３）包括的支援事業（社会保障充実分） 

ア 在宅医療・介護連携推進事業 

地域包括支援センターにおいて、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み

慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが出来るよう、在宅医療と介

護を一体的に提供するため、医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推進しています。 
 

イ 生活支援体制整備事業 

日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継

続していくために必要となる多様な主体による多様な生活支援・介護予防サービスの提供

体制を構築するため、支援ニーズとサービスのコーディネート機能を担い、サービスを提

供する事業主体と連携して支援体制の充実・強化を図っています。 

令和２年度から赤井川村社会福祉協議会へ委託し事業を行っています。 

 

ウ 認知症初期集中支援推進事業 

地域包括支援センターにおいて、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集

中支援チーム」を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築しています。 

 

エ 認知症地域支援・ケア向上事業 

地域包括支援センターにおいて、認知症の容態の変化に応じ、すべての期間を通じて、

必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、

認知症の人に対して効果的な支援が行われる体制を構築するとともに、地域の実情に応じ

て、認知症ケアの向上を図るための取り組みを推進しています。 
 

オ 地域ケア会議推進事業 

介護予防及び生活支援の観点から、介護サービス及び介護予防サービスの適切かつ効果
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的な実施による村民の自立支援を促すとともに、介護保険費用の適切な運用を行うことを

目的として、赤井川村地域ケア会議を設置しています。 

地域ケア推進会議は介護保険課で、地域ケア個別会議は地域包括支援センターで運営を

行っています。 

 

表３－２－８ 包括的支援事業（社会保障充実分）の実施状況 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

在宅医療・介護連携推進事業 

 地域の医療及び介護の資源の把握 0回 21回 11回 

 在宅医療及び介護連携の課題の抽出と対応策の検討 0回 0回 1回 

 医療及び介護関係者の情報共有の支援 0回 16回 2回 

 在宅医療及び介護連携に関する相談支援 30回 9回 11回 

 医療及び介護関係者の研修 0回 1回 1回 

生活支援体制整備事業 

 生活支援コーディネーターの配置（第1層） 1人 1人 1人 

 生活支援コーディネーターの配置（第２層） 2人 3人 2人 

 広報紙の発行・配布 1回 4回 3回 

 実態把握 － － 634回 

 座談会等の開催 2回 3回 1回 

 研修会等の開催 0回 0回 1回 

 ニーズとサービスのマッチング － － 35件 

 協議体の開催 12回 12回 9回 

認知症初期集中支援推進事業 

 認知症初期集中支援チームの設置 1チーム 1チーム 1チーム 

 チーム員会議・検討委員会の開催 10回 1回 0回 

認知症地域支援・ケア向上事業 

 認知症地域支援推進員の配置 1名 1名 1名 

 認知症カフェの開催 

  開催回数 0回 3回 1回 

  参加者数 0名 25人 2名 

地域ケア会議推進事業 

 地域ケア推進会議の開催 13回 11回 9回 

 地域ケア個別会議の開催 12回 3回 1回 

※令和２年度は令和２年１２月現在 
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第４章 高齢者保健福祉計画の推進 

第４期赤井川村総合計画～わたしの赤井川２０２５プラン～では、「健やかで安心して暮らせ

るあかいがわ」を第２章に位置づけ、その中で高齢者支援について、下記の９項目を高齢者福

祉の基本計画としています。 

平成27年度介護保険法改正において、行政の役割は「サービスをつくる」から「地域をつく

る」へ移行され、赤井川村でも平成30年度から「生活支援体制整備事業」により行政主体から

住民主体による「活動の支援」や「資源の発見」を推進してきました。 

しかしながら、住民主体のサービスについては、今後も新たな支援の仕組みの検討やそれら

の定着に向けた支援が必要であり、引き続き生活支援体制整備事業を推進していきます。 

また、今期計画策定に当たって独自アンケートの実施は行っていませんが、令和２年３月に

作成された「第四期赤井川村総合計画後期基本計画策定のための村民アンケート調査結果報告

書」によると、保健事業や高齢者事業については満足度が高いことが分かっており、現行の制

度や事業を大きく見直す必要性は低いと判断できることから、利用実績を勘案しつつ現在の内

容を維持継続することとします。逆に、優先度が高い事業としては、「路線バスの状況」が挙げ

られ、住みたい環境を整える取り組みとしても「公共交通の充実」が１位となっています。 

公共交通の取り組みついては、前計画にも掲載され取り組みを推進してきましたが、課題の

解消には至っておらず、重点施策として推進する必要があります。 

これらを踏まえ、今後も高齢者が住み慣れた地域で、より活動的・積極的に毎日を過ごすこ

とができることを目標として、本村の高齢者保健福祉を推進していきます。 

 

 

  

（参考）第４期赤井川村総合計画「わたしの赤井川 2025プラン」後期基本計画 

における高齢者支援の施策体系 

（１）生きがい施策の推進 

（２）高齢者の健康の維持・増進 

（３）高齢者の暮らしの支援 

（４）介護保険サービスの提供 

（５）介護予防・生活支援サービスの提供 

（６）地域リハビリテーション活動支援事業の実施 

（７）在宅医療・介護連携推進事業の実施 

（８）生活支援体制整備事業の実施 

（９）認知症総合支援事業の実施 
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第１節 生活支援事業 

これまで、介護保険制度においては、軽度な要介護にある高齢者の増加に伴い予防給付の充

実が図られ、平成29年度からは介護予防・日常生活支援総合事業によって介護認定によること

なく、簡易なチェックリストによって介護予防給付と同様のサービスが利用できることとなり

ました。 

一方で、赤井川村においては介護保険制度創設期より要介護状態に満たない高齢者を支援す

るため、独自施策として「介護予防・生活支援事業」を行ってきましたが、介護予防サービス

の対象者と重複する事例が散見されており、ケアマネジメントに少なからず支障が出てきてい

ることが課題として挙げられます。 

このため、村の「介護予防・生活支援事業」については、本計画期間中にその必要性につい

て検証し、介護保険制度の改正に応じた見直しを検討することとします。 

 

・介護予防・生活支援事業（自立者生活支援事業） 

・介護予防・生活支援事業（生きがいデイサービス事業） 

 

次の事業については、今後も引き続き実施します。 

・在宅高齢者除雪支援助成金事業 

 

第２節 緊急通報サービス事業 

在宅のひとり暮らし、またはひとり暮らしに準じる高齢者に、緊急通報装置を貸与します。 

 

第３節 高齢者地域ケア推進事業 

事業の運営は社会福祉法人赤井川村社会福祉協議会に委託し、引き続き実施します。なお、

利用実績が減少していることから、事業効果の見極め、代替手段の確保の検討を行いながら取

り進めます。 

 

・電話サービス 

 

第４節 養護老人ホーム 

養護老人ホーム入所に係る支援を、今後も継続します。 

 

第５節 その他の高齢者福祉事業 

次の事業については、今後も引き続き実施します。 
 

・敬老年金 
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・福祉灯油 

・赤井川村保養センター（赤井川カルデラ温泉）福祉パスポート 

・赤井川カルデラ温泉無料送迎バスの運行 

赤井川カルデラ温泉無料送迎バスの運行については、赤井川村地域公共交通活性化協議会に

おいて策定する公共交通計画に基づき、事業目的及び内容について抜本的に見直し、充実を

図ります。 

・補聴器購入費補助 

・悠楽学園大学事業 

・老人クラブ運営支援事業 

 

第６節 保健サービス 

高齢者に特定した事業は実施しておりませんが、今後も保健担当部署と連携し、次の事業を

実施していきます。 
 

・訪問指導 

・健康教育 

・健康相談 

・基本健康診査等 

・予防接種支援 

・歯科保健事業 

 

第７節 高齢者向け住宅 

高齢者向けの住宅の確保については、「赤井川村公営住宅等長寿命化計画（H30.3）」において、

悠友団地の改善事業（屋上防水、外壁補修、給湯器改修）により住宅の長寿命化、環境改善が

予定されています。 

また、平成26年より計画的に公営住宅の建て替えが進められており、平成26年に１棟８戸（赤

井川団地しらかば棟）、平成28年に１棟８戸（都団地むらさきやしお棟）、平成29年に１棟８戸

（赤井川団地もみじ棟）が整備されました。 

住民ニーズとしては、高齢者の所得及び世帯構成、身体状況に応じた住まいの確保が求めら

れており、これらを念頭に整備を進めていきます。 

なお、寿住宅については引き続き取り壊しを進めていきます。 
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第５章 介護保険事業及び地域支援事業の推進 

平成21年４月より介護保険事業は後志管内16町村で行政事務を共同処理する「後志広域連合」

を保険者として実施しており、介護保険事業の実施主体は後志広域連合及び赤井川村（構成町

村）となります。 

地域包括ケアシステム構築の実現に向けて、国や道が示す基本的理念や方針を踏まえて、高

齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活ができるよう、赤井川村は必要なサービ

ス提供や各種施策を展開し、後志広域連合は構成町村の取り組みが効果的に実施できる様、安

定的な介護保険運営の推進及び構成町村への支援を行なっていきます。 

第１節 介護保険事業 

介護保険事業について、本村では引き続き窓口での相談や申請書等の受付業務及び受け付け

した申請書等や各種資料の進達などを行い、具体的事務の大半は、後志広域連合において共同

処理を行います。 

なお、本村（構成町村）と後志広域連合での業務分担は、次のとおりとなります。 

 

 赤井川村が行う主な業務 後志広域連合が行う主な業務 

資格管理 ・異動等の窓口業務 

・被保険者証の再交付 

・被保険者のデータ管理 

・被保険者証の発行、交付 

介護認定 ・申請交付 

・介護認定調査、1 次判定 

・認定審査結果通知 

・認定審査結果の管理 

給付管理 ・申請受付 ・介護、予防給付 

・現物又は現金給付 

・負担限度額認定等 

・負担割合証の発行 

指定地域密着型 

サービス事業者 
－ 

・指定地域密着型（介護予防）サービス事

業者の指定申請の受理、審査、決定等 

指定介護予防 

支援事業者 
－ 

・指定介護予防支援事業者の指定申請の受

理、審査、決定等 

介護保険事業 

状況報告 

・データ提供 ・事業状況報告作成 

地域支援事業 ・介護予防・日常生活支援総合事業の実施 

・包括的支援事業・任意事業の実施 

・構成町村への委託 

地域包括支援 

センター 

・地域包括支援センターの設置、運営 ・地域包括支援センター設置届の受理、審

査 

・地域包括支援センター運営協議会設置、

運営 

介護保険事業 

計画 

・高齢者保健福祉計画の策定 ・介護保険事業計画の策定 

保険料の賦課 

及び徴収 

・所得情報等の提供 

・徴収協力 

・賦課、納入通知書等の発行 

・保険料の徴収 

財政運営 ・負担金の納付 ・介護保険事業特別会計の設置、運営 

・介護保険基金の管理 
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第２節 地域支援事業 

平成27年の介護保険法改正を受け、地域支援事業は大幅に再編されました。赤井川村でも平

成28年度より地域支援事業の改編を行い、平成29年7月から地域包括支援センターの運営、令和

2年4月から生活支援体制整備事業を外部委託することとしました。外部委託を継続し、今後も

地域の実情に応じて関係機関と連携を図りながら事業を実施していきます。 

 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業 

 

（１）訪問型サービス事業 

（２）通所型サービス事業 

第４章第１節生活支援事業において述べたとおり、村の独自施策である「介護予防・生

活支援事業」と対象が重複していることから、見直しを検討し、適切な対象へ適切な介護

予防サービスが提供できるように取り組みます。 

 

（３）介護予防ケアマネジメント事業 

介護予防ケマネジメント業務については、多くの自治体において地域包括支援センター

の業務負担となっており、赤井川村においては問題が顕在化している状況にはありません

が、業務実態を把握し、必要に応じて居宅介護支援事業所への委託を検討します。 
 

（４）一般介護予防事業 

一般介護予防事業については、「元気はつらつ教室」「昔の若人おしゃべりサロン」への

参加者が固定化され、新たな参加者が少ないことが課題となっています。このため、外出

や運動を行っていない方の状況把握や事業の見せ方・広報の工夫、介護予防の必要性につ

いての啓発に取り組みます。 

また、地域包括支援センターを委託している医療法人との連携体制があることによって、

他町村と比較してリハビリテーション専門職の確保が比較的容易であることから、地域リ

ハビリテーション活動支援事業の活用を検討し、リハビリテーション専門職の介入による

一般介護予防事業の質の向上に取り組みます。 

さらに、「保健事業と介護予防の一体化」の推進に向け、ＫＤＢ（国保データベース）等

の分析による保健事業と介護予防事業が連動した取り組みを推進します。 

 

２ 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業 

（１）包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 

ア 総合相談支援業務 

イ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

 

高齢者が、住み慣れた地域で効果的な包括的ケアを受けられるようにするためには、地

域包括支援センターに配置された保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等の専門職が、

その知識や技能をお互いに活かしながら、地域で高齢者の抱える様々な生活課題を柔軟な
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手法で解決していくことが必要であり、これらの人材の資質の向上が重要です。このため、

後志広域連合等が開催する研修に積極的に参加するよう促し、資質の向上を図ります。 

また、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務については、厚生労働省「地域包括支

援センターの事業評価を通じた機能強化について」に基づく事業評価によって、全国平均

よりも大きく下回っている業務であり、地域ケア個別会議でのケース検討と合わせて介護

支援専門員への支援に一層取り組みます。 

 

（２）任意事業 

ア 家族介護支援事業 

（ア）家族介護教室 

（イ）家族介護慰労金 

イ その他事業 

（ア）成年後見制度利用支援事業 

（イ）認知症サポーター等養成事業 

（ウ）地域自立生活支援事業 

 

高齢者が地域で自分らしい生活を継続するためには、高齢者の持つ権利を守ることが必

要となります。赤井川村では、令和２年６月に高齢者・障がい者虐待防止・対応マニュア

ルを作成したことから、マニュアルに基づき高齢者・障がい者虐待に対する防止や、万が

一虐待が発生した場合の対応方法や支援体制の充実を図り、高齢者・障がい者虐待のない

むらづくりを目指します。 

また、判断能力が低下している高齢者に対し、成年後見制度利用支援事業の活用や、小

樽・北しりべし成年後見センター等との連携などで、成年後見制度の利用を促進し、赤井

川村社会福祉協議会との連携では、日常生活自立支援事業をはじめとした、各種事業の活

用について、住民や関係機関へ情報提供します。 

家族介護教室、家族介護慰労金、地域自立生活支援事業（シルバーハウジング生活

援助員派遣事業）、認知症サポーター養成事業については、住民ニーズを勘案し、見直しを

図りながら引き続き実施します。 
 

３ 包括的支援事業（社会保障充実分） 

（１）在宅医療・介護連携推進事業 

在宅医療・介護連携推進事業については、令和2年に地域の医療マップを整理し「赤井川村

暮らしの便利帳」として冊子にまとめました。本計画期間においてはマップ等の内容更新や

冊子を利用し住民周知に一層取り組みます。 

また、高齢者の入退院に係る情報をいち早く把握し、介護サービスや地域支援事業など退

院後の円滑な支援に繋げるため、令和2年11月より余市協会病院と「地域医療福祉連携室との

入退院調整マニュアル」に基づき情報共有の取り組みがスタートしました。今後も医療機関

との情報共有の在り方については改善を図りながら取り進めます。 

事業の推進に必要となる専門職との連携に関しては、後志広域連合で取り組む専門職派遣

の仕組みづくりの動向を注視し、活用の場面を具体的に想定し取り組みを検討します。 
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（２）生活支援体制整備事業 

生活支援体制整備事業については、平成30年4月に協議体を発足させ、介護保険制度の勉強

会やこれからの地域づくりについての研修実施を経て、地域の取り組みの把握や住民の生活

実態や困り事について話し合い、令和2年4月に赤井川村社会福祉協議会へ事業委託されてか

らは社協事業とも連動を図り、生きがいづくりの諸活動を掘り起こし、新たな資源として住

民に提供するなどの取り組みを行ってきました。 

困り事として挙げられた課題、有償ボランティアの仕組みづくり等の地域づくりのアイデ

アなど協議すべき内容は多く、引き続き課題解決に向けて協議体構成員とともに取り組みま

す。 

 

（３）認知症初期集中支援推進事業 

認知症初期集中支援チームについては、地域包括支援センターの委託と合わせ平成29年7

月から設置をしています。扱うケースは一般相談等における支援では本人・家族が課題を解

決、対応ができないものであり、対応ケースはごく少数となっています。 

このため、定期的にチームの果たすべき役割を振り返り、チーム員や関係機関が円滑に対

応できるようケース検討等に取り組みます。 
 

（４）認知症地域支援・ケア向上事業 

認知症地域支援・ケア向上事業については、地域包括支援センターに認知症地域支援推進

員を１名配置し、認知症カフェの開催等を行ってきました。 

赤井川村では認知症を原因疾患として要介護認定を受ける方が増加傾向にあり、引き続き

必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが連携し、認知症の人及びその家族に対して

効果的な支援が行われるよう取り組みます。 

 

（５）地域ケア会議推進事業 

地域ケア推進会議については、地域包括支援事業推進事業アドバイザー業務を活用して開

催が定着し、ＳＯＳネットワークの構築、虐待対応マニュアルの策定、関係機関の役割分担

の検討からそれぞれの事業課題の洗い出し、各種事業要綱の見直し、研修の実施等に取り組

んできました。 

今後においても、本計画に定める各種事業の課題について、具体的な取り組み等の検討を

進めます。 

また、地域ケア個別会議については、高齢者の自立支援・重度化防止に向けて「自立支援

型」地域ケア会議として運営を推進します。 
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第６章 その他の取り組みについて 

１ 公共交通の体制整備 

北海道中央バス「余市‐赤井川線」の日曜・祝日運休に係る議論を契機として、令和元年９

月に赤井川村地域公共交通活性化協議会が発足し、本村と村外を結ぶ「公共交通」、村内の往来

のための「域内交通」、介護保険制度や障がい福祉サービス等による「法定サービスによる交通」

と３つのテーマを設定し検討が行われています。 

今後、これらの検討結果により公共交通計画が策定され、実証事業を行いながら、多様な村

内外への移動手段の安定的確保対策を推進します。 

 

２ 世代間交流と情報発信の充実  

地域包括支援センターや生活支援コーディネーターが行っている戸別訪問の内容から、住民

の認知症に関する正しい理解が不足していることが課題として浮き彫りとなっており、認知症

や年齢を重ねることによってみられる心身の状態変化を理解してもらえるような講話や講演会

などを企画・検討し、認知症になっても地域で安心して生活することができる意識の醸成を図

ります。また、世代間交流の場が少ないことから悠楽学園大学の取り組みにおいて、住民全体

を対象とする講義を設けるなど交流の場づくりに取り組みます。 
 

３ 介護サービス事業所の運営について 

これまで、赤井川村では介護保険における、介護サービス事業所を運営（通所介護、訪問介

護、居宅介護支援）してきましたが、住民サービスの向上と効率的な運営を図るため、外部委

託も含めた運営のあり方について検討を進め、赤井川村デイサービスセンター及び赤井川村訪

問介護事業所については指定管理、赤井川村居宅介護支援事業所については赤井川村社会福祉

協議会へ事業譲渡し運営支援を行う方針を定めました。 

赤井川村居宅介護支援事業所は令和２年４月より事業譲渡を行い、赤井川村社会福祉協議会

居宅介護支援事業所の運営が開始され、赤井川村デイサービスセンター及び赤井川村訪問介護

事業所については、新型コロナウィルス感染症の影響により開始時期を延期し、令和４年４月

以降から指定管理者による運営を開始する予定としており、今後も方針に則り介護サービス事

業所の運営施策を推進します。 
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第１章 計画の基本事項 

１ 計画策定の趣旨 

障がいのある人々が住み慣れた地域で必要な支援を受けながら、自分らしく生活を送ること

ができる地域社会の実現を目指す「障害者自立支援法」が平成１８年４月１日から施行され、

平成２５年４月からは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下、

「障害者総合支援法」という。）」として法律改正されています。同法において、自治体は国の

「基本指針」に即して、障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する計

画「障がい福祉計画」を定めることとされており、この計画は、障害者総合支援法に基づくも

のです。 

また、「障害者基本法」に規定されている「障害者計画」は、障がい者施策に関する基本的な

計画であり、障がい者施策の指針となるものです。 

本計画では、上記に定める「障がい者計画」「障がい福祉計画」を一体的に定めるほか、平成

３０年度から制定が義務づけされている「障がい児福祉計画」についても、一体として計画を

策定します。 
 

２ 計画の位置づけと計画期間 

この計画は、赤井川村の総合的なまちづくり計画である「第四期赤井川村総合計画」と整合

性を持ち、障がい者計画、障がい福祉計画、障がい児福祉計画を一体的に策定するもので、赤

井川村における障がい者施策を総合的に推進するためのものです。 

計画期間は令和３年度から令和５年度の3年間とします。 

 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

政策の基本理念と方向性 

「赤井川村障がい者計画」（障害者基本法） 

政策の基本理念と方向性 

「赤井川村障がい者計画」（障害者基本法） 

数値目標と障がい福祉サービス等の見込量 

『第５期赤井川村障がい福祉計画』 

（障害者総合支援法） 

＋ 

『第１期赤井川村障がい児福祉計画』 

（児童福祉法） 

数値目標と障がい福祉サービス等の見込量 

『第６期赤井川村障がい福祉計画』 

（障害者総合支援法） 

＋ 

『第２期赤井川村障がい児福祉計画』 

（児童福祉法） 
 

３ 計画策定の体制 

これらの計画は、以下の体制にて行います。 

（１）行政機関内部協議 

（２）障がい支援専門機関との意見交換 

（３）赤井川村保健福祉推進会議における意見交換 

（４）住民からの意見公募（パブリックコメント） 
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第２章 障がい者の現状と評価 

１ 障がい者数の推移 

赤井川村における身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の各手帳保持者の総数は以

下のとおり、横ばいの傾向です。また、障害者総合支援法で規定された難病の患者数について

は、以下のとおりとなっています。 

＜総人口＞ 

各年４月１日現在 

 平成 30年 令和元年 令和２年 

合 計 1,264 人 1,243 人 1,222 人 

 

＜身体障がい者＞ 

①年齢の推移 

区 分 平成 30年 令和元年 令和２年 

65 歳未満 ７人 ９人 ７人 

65 歳以上 48 人 51 人 52 人 

合 計 55 人 60 人 59 人 

 

②手帳の区分 

区 分 平成 30年 令和元年 令和２年 

１ 級 16人 18人 17人 

２ 級 ４人 ５人 ５人 

３ 級 10人 11人 10人 

４ 級 19人 20人 20人 

５ 級 ４人 ４人 ４人 

６ 級 ２人 ２人 ３人 

合 計 55人 60人 59人 
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③障がいの種類別、身体障がい者の推移 

区 分 平成 30年 令和元年 令和２年 

肢体不自由 35 人 37 人 36 人 

内部障がい 14 人 17 人 16 人 

視覚障がい ２人 ２人 ２人 

聴覚・平衡機能障がい ４人 ４人 ５人 

音声・言語・咀嚼障がい ０人 ０人 ０人 

合 計 55 人 60 人 59 人 

 

＜知的障がい者＞ 

①療育手帳保持者 

区 分 平成 30年 令和元年 令和２年 

重度（Ａ） １人 １人 １人 

軽度（Ｂ） ５人 ５人 ５人 

合 計 ６人 ６人 ６人 

 

＜精神障がい者＞ 

①精神保健福祉手帳保持者 

区 分 平成 30年 令和元年 令和２年 

１ 級 １人 １人 ０人 

２ 級 ０人 ０人 １人 

３ 級 １人 １人 １人 

合 計 ２人 ２人 ２人 

 

②自立支援医療（精神科への通院） 

区 分 平成 30年 令和元年 令和２年 

自立支援医療（精神通
院）支給認定数 

６人 ９人 １０人 

 

＜手帳保持者数合計＞ 

区 分 平成 30年 令和元年 令和２年 

手帳保持者数 63 人 68 人 67 人 

人口対比（％） 4.98 5.47 5.48 
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２ 特定疾病（難病）の状況 

①特定疾患受給者数 

区 分 平成 30年 令和元年 令和２年 

指定難病及び特定疾
病受給者 

14 人 17 人 16 人 

小児慢性特定疾病医
療受給者 

１人 １人 １人 

在宅難病患者等酸素
濃縮器使用助成事業
認定者 

３人 ３人 ３人 

 

３ 障がい福祉サービスの利用状況 

（１）訪問系サービス 

区 分 平成 30年 令和元年 令和２年 

居宅介護 １人 １人 １人 

重度訪問介護 ０人 ０人 ０人 

行動援護 ０人 ０人 ０人 

重度障がい者等 
包括支援 

０人 ０人 ０人 

同行援護 ０人 ０人 ０人 

 

（２）日中活動系サービス 

区 分 平成 30年 令和元年 令和２年 

生活介護 ２人 ２人 ２人 

自立訓練（機能訓練） ０人 ０人 ０人 

自立訓練（生活訓練） ０人 ０人 ０人 

就労移行支援 ０人 ０人 ０人 

就労継続支援（Ａ型） ０人 ０人 ０人 

就労移行支援（Ｂ型） ２人 ４人 ３人 

就労定着支援 ０人 ０人 ０人 

療養介護 ０人 ０人 ０人 

短期入所 
（ショートステイ） 

１人 ０人 ０人 
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（３）居住系サービス 

区 分 平成 30年 令和元年 令和２年 

自立生活援助 ０人 ０人 ０人 

共同生活援助 ２人 ５人 ４人 

施設入所支援 １人 ２人 ２人 

 

（４）計画相談支援等 

区 分 平成 30年 令和元年 令和２年 

計画相談支援 ４人 ９人 ８人 

地域移行支援 １人 １人 ０人 

地域定着支援 ０人 ０人 ０人 

 

（５）障がい児通所支援、障がい児入所支援、障がい児相談支援等 

区 分 平成 30年 令和元年 令和２年 

児童発達支援 ０人 ０人 １人 

医療型児童発達支援 ０人 ０人 ０人 

放課後等デイサービス ０人 ０人 ０人 

保育所等訪問支援 ０人 ０人 ０人 

居宅訪問型児童発達支援 ０人 ０人 ０人 

福祉型障がい児入所施設 

医療型障がい児入所施設 
０人 ０人 ０人 

障がい児相談支援 １人 ０人 ０人 

医療的ケア児に対する

関連分野の支援を調整

するコーディネーター

の配置人数 

０人 ０人 ０人 

障がい児通所給付 １人 ０人 １人 
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第３章 障がい者施策の推進プラン 

（基本目標） 

地域に暮らす人々が様々な日常活動によって、自分らしく生きることはごく当たり前であり、

誰もが願うところです。現在、国は障がいによる様々な困難があっても、自らが望む暮らしを

地域において実現できるよう、支援体制の充実や、共生社会の実現に向けた取り組みを実施す

ることを基本理念としています。 

すべての障がい者の自立と社会参加の実現を推進する観点から、次の５つの視点を基本に、

８つの推進プランを柱とした計画とします。その上で、主要な事業の整備目標と確保策を示し、

将来像の実現に向けた基盤づくりを推進します。 

 

１ ５つの基本的視点 

（１）障がい者支援推進体制の充実 

北後志自立支援協議会の活用等により、相談支援体制及びサービス提供体制の充実、地域

移行及び就学・就労移行に係る関係機関・団体相互の連携・協力体制の充実を図ります。 
 

（２）障がいの発生予防等の推進 

各種検診事業により、障がいの発生予防や早期発見・早期療育を支援します。 

 

（３）広報・啓発活動等の推進と権利擁護の推進 

① ノーマライゼーションの理念に立脚した村づくりを進めるため、広報・啓発活動や福祉

教育、交流事業を推進します。 

② 障がい者が権利を阻害されることのないよう、権利を擁護する施策を整備します。 
 

（４）障がい福祉サービスの提供 

① 現在、村内には障がいサービス事業所は少なく、新規に設置される見込みも低いため、

近隣市町の事業所情報の把握から相談者へ情報提供を行い、充実を図ります。 

② 北海道との連携のもと、相談の支援や手話通訳者の派遣をはじめとする地域生活支援事

業を推進します。 

③ 通院や買い物など日常生活に必要な交通手段についての対策を検討します。 

 

（５）就労機会等の拡大 

関係機関との連携のもと、職業能力開発機会の充実や事業所への啓発を務めるとともに、

関連施策の活用等により福祉的就労機会の充実に努めます。 
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２ ８つの推進プラン 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

② 精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

③ 地域生活支援拠点が有する機能の充実 

④ 権利擁護の推進 

⑤ 福祉施設から一般就労への移行等 

⑥ 障害児支援の提供体制の整備等  

⑦ 相談支援体制の充実・強化等 

⑧ 障がい福祉サービス等の質の向上 
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第４章 推進プランと主な事業 

第３章で定めた８つの推進プランについて、主要な事業とその内容、目標等を示します。な

お、障がい福祉サービスの見込量は第５章に示しています。 
 

１ 福祉施設入所者の地域生活への移行 

現在、赤井川村に入所施設はありませんが、住所地特例により給付が行われている障がいの

ある方について、これまで施設近隣で移行支援への取り組みが行われており、情報提供を含め

継続した支援を進めてまいります。 
 

２ 精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

国は現在、世界的にも類を見ない人口の少子高齢化に対応するため、可能な限り住み慣れた

地域で、高齢者が自分らしい暮らしを最期まで続けることができるように、包括的な支援・サ

ービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進しています。 

障がい分野においても、精神障がい者の社会的入院を解消するため、地域への移行促進が進

められています。精神障がい者が地域で安定した生活を営むためには、地域包括ケアシステム

の概念枠組みを精神障がい者のケアにも適用して、共通の資源の活用を目指していくことが望

まれます。 

赤井川村では、現在介護保険課が主体となって推進している地域包括ケアシステムの仕組み

作りと連携しながら、障がい者も地域で安定した生活を営むことが出来るような体制づくりを

進めていきます。 
 

３ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

障がいのある方の地域での暮らしを担保し、自立を希望する方への支援を進めるために、国

より地域生活支援拠点の整備が求められています。 

村においても、今期中に地域生活支援拠点（地域における複数の機関が分担して機能を担う

体制を含む）を北後志５ヶ町村の共同で設置する予定です。 

この拠点は、以下の機能をもちます。 

① 自立等に関する相談支援 

② 一人暮らしグループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供 

③ 緊急時の受け入れ態勢の確保 

④ 専門職等の人材確保（養成・連携等による専門性の確保） 

⑤ サービス拠点の整備や地域の体制づくり 

などがあります。 

令和３年度以降においては、その機能の更なる充実のため、北後志自立支援協議会において

運用状況の検証・検討を行い、より機能の充実を図ってまいります。 
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４ 権利擁護の推進 

障がい者の権利を守るための支援体制を整備いたします。具体策として、現在も制度化され

ている成年後見制度の利用推進をするための支援を行ってまいります。また策定されました「赤

井川村高齢者・障がい者虐待防止・対応マニュアル」の活用から、虐待に至る前に防止する仕

組みづくりと、万が一虐待が発生した際の対応方法を関係機関と共有することにより一層の連

携を図ってまいります。 

 

５ 福祉施設から一般就労への移行等 

能力や個性を発揮した就労が可能となるよう、北後志自立支援協議会との連携により就労支

援の仕組みを充実・強化するとともに、働きやすい環境整備など企業等の理解を深めます。 

 

６ 障がい児支援、発達障がい者支援の提供体制の整備等 

赤井川村では、妊婦健康診査や乳幼児健診等を行い、障がい及び発達障がいの早期発見に努

めるとともに、支援が必要な場合は、北後志５町村で運営している母子通園センターや巡回児

童相談が利用できる相談・支援体制が整備されています。 

新たに支援を必要とする子ども及び家庭が生じた際には、要保護児童対策協議会を活用して

関係機関との情報共有・連携を図り、年齢の変遷による支援者の移行があっても、切れ目のな

い相談支援体制の構築を進めてまいります。 

尚、第１期障がい児福祉計画内で示されている、児童発達支援センターの設置、児童発達支

援事業所・放課後等デイサービス事業所の設置、医療的ケア児支援のための協議の場の設定に

ついては、対象者数が少なく、赤井川村単独での設置は難しいと考えています。今後も周辺市

町村との連携、共同設置の可能性を検討していまいります。 

 

７ 相談支援体制の充実・強化等 

国は相談支援体制の充実・強化を推進するため、令和５年度末までに、障がいの種別や各種

のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援に取り組むとともに、地域の相談支援事業者

に対する訪問などによる専門的な指導・助言、人材育成に係る支援の実施、連携強化に取り組

むこととしています。 

これらを実施するにあたり、基幹相談支援センターである北後志圏域総合支援センターを中

心に、様々な障がいの種別やニーズに対応できる相談支援体制の充実を図ってまいります。 

 

８ 障がい福祉サービス等の質の向上 

近年、障がいの特性及びニーズの多様化に伴い多くの事業者が参入する中で、利用者が真に

必要とする障がい福祉サービス等を提供するため、サービス等の質の向上を目的とした取り組

みに係る体制を構築してまいります。 

村における取り組みとしましては、北海道が実施する研修を通して、相談支援へつなぐ窓口
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となる職員の専門性の向上を図ってまいります。また、サービス事業所へ対しては、請求内容

より適切な支援が提供されているか点検に努めると共に、北後志自立支援協議会及び北後志圏

域総合支援センターとの連携により行ってまいります。 
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第５章 サービス見込量の推計と基盤整備 

１．障がい福祉サービスの見込量 

障害福祉サービスの見込み量の設定につきましては、国の「基本指針」及び北海道の「作成

指針」を基本とし、赤井川村の実情を踏まえて設定しています。 
 

（１）訪問系サービス 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅介護・重度訪問介
護・行動援護・重度障
がい者等包括支援・同
行援護 

１人 １人 １人 

 

（２）日中活動系サービス 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

生活介護 ３人 ３人 ３人 

自立訓練（機能訓練） ０人 ０人 ０人 

自立訓練（生活訓練） ０人 ０人 ０人 

就労移行支援 １人 １人 １人 

就労継続支援 
（Ａ型） 

０人 ０人 ０人 

就労移行支援（Ｂ型） ４人 ４人 ４人 

就労定着支援 ０人 ０人 ０人 

療養介護 ０人 ０人 ０人 

短期入所（福祉型） 
（ショートステイ） 

０人 ０人 ０人 

短期入所（医療型） 
（ショートステイ） 

３人 ３人 ３人 

 

（３）居住系サービス 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立生活援助 ０人 ０人 ０人 

共同生活援助 ５人 ５人 ５人 

施設入所支援 ２人 ２人 ２人 
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（４）計画相談支援等 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画相談支援 ５人 ５人 ５人 

地域移行支援 １人 １人 １人 

地域定着支援 ０人 ０人 ０人 

 

（５）障がい児通所支援、障がい児入所支援、障がい児相談支援等 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児童発達支援（児童発
達支援センター以外） 

０人 ０人 ０人 

児童発達支援（児童発
達支援センター） 

４人 ４人 ４人 

医療型児童発達支援
（児童発達相談支援セ
ンター以外） 

０人 ０人 ０人 

医療型児童発達支援
（児童発達相談支援セ
ンター） 

０人 ０人 ０人 

放課後等デイサービス １人 ２人 ２人 

保育所等訪問支援 ４人 ４人 ４人 

居宅訪問型児童発達支援 ０人 ０人 ０人 

福祉型障がい児入所施設 

医療型障がい児入所施設 
０人 ０人 ０人 

障がい児相談支援 ４人 ４人 ４人 

医療的ケア児に対する関

連分野の支援を調整する

コーディネーターの配置

人数 

０人 ０人 ０人 

※見込量が「０」であっても、サービスを必要とする対象があった場合は、対応と必要な措置を講ずる。 

 

２．地域生活支援事業の見込み  

①相談支援事業等の見込み・・・引き続きNPO法人しりべし圏域相談支援センターへ委託 

②意思疎通支援事業の見込み・・・０名／年 

③日常生活用具給付事業の見込み・・・４名／年 

④移動支援事業の見込み・・・障がい児者のみではなく、高齢者等移動に困難が生じる対象全

体を包摂する事業の実施に向け を進める。 

⑤地域活動支援センター（地域作業所を含む）の見込み・・・２名／年 

⑥障害児等療育支援事業の見込み・・・１名／年 
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第６章 計画の実施と推進に向けて 

１．総合的な計画推進体制 

本計画は、赤井川村や障がい者、障がい児及び家族、福祉関係団体・事業者などが連携し、

住民の理解を得ながら推進してまいります。 

（１）地域自立支援協議会の活動促進 

（２）保健・医療・福祉・労働・経済・教育部門の共同による計画推進 
 

２．計画達成状況の点検・評価 

（１）年度ごとに、障がい者数やサービス提供量を把握します。それをもとにして、計画の達

成状況を把握し、点検・評価を行うとともに、評価結果について、関係者の意見を求め

ていきます。 

（２）地域自立支援会議において、サービス提供にかかわる課題や取り組み等について検討す

るとともに、計画の進捗状況の点検等を行い、障がい施策に関する意見等を求め、計画

の見直しや施策等に反映していきます。 
 

３．ＰＤＣＡサイクルについて 

本計画は、推進状況を確認しながら、工夫・改善を積み重ね、着実に取り組みを進めていく

ことが必要になります。 

障害者総合支援法においては、計画に定める事項について、定期的調査・分析及び評価を行

い、社会状況の変化や国の障がい施策の動向を踏まえ、必要があると認めるときは計画を変更

し、その他必要な措置を講じることとされており、PDCAサイクルにより計画の進行管理を行い

ます。 

 

 

PDCAサイクル 

DO 
計画の内容を踏まえ、サ
ービスを実行 

PLAN 
見込み利用の設定や確保
の方策等を定める 

CHECK 
年間実績を把握し、必要に
応じて計画の見直し、評価 

ACTION 
評価等の結果を踏まえ、
計画の見直し改善を行う 
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平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 ～ 平 成 ３ ７ 年 ３ 月 ３ １ 日

赤 井 川 村 健 康 づ く り 推 進 協 議 会

赤 井 川 村 社 会 課

こ こ ろ が 元 気 社 会 資 源 を 活 用 す る

身 体 が 元 気 ふ れ あ い を 大 切 に す る 地 域 で の 役 割 を は た す

毎 日 の 生 活 を 心 か ら 楽 し む 家 庭 で の 役 割 を は た す い つ ま で も お い し く 食 べ ら れ る

《みんなの目標》

・３食摂る

・たくさんの種類の食品をとっている

・塩分をとりすぎない

・お酒を飲みすぎない

・健診・検診をうけている

・健康でいたいと思う

・意識して身体を動かしている

・無理はせず、しっかり休んでいる

・早めに受診している

《保健活動》

・住民健診、がん検診

・乳児健診、乳児相談

・1歳6ヶ月児・３歳児健診

・妊婦健康診査

・健康相談、家庭訪問

・ひよこの会、予防接種

・運動教室、健康教育

・障がい者口腔指導

《みんなの目標》

・あいさつをしている

・友人に会い会話をしている

・ふれあう機会をつくる

・区会行事などふれあう機会に参加する

・ちょっとした声をかけあっている

《保健活動》

・ひよこの会

・悠楽学園大学

・地区組織活動

・健康教育

・運動教室

《みんなの目標》

・地域の活動に参加している

・地区組織などの活動に協力している

・地域で困っている人がいたら助ける

・近所の子を叱ったりしてする

《保健活動》

・地区組織活動

・健康教育

・障害福祉サービス

・精神障がい者支援

《みんなの目標》

・家族で会話をしている

・食事作りの時間をおしまない

・家庭内での役割分担をしている

・親が子の見本となるよう

規則正しい生活をしている

《保健活動》

・家庭訪問

・ひよこの会

・地区組織活動

《みんなの目標》

・よく噛んで食べている

・噛みごたえのあるものを食べている

・口の中を清潔にしている

・だらだら食いをしない

・歯を大切にしている

《保健活動》

・歯の健康教育

・障がい者口腔指導

・乳幼児歯科健診

・フッ素塗布

・保育所フッ化物洗口

《みんなの目標》

・ストレス解消の場がある

・趣味をもっている

・いきがいをもっている

・いろいろなことに感動している

・自分が楽しめる時間をもっている

《保健活動》

・運動教室

・ひよこの会

･悠楽学園大学

・地区組織活動

・健康相談、乳児相談

《みんなの目標》

・悩んだときに相談している

・話し合える人がいる

・上手に気分転換している

《保健活動》

・悠楽学園大学

・健康相談、家庭訪問

・乳児健診、乳児相談

・１歳６ヶ月・３歳児健診

・母子通園センター事業

《みんなの目標》

・広報を活用している

・防災無線を活用している

・ホームページを活用している

《保健活動》

・広報

（健康支援センターだより）

・防災無線

・村ホームページ
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赤井川村保健福祉推進会議設置条例 
 

平成 30年６月 27日 

条例第 12号 
 

(設置) 

第１条 赤井川村における保健福祉の推進に関し、広く村民及び保健福祉関係者の意見を

求めるため、赤井川村保健福祉推進会議(以下「会議」という。)を設置する。 

(所掌事項) 

第２条 会議は、保健福祉に関する次の事項を所掌する。 

(1) 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 107 条に規定する市町村地域福祉計画の

策定、見直し、評価及び施策の推進に関する事項 

(2) 子ども・子育て支援法(平成 24年法律第 65号)第 61条に規定する市町村子ども・

子育て支援事業計画の策定、見直し、評価及び施策の推進に関する事項 

(3) 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の８に規定する市町村老人福祉計

画の策定、見直し、評価及び施策の推進に関する事項 

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第

123号)第 88条に規定する市町村障害福祉計画の策定、見直し、評価及び施策の推進

に関する事項 

(5) 障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)第 11 条第３項に規定する市町村障害者計

画の策定、見直し、評価及び施策の推進に関する事項 

(6) 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 33 条の 20 に規定する市町村障害児福

祉計画の策定、見直し、評価及び施策の推進に関する事項 

(7) 健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第８条第２項に規定する市町村健康増進計

画の策定、見直し、評価及び施策の推進、各種保健事業の推進並びに健康づくり運動

実践団体等の育成に関する事項 

(8) その他会長が必要と判断する事項に関すること。 

(組織) 

第３条 会議は、委員 15人以内をもつて構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 保健・医療・福祉・教育関係者 

(3) その他村長が必要と認めた者 

(任期) 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

(会長及び副会長) 

第５条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 



 

 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

(会議) 

第６条 会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。 

(幹事) 

第７条 会議は、必要に応じ、幹事を置くことができる。 

２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、村長が任命する。 

３ 幹事は、会議の所掌事務について、委員を補佐する。 

(部会) 

第８条 会議は、必要に応じ、部会を置くことができる。 

２ 部会に属する委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名す

る者がその職務を代理する。 

(庶務) 

第９条 会議の庶務は、保健福祉課において処理する。 

(委任) 

第 10 条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定

める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年赤井川村条

例第２号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 



 

 

沿 革   令和 ２年 ３月 策定 

 

                   令和 ３年 ３月 一部改正 

（高齢者保健福祉計画） 

（障がい者計画） 

（障がい福祉計画） 

（障がい児福祉計画） 
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